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～ 巻頭言 ～ 

 

 

 

中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクトの現状 

 

一橋大学大学院法学研究科教授 

上 原 敏 夫 

 

１ 国際協力機構（JICA）は，2007年11月から3年間の予定で，中国民事訴訟法・仲裁法改

善プロジェクト（以下「本プロジェクト」という。）を開始した。民事訴訟法の分野での法

制度整備支援事業としては，カンボジア，ベトナムに続くものである。私は，竹下守夫先

生の御指導の下で，10年以上にわたってカンボジアに対するプロジェクトに関わっている

が，このたびは，日本側の責任者として，本プロジェクトに関与することとなった。 

  本プロジェクトは，これまでの他国を対象とする事業とほぼ同様の形式をとっており，

相手国における現地セミナー及び日本における本邦研修の実施を中心として，制度のあり

方や法律案の個々の条文の内容にわたって，法律の専門家として対等の立場で議論を繰り

返し，日本として相手国の法制度の整備に協力するものである。本プロジェクトの相手方

当事者（カウンターパート）は，全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会民法室（以

下「民法室」という。）であり，手続法も含めて，広く民事法分野の立法作業を担当してい

る機関である。 

  現地セミナー及び本邦研修の内容を充実させるために，日本側では，専門分野の研究者

及び実務家の委員からなる研究会（作業部会）を組織している。研究者の委員には，カン

ボジア民事訴訟法起草の作業に関わってきた者（私を含めて5名）を中核としつつ，若手の

研究者（2名）が新たに加わっている。また，JICAの長期専門家として実務家（弁護士）

が現地に派遣され，民法室との間の日常的な意見交換，情報収集及びプロジェクトの進行

の調整などの重要な任務を行っている。そして，とりわけ本邦研修の実施については，法

務省法務総合研究所国際協力部が，さらに，日本における研究会の開催や資料の整備など，

プロジェクト運営の事務的な面では，財団法人国際民商事法センターが重要な役割を果た

している。 

 

２ 上記の体制の下，本プロジェクトでは，2007年11月の本邦研修，2008年3月の現地セミナ

ー，同年11月の本邦研修，本年5月の現地セミナーが実施され，さらに本年11月には3回目

の本邦研修が予定されている。これらの機会において，民事訴訟法及び仲裁法に関してな

されている議論は，理論的なものから実務に関わるものに至るまで多岐にわたり，また相

当に高度な内容となっており，プロジェクトは順調に進んでいるといえよう。同じ漢字文
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化圏に属することから，互いに（とくに中国側にとって）相手国の文献から情報を得るこ

とが比較的容易であるという事情もプラスに作用している（もっとも，再審という言葉が

日中で異なる意味で使われているなど，逆に互いに漢字を理解できるが故に，誤解や議論

のすれ違いが生じうることも経験した。）。長期専門家及びJICA中国事務所などの努力もあ

り，本プロジェクトをめぐる日中間の信頼関係も厚くなっている。 

  もっとも，中国民事訴訟法及び仲裁法の改正作業が，執行手続や保全手続も含む広い範

囲の規律の中で，どの分野に重点を置いて，また，どのようなスケジュールで行われるこ

とになるのか，未だ明らかとなっていないことから，双方の議論は，訴訟法の諸原則や基

礎にある理論をめぐってなされており，中国での法改正に焦点を合わせた具体性に欠ける

面があることも否定できない。これは，主に，中国では現在，民法の不法行為に関する基

本原則及び現代社会において生起する様々な事故の賠償責任を規律の対象とする新たな法

律として，「権利侵害責任法」の制定が急務とされており，民法室は，その立法作業に精力

を傾注しなければならない，という事情によるものである。 

 

３ この状況を受けて，昨年秋に，民法室から，権利侵害責任法についても，日本の法制度

整備支援事業の対象として欲しいとの強い要請が寄せられた。この法律は，いうまでもな

く，実体法である民法に属する法律であり，本プロジェクトとは別個のプロジェクトを立

ち上げることが必要とも思われたが，中国での立法作業が相当に速く進んでいることや，

カウンターパートである民法室が担当しており，証明責任など，とくに証拠法の分野で，

民事訴訟法の規律とも密接な関連があることから，JICAは，本プロジェクトの一環として，

権利侵害責任法も扱うことが適切であると判断した。そこで，日本では，新たに，権利侵

害責任法研究会を組織することとした。この研究会は，研究者委員として，民法を専門と

する第一線の研究者（3名）の参加を得て，民事訴訟法・仲裁法改善に関する委員会の研究

者委員の一部の者（私を含めて4名）と共に，専門的見地から検討する体制をとっている。

既に，権利侵害責任法を対象とする現地セミナーを本年7月に実施し，また，本年11月の本

邦研修において，同法についても，議論を行う予定となっている。 

 

４ ところで，民法室は，中国における立法作業を担当する中心的な機関であり，本プロジ

ェクトが民法室をカウンターパートとしていることは，法制度整備支援事業の実効性の点

からみてきわめて適切なものといえよう。民法室のメンバーの多くは，長年この組織に属

してもっぱら立法作業に従事している，まさに立法のプロである反面で，法律実務家（裁

判官，弁護士）として民事訴訟に関わる経験はあまりないと聞いている。また，日本の法

制審議会のように，立法担当の事務当局だけでなく，幅広く研究者及び実務家の意見を聴

いて法律案を起草する仕組も一般的にはとられていないようである。もっとも，裁判所の

意見については，最高人民法院に所属する，日本でいえば最高裁事務総局の局付や最高裁

調査官に相当するような仕事をしている裁判官が，現地セミナーや本邦研修に参加するこ

とを通じて，かなりの程度，法律案の起草に影響を与えているようではある。 
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  このようなことから，日本側としては，中国の民事訴訟制度の現状や改善を要する点な

どについて，民法室だけでなく，広く中国の実務家や研究者の意見を聴いて，認識を深め

ることができれば，本プロジェクトの内容がより豊かになり，成果も高まるのではないか

との考えをもつに至った。この点で，法務省が，中国で民事訴訟法を研究している張衛平

教授及び劉栄軍教授を招へいし，中国の民事訴訟制度の現状，改革の必要性などにつき，

講演してもらう機会を設けたこと（2009年3月）は，大きな意義を有する。張教授は日本で

の留学経験をもち，また，劉教授は日本において学部・大学院を通じて法学教育を受けて

おり（一橋大学博士），いずれも中国の学会で主要な地位を占める中堅の研究者であり，日

中の民事訴訟制度の比較研究に最適の方である。両教授からは，われわれの期待通り，自

由な立場で，率直に意見を述べていただき，講演会は盛会であった。講演内容は，本誌本

号に掲載されている。 

 

５ 以上，中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクトの現状について述べてきた。当初の予

定では，プロジェクトの終了まであと1年あまりとなるが，前述した中国側の事情で，本来

の対象である民事訴訟法及び仲裁法の改正作業が遅れていることから，実施期間が延長さ

れる可能性もあろう。法制度整備支援事業は，日本のODAの新しい形として世界から注目

されている。その一翼を担う者として，プロジェクトの意義の大きさと責任の重さを痛感

しているところである。関係者の方々の一層の御協力・御支援をお願いしたい。 

 

                            平成21年9月 
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～ 特集 ～ 

 

 

 

中国民事訴訟法専門家による講演会 

 

東京地方検察庁公判部検事（前国際協力部教官） 

亀卦川 健 一 

 

 法務総合研究所は，平成19年（2007年）11月から，独立行政法人国際協力事業団（現在国

際協力機構。以下「JICA」という。）による「中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト」

に協力し，同プロジェクトの国内支援委員会に委員として教官を派遣し，現地セミナーや本

邦研修を行ってきました。 

 本邦研修などを行うに当たっては，中国側のカウンターパートである全国人民代表大会（以

下「全人代」という。）法制工作委員会民法室と協議してテーマを決め，あらかじめ質問事項

を提出してもらっていますが，研修の実効性を上げるためには日本側が質問の背景や中国側

の問題意識を正確に把握することが有用であると思われました。 

 そのため，JICAから弁護士を長期専門家として北京に派遣し，在北京日本大使館の法務ア

タッシェの協力も得て中国側に日本法の基礎知識の事前レクチャーを行ったり，支援委員会

に日本に留学している中国人の民事訴訟法研究者に参加していただき，中国法や民事裁判実

務の現状について日本側関係者に報告していただくなどし，その成果を法務総合研究所国際

協力部が行う本邦研修などに反映してきました。 

 これまでの上記プロジェクトに関する日本側関係者の努力や貢献は，中国側からも高く評

価されるに至っています。 

 他方，中国との関係においては，共産党主導の国情や日本における外国法研究の対象とし

て日本が明治以降，研究し取り入れる対象であった欧米諸国に比べると，ビジネスに直結す

る実体法はともかく民事訴訟法などの手続法については研究が不十分な点は否めないことな

どから情報が不足している部分がありました。 

 そこで当部においては，中国法の研究を進める必要性を感じ，全人代法制工作委員会民法

室が編纂し出版している民事訴訟法コンメンタールの翻訳とその監修を上記支援委員会委員

長である上原敏夫一橋大学法科大学院教授，一橋大学への留学経験を持つ清華大学法学部張

衛平教授，北京師範大学法学院劉栄軍教授に依頼し，その作業の進展に併せて，張，劉の両

教授を我が国に招へいし講演と研究の発表をしていただくことといたしました。 

 招へいに当たっては，講演会の共催者として財団法人国際民商事法センターの全面的な御

支援を受け，日本弁護士連合会の御後援を受けることができました。この場を借りて関係者

の方々に改めて御礼申し上げます。 
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 講演会は，平成21年3月16日，東京の弁護士会館において張教授に「中国民事訴訟法の現状

と改正課題」と題して講演いただき，同月19日，大阪の当部国際会議室において劉教授に「日

中民事訴訟法についての比較」と題して日中民事訴訟法の異同について講演いただきました。

東京会場には民事訴訟法の学者や弁護士，企業関係者ら約100名が，大阪会場には同様に約60

名が参加され，熱心に両教授の講演を聴講し，質疑応答がなされ，非常に好評でした。 

 その講演内容について両教授がまとめられたので，この機会に御紹介させていただく次第

です。 
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中国民事訴訟法専門家による講演会 ＜東京会場＞ 

 

平成21年3月16日（月） 

午後2時 ～ 午後5時 

 

開  会 

【司会（亀卦川）】 本日は，法務総合研究所，財団法人国際民商事法センター共催，日本弁

護士連合会御後援によります「中国民事訴訟法専門家による講演会」に御参集いただきまし

て，誠にありがとうございます。 

 私，本日の進行を務めさせていただきます法務総合研究所国際協力部教官の亀卦川でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 それでは，講演に先立ちまして，主催者側から法務総合研究所所長小貫芳信，財団法人国

際民商事法センター理事長原田明夫より，皆様にごあいさつを申し上げます。 

 それでは，小貫所長，よろしくお願いいたします。 

 

法務総合研究所長あいさつ 

小貫芳信 

【小貫】 御紹介いただきました法務総合研究所の小貫でございます。 

 本日は，皆様におかれましてはお忙しい中を，「中国民事訴訟法の現状と改正課題」をテー

マといたします本講演会に御臨席賜りまして，大変うれしく存じております。大変ありがと

うございます。 

 皆様御承知のとおり，かねてから中国は積極的な改革開放政策の下に，WTOに加盟するな

ど，社会主義市場経済への移行を確実に推し進めまして，中国経済は今や国際市場に対して

直接的かつ大きな影響をもたらすようになっております。特に，日本にとりまして，中国は

最も重要な貿易相手国の一つであります。また，多くの日本企業も中国に進出をしておりま

して，それに伴いまして法的な紛争に対処すべき場面も増えております。 

 一方において，中国におきましては，よりよい民事訴訟法，信頼できる制度の構築を目指

して，具体的には今，民事訴訟法の改正に取りかかっておりまして，全国人民代表大会（以

下「全人代」という。）常務委員会も民事訴訟法改正を重点課題の一つとして位置付けておら

れると伺っております。 

 法務総合研究所は，JICAによります中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクトに，財団法

人国際民商事法センターとともに協力してまいりました。 

 ところで，本日は，中国から民事訴訟法の専門家お二人をお迎えしております。お一人は，
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清華大学法学院教授・張衛平先生です。もうお一方は，北京師範大学法学院教授・劉栄軍先

生であります。東京会場，大阪会場において，それぞれ御講演を頂く予定になっております。 

 本日は，張衛平先生に御講演をお願いしておりますが，先生は東京大学と一橋大学に留学

経験をお持ちでございます。そして現在，中国法学会，民事訴訟法研究会副会長を務められ

ておられまして，中国で活発な研究活動を行う傍ら，長年にわたりまして日中両国の民事訴

訟分野における架け橋として御活躍されておられます。 

 本日は，その深い学識に裏付けられた，示唆に富んだ御講演を頂けるものと確信しており

ます。 

 また，本日は，一橋大学大学院法学研究科・上原先生にもコメンテーターとして御参加い

ただいております。御案内のとおり，上原先生は，民事訴訟法の分野におきまして多くの業

績をお持ちでございまして，なおかつ現在は，先ほども申し上げました，中国に対するプロ

ジェクトの国内の支援委員会の委員長としても重責を果たしておられます。先生のコメント

を頂くことによりまして，本日の講演会が一層深みのあって実りの多いものになることと，

私は確信しているところでございます。 

 本講演会が，御列席の皆様にとりましても，また，日中両国の民事訴訟法の発展にとりま

しても，大いに意義のあるものとなることをお祈り申し上げるとともに，大いに期待申し上

げまして，私の冒頭のあいさつとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

【司会（亀卦川）】 ありがとうございました。 

 引き続きまして，国際民商事法センター理事長，原田明夫理事長からごあいさつをいたし

ます。 

 

財団法人国際民商事法センター理事長あいさつ 

原田明夫 

【原田】 ただいま御紹介いただきました国際民商事法センター理事長の原田でございます。 

 今回のこの講演会の趣旨につきましては，小貫所長からも御説明がありましたので，繰り

返すことはやめて，私が理事長をさせていただいております国際民商事法センターについて

一言お話しさせていただきたいと思います。 

 国際民商事法センターは，十数年前に設立されたもので，法務省，JICAといった国が行う

事業に対し，民間の方々，特に企業の皆様方の御支援によって基金を集め，広くアジアを中

心とする国々との間で法整備支援を行ったり，あるいは様々な民商事法分野に関する研究を

一緒にしていくという仕事をいたしております。 

 さて，申すまでもなく，民事・商事上の紛争を予防し，解決していくということは，一国

として，また，グローバルな世界としても大変重要なことであり，我が国としても，そうい

う面で諸外国，特にアジアの各国の皆様方と協力して，相互理解を深めることに努めている

わけですが，私ども団体もそういった活動を通じグローバルな発展を遂げていく様々な企業，

ビジネスの発展，ひいては文化の発展のための下支えになっていければということを念願し
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ているものでございます。 

 そういう意味で，私ども団体も，国のことだけではなくて各種のNGO，特に法律家の団体，

大学の先生方，その他のNGOの皆様方，そしてまた幅広い企業の，特に企業法務の皆様方と

一緒にこういったプログラムを推進させていただくことを念願しております。 

 この事業は，単に国だけに任せておくということではなくて，幅広いNGO，民間の方々，

法律実務家の皆様，そして学者の皆様方と一緒にこのアジアの，究極的には紛争の予防と解

決に当たることが，広い意味で文化・経済の発展につながり，また，最終的には平和で繁栄

ある地域を作り出していくということで意味があるものだと考えております。 

 話が大きくなってしまいましたけれども，私は中国との間で，特にお互いにそれぞれの国

の歴史と法律の在り方について，相互に認識を深め，協力しながら，共に手を携えて，この

地域の安定と，そしてビジネス発展のために協力していくことが大切だということを念願し

ているものでございます。 

 口幅ったいことを申し上げましたけれども，今日，講演していただく張先生は，中国はも

ちろん，日本の法制度，民事訴訟法とその実務についても大変造けいの深い先生でございま

して，民事訴訟その他の法による各種紛争の解決に努力しておられる中国政府の状況につき

まして，私どもにその問題点，現状を御説明頂けると大変期待しております。 

 今日は，先ほど申し上げましたように，法律実務家としての弁護士の皆様方以外にも，公

証人の皆様，各大学の皆様，そして企業の法務で日夜努力されている方々にも多くお集まり

いただきまして，心から感謝申し上げます。しばらくの時間でございますけれども，実りあ

るものにしていただければ，私どもの大変喜びとするところでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会（亀卦川）】 ありがとうございました。 

 それでは，講演会を始めさせていただきます。 

 張先生，どうぞ演壇の方へ，よろしくお願いいたします。 

 それでは，最後まで御清聴ください。よろしくお願い申し上げます。 

 

講  演 

「中国民事訴訟法の現状と改正課題」 

清華大学法学院教授 張 衛 平 

【張】 私は，中国の清華大学から参りました，法学院の教授をしております張衛平と申し

ます。 

 今回は，法務省法務総合研究所からの招へいを頂きまして，私と劉先生がこちらで講演で

きるように御手配くださいまして，誠にありがとうございます。 

 また，本日は，学者の皆様，弁護士の皆様，そして実務に携わっていらっしゃる皆様，私

の講演を聞きに来てくださいまして，本当にありがとうございます。 

 私は，1993年から1995年まで，東京大学及び一橋大学で勉強させていただいた経験がござ

います。たった2年間ではございましたけれども，たくさんのことを学ぶ機会を得ております。 
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 東京大学の高橋教授，一橋大学の竹下名誉教授，上原教授は，皆様私の先生です。私をこ

のように御指導くださいまして，育ててくださいまして，本当に有り難く思っております。 

 それでは，民事訴訟法の改正に関する講演を始めたいと思います。 

（次頁から，張教授の御講演に際して，演題の参考資料として配付された，張教授の中国「民

事訴訟法」の改正についての論文を掲載します。） 
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中国「民事訴訟法」の改正 

 

張衛平 * 

 

第一部 背景知識 

 

 １ 中国民事訴訟法規範 

   中国では，民事訴訟の土台となる基本的な規範には，「中華人民共和国民事訴訟法」（本

文では「民事訴訟法」と略する。現行法は1991年に制定，2007年に改正）以外に，「民法

通則」「婚姻法」｢契約法｣「物権法」など，それぞれの実体法もあり，それらにも，民事

訴訟について若干の規定が定められている。また，民事訴訟の規範には最高人民法院（日

本の最高裁判所に相当する）の各司法解釈書類もある。例えば，｛「中華人民共和国民事

訴訟法」の適用における若干の問題に関する意見｝(本文では「民訴意見」と略する)や

「民事訴訟証拠についての規定」，「人民法院貸借事件の審理についての意見」のように，

一般的な規範としての「意見」や「規定」が挙げられる。それに，2007年民事訴訟法改

正後，2008年に実施された「審判の監督問題についての解釈」や「執行問題についての

解釈」などもある。さらに，最高人民法院が具体的な事件の法律上のプロセスについて

の指示（例「行政機関による土地紛争の判決が発効した後，一方がそれを履行しない場

合，もう一方は民事権利の侵害を理由に訴訟を起こすべからざることについての指示」

1991年7月24日（90）法民字第2号）及び具体的事件がない場合の特定プロセスについて

の解釈（「一審で離婚判決が発行した後証明書を出すべきことについての通知」1991年9

月27日法(経)複（1991）5号）も中国民事訴訟法規範の中で重要な部分である。*1 

 

 ２ 中国法院（裁判所）システムとその構造 

   「中華人民共和国人民法院組織法」の規定によると，中国の法院システムは最高人民

法院，地方の各クラス人民法院及び軍事法院のような専門人民法院からできている。地

方の各クラス人民法院はまた，高級人民法院，中級人民法院，それに基層人民法院に分

かれている。人民法院は，四級二審という制度を実施する。人民法院の内部は必要に応

じて，立案廷，刑事審判廷，民事審判廷，行政審判廷，審判監督廷（専ら事件の再審を

                            
    張衛平  清華大学法学院（北京）教授  中国法学会民事訴訟法研究会副会長。 
*1 民事訴訟についておびただしい司法解釈があることに対し，これらの司法解釈は最高人民法院に幅広い

立法権を与え，実際は解釈の範囲を超えていると，学術界では批判の声も出ている。しかも，司法解釈の

中でも，間接的に法律を否定し，又はそれと衝突するような内容もある。李浩「司法解釈と民事訴訟法の

改正」「法学家」2004年第3号。 
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扱う機構）に分かれている。審判廷は廷長と副廷長を，法院は院長と副院長を設け，そ

れから各クラスの人民法院は審判委員会を設置し，民主集中制を実行している。*2審判

委員会は審判の経験をまとめ，重大事件や難しい事件，それに審判に関するその他の課

題を検討する役目を担っている。審判委員会は通常，法院院長，副院長，各廷長，それ

に一部の経験豊富な審判員からなる。 

 

 ３ 中国「民事訴訟法」の沿革 

   1949年に，中国共産党中央政府は「中華民国民事訴訟法」を含め，いわゆる「六つの

法」を廃棄することを公布した。訴訟法について，1950年に中央人民政府法制委員会は，

「中華人民共和国訴訟プロセス通則(草案)」を起草したが，実施していなかった。1951

年9月に「中華人民共和国人民法院暫定組織条例」，そして，1954年に「中華人民共和国

人民法院組織法」を公布し，民事訴訟の裁判機構や基本制度を確立させた。1956年10月

まで，中国大陸での法院による民事事件の審理は，主にこの法律が規定する基本原則や

内部規則，慣習に基づいて行われていた。そして，1956年10月には，最高人民法院は「各

級人民法院民事事件裁判手続の総括」を配布し，1949年以来の各地での民事裁判の経験

や抱える問題を系統的に総括した上，「民事事件裁判プロセス」を作成し，これによって

始めて民事裁判のプロセスが完全に整った。この時期から“文化大革命運動”の時期に

いたるまで，「民事事件裁判プロセス」は大陸で民事訴訟の基本規範となったのである。

各クラス法院の事件審理は基本的にこの規範に基づいて裁判を行う。当初，形式主義を

できるだけ避け，訴訟プロセスの複雑化に反対するという考えもあって，それゆえ，規

範制定時も，訴訟プロセスの簡略化を図る傾向が見えた。その結果，「民事事件裁判プロ

セス」の中で，民事訴訟プロセスに関する規範は非常に簡単で，実際の訴訟プロセスに

はかなりの柔軟性を与えた。*3 

   前世紀60年代半ばから始まった“文化大革命運動”は，司法による紛争解決という司

法機関の働きを完全に否定し，司法機関を麻ひ状態に陥れた。ようやくそれが終わって，

司法機関も回復し，司法裁判も再び重要視された。1979年9月に，「民事訴訟法」起草グ

ループが発足し，「民事訴訟法」の起草活動を始めた。1982年3月8日に，第五回全人代常

務委員会第二十二次会議では，「中華人民共和国民事訴訟法(試行)」を通し，1982年10

月1日から正式に試行することになった。この法案は1949年以来中国大陸初の民事訴訟法

法典である。また，試行という形をとったのは，当時中国大陸では社会関係の変化が激

しく，このような短期間の施行を通じて，後ほど「民事訴訟法」の正式制定のために経

験を積み，基礎を作ることができるからである。この法典は主に前世紀30年代以来の中

国の訴訟慣習や裁判方式を取り入れたが，ソ連の民事訴訟制度にも学んだ。*4 

                            
*2 ここで言う「民主集中制」とは会議で案を決議するときの形，すなわち，各委員に見解を自由に発表し

てもらい，討議してから院長に決定してもらうという形である。 
*3 柴発邦編集：「民事訴訟法講義」，法律出版社，1983年版，ページ45。 
*4 柴発邦編集：「中国民事訴訟法学」，中国人民公安大学出版社，1992年版，ページ42，43。 
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   この時，民事訴訟プロセスをできるだけ簡略化させるとの考えが「民事訴訟法(試行)」

の制定に大きな影響を及ぼし，「民事訴訟法(試行)」には205箇条しかなかった。「民事訴

訟法(試行)」は5編，23章に分かれて，そして，構成上は三つの部分に大別される。第一

部分は“全局面”的な規制，いわば“総則“である。第二部分は裁判プロセスで，一審，

二審及び再審プロセスを含める。第三部分は試行プロセスである。 

   「民事訴訟法(試行)」が制定されたのは改革開放の初期であり，その時中国大陸での

社会経済生活の目覚しい変化に伴い，大量の経済紛争も起こった。それが，民事訴訟の

プロセスにいろいろな新しい問題を与え，「民事訴訟法(試行)」もだんだん適応しなくな

るようになった。そこで，前世紀80年代末，全人代法制工作委員会は正式な「民事訴訟

法」を起草し始め，1991年に「中国人民共和国民事訴訟法(試行)」改正草案を提出し，

第七回全人代第四次会議で通過させた。「中華人民共和国民事訴訟法」と呼ばれるこの法

は，現行の民事訴訟法法典となる。「民事訴訟法(試行)」に比べると，この法は内容の量

が増え，延べ29章，270条に分かれる。手続について，督促手続，公示催告手続，破綻返

済手続などを加え，その他の具体的な制度についても「民事訴訟法(試行)」より緻密で

完全である。「民事訴訟法」は大陸法系の国や地域の民事訴訟制度に学び，また応用した。 

   1991年｢民事訴訟法｣の実施は，中国大陸の民事訴訟の発展や完全性のために重要な役

割を果たしたが，まだ民事紛争解決の要求に適応できないことが数多くあった。中国最

高人民法院は「民事訴訟法」の不足を補おうとして，大量な司法解釈を制定したものの，

司法解釈にも限界があり，すべての不足を克服することができないので，｢民事訴訟法｣

の改正を日程表に組み込んだ。全人代法制工作委員会が「民事訴訟法」の改正方針を固

めてから(2003年)，その改正は民事訴訟法法学界や実務界の間で大きな話題となり，「民

事訴訟法改正提案書」を提出した学者もいる。2007年に全人代常務委員会は「民事訴訟

法改正草案」を通過させ，改正の重点を裁判監督手続（再審）と執行制度に置いた。改

正された新しい「民事訴訟法」は2008年4月から実施されることになった。 

   中国の「民事訴訟法」は2007年の改正を経たが，学界では，今後もまた全面的に改正

する必要があるという声が出ている。本レポートは，中国民事訴訟法の改正内容につい

て，主に学界の議論，特に二部の改正意見書に基づいて整理したものである。*5 

 

 ４ 民事訴訟法改正の基本指導案 

   民事訴訟法改正についての学界の議論からしてみると，大陸法系国家や地域の民事訴

訟制度に学ぶ傾向がある。日本，ドイツ，それに台湾地区の民事訴訟制度は依然として，

主要な対象となる。そして，まず考慮に入れたのは立法技術，法律思惟と司法方法の歴

史的な繋がり及び司法操作慣習における類似点である。もちろん，英米法系の国からは，

ここ数年，経済や文化の影響を受けるとともに（大学の外国教育でも英語教育），それら

                            
*5 江偉編集：「中華人民共和国民事訴訟法改正提案書（第三書）及び立法理由」，人民法院出版社2005年。

張衛平編集：「中華人民共和国民事訴訟法改正提案書及び解釈」，法律出版社による出版の見込み。二部

とも中華人民共和国司法部2003年重点課題である。 
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の国の一部の制度も民事訴訟法改正に影響を与えている。 

   案の練り直しについて，民事訴訟における法院の職権を更に弱化し，当事者の主導的

地位を強化するべきだと主張する学者がいる。例えば，証拠調べや自発的な再審手続の

発動，第三者の訴訟への強制参加などにおける法院の職権*6である。その一方，少ない

ながら，法院のこれらの職権を残すべきだと主張する学者もいる。その理由には，中国

の独特な国情ということがある。例えば，経済発展，文化水準，法律知識の普及におけ

る差異と不均衡，それに伝統意識などである。*7 

 

第二部 具体的な改正措置 

 

 １ 執行制度について 

   学界では，民事執行制度を現行の「民事訴訟法」から切り離して，単行法にするべき

だということでほぼ一致した。これは，民事訴訟関係を調整する民事訴訟法規範と執行

関係を調整する執行法規範とは性質の異なったもので，そして両者を分立した方が執行

中の各問題を詳しく規制するのに役立つからである（これまでに完成した民事訴訟法改

正提案書は，二部とも分離の形をとっている*8）。2008年民事訴訟法改正のもう一つの重

点は執行制度の部分ではあるが，学者たちは民事執行制度の改正はまだ徹底せず，数多

くの問題を単独立法によって解決する必要があると考える。*9  

   執行文の執行は法院によって行われるべきかどうかについて，中国の学界では議論が

絶えない。一方，一部の学者は司法権の性質や英米法の法例から，執行権を法院から特

定の行政機関に引き渡すべきだと主張する。もう一方，法院が執行権を有することは妥

当だという意見を持っている学者もいる。彼らは，大陸系国の執行体制や経験から見る

と問題なく，中国“執行難”の本当の原因は法院の執行権行使ではないと主張する。紙

幅が限られているので，本レポートでは執行制度改正の詳細には及ばないことにする。 

 

 ２ 審級制度について 

   二審終審制（二審を終審とする制度）は，二審で法律適用の統一性を実現することに

は限界を定める。また，中国では，“四級”という法院システムを実施し，民事事件の第

                            
*6 張衛平：「体制転換：民事訴訟法改正の基本作業」，「法学家」2004年第3号。 
*7 常怡：「人権を背景に，民訴法改正への提案」，「法学家」2004年第3期。 
*8 楊栄馨：「審執分立--民事訴訟法の改正に必要な行動」，「法学家」2004年第3号。 
*9 執行制度の改正について主に以下のように幾つかの部分になっている。1，当事者，利害関係人異議制度

を加えた。すなわち当事者，利害関係人は執行行為が違法だと見る場合，人民法院に異議を申し立てられ

る。人民法院は異議が立ってから15日以内に審査すべきである。そして理由が成立したら，取消しや変更

を裁定し，逆に成立しないなら却下を裁定する。さらに，当事者や利害関係人が不服を申し立てる場合，

裁定送達の日から10日以内に一級上の人民法院に再審を申し込むことができる。2，第三者異議制度を加え

た。すなわち，第三者が執行目的物に対して異議があり，かつそれが元判決や裁定に無関係なら，裁定送

達の日から15日以内に人民法院へ提訴できる。3，執行申請期限を延ばし，かつての“申請人，つまり法人

が6か月”を“法人も自然人も2年間”へ執行申請期限を延ばし，そして時限中止，中断の規則も適応させ

るようにした。4，有効な執行を強化するための措置をとった。例えば，義務不履行財産報告制度である。 
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一審が基層法院で行われるケースは圧倒的に多い。この場合，中級法院が終審法院とな

り，法律適用の不統一は避けては通れない。より高度な法律適用の統一性を実現するた

め，審級制度を改革し，条件付での三審終審制を設置することは考えなければならない。

そうしたら，裁判の質を向上させるだけでなく，法律適用の統一性の実現にもメリット

である。しかし，全部の事件審理を三審終審とするなら，訴訟や審理のコストが大幅に

かさんでしまうので，審級制度の再構築に当たって，各要素のバランスを考慮に入れな

ければならない。例えば，金額の少ない経済紛争事件や簡単な非訟事件に対して，一審

終審制を実施し，逆に金額が大きく，また法律問題にかかわる事件に対して三審終審制

を実施する。その他の事件は二審終審制とする。このように，救済権の大きさと救済手

段のコストとの調和にも配慮するし，事実審，法律審と多数審理の間の効率問題も考え

に入れた。*10 

 

 ３ 管轄制度について 

   現に司法の場で，ある程度の地方保護主義が存在するため，当事者の間では管轄につ

いての論争は格別に多く，管轄問題も社会から注目されている。管轄制度における改正

は主に以下のようになる。 

  (1) 専属管轄の面では，我が国の専属管轄制度を新しく設置した。 

    ア 不動産物権紛争で提訴した場合，これは不動産の所在地にある人民法院の管轄に

属する。 

    イ 不動産債権紛争や，港作業紛争及び財産相続紛争で提訴した場合，専属管轄のう

ちには入れず，特別地域管轄とする。 

    ウ 環境侵害事件の場合，公共利益にかかわることが多いので，「ドイツ民事訴訟法」

第32条（1）に照らして，侵害行為地が管轄することとする。 

    エ 会社や共同企業体の訴訟は，当事者以外の人の利益に及ぶことがあるので，それ

も専属管轄とする。 

  (2) 協議管轄の面では，現行法の規定によると，国内民事訴訟事件のうち，協議管轄が

適応できるのは契約事件のみで，しかも協議法院の選択は以下のいずれかでなければ

ならない。つまり，当事者所在地の法院，契約履行地の法院，契約締結地の法院ある

いは目的物所在地の法院である。これに対して，当事者による管轄法院の協議選択を

契約事件からすべての財産紛争事件に広げ，また選択可能な法院を範囲上制限しない

ようにと，学者から意見が出されている。 

  (3) 管轄異議の面では，学者の改正提案によると，被告は答弁書を提出する間に管轄権

に対する異議を申し立てることができる。ただし，原告が訴訟請求を変更することに

よって答弁時期を変える場合は除外する。また，改正提案書には但し書きを加えた。

そして，学者たちは，当事者が定められた期限内に異議を申し立てないと自ら管轄権

                            
*10 斉樹傑：「我が国三審終審制の構造についての基本的考え」，「法学家」2004年第3号；張衛平：「民

事訴訟における法律審の機能と構造」，「法学研究」2005年第3号。 
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異議を放棄するとされる，ということをはっきり規定する必要があると提案した。 

  (4) 管轄規定違反の法的結果について，現行法では管轄規定違反の法的結果をはっきり

とさせず，たとえ規定に違反したところで直すことも救済することもできない。この

ことに対し，学者は，級別管轄と専属管轄に違反すること自体が上訴，又は再審の理

由になると提案する。一方，専属管轄違反のみが再審の理由になると主張する学者も

いる。いずれも，現行法でその種類についての制限がないので，当事者が一審での管

轄異議の裁定に不服なら，上級の法院へ上訴できる。なお，再審に関する司法解釈の

規定によると，専属管轄と専門管轄*11に違反する場合再審できるとのことである。 

 

 ４ 民事訴訟の基本原則について 

   中国「民事訴訟法」の立法上の特性として，若干の基本原則について明確な規定があ

るということが挙げられる。中国「民事訴訟法」第一章（任務，適応範囲及び基本原則）

を例にとれば，本章の内容は通常，任務や適応範囲の規定以外なら，すべて民事訴訟法

の基本原則とされる。このように，基本原則の数は十項目以上に達しており，例えば，

人民法院による民事審判権の行使原則，独立審判原則，民事検察監督原則，二審終審原

則，公開原則，民族言語と文字の使用原則，起訴支持原則などが挙げられる。いわゆる

原則体系はこれらの原則からできている。*12今の学者は普通，民事訴訟にとって，基本

的な指導思想という働きを果たすような規範を民事訴訟の基本原則とすべきだという考

えを持っている。例として，弁論原則，処分原則，誠実信用原則，平等原則など，基本

原則として成り立つ（一部の学者は，“手続本位原則”“公益訴訟原則”を規定し，“訴訟

調停原則”を残すべきだと指摘する）。*13さらに，民事訴訟法の基本原則を条文の形で書

き並べる必要はないという意見もある。基本原則とは，あくまでも指導思想や学理上の

総括のようなものである。*14 

   大陸では，現行の民事訴訟法の欠陥として，弁論原則がなく，また処分原則があって

も不十分だということが学者に指摘される。法院と当事者に真の拘束力がある弁論原則

を築き上げ，処分原則をより一層充実させることは大切である。現行の「民事訴訟法」

第12条（すなわち，人民法院による民事事件の審理に当たって，当事者は弁論する権利

を有すること）は，中国で“弁論原則”とも呼ぶが，それは実は民事訴訟における当事

者の陳述弁論の権利についての規定にすぎない。*15 

   また，彼らは大陸法系国の民事訴訟弁論原則や弁論主義を取り入れることを以下のよ

うに主張する。 

                            
*11 いわゆる“専門管轄”とは，一部の専門法院が管轄する事件，例えば，海事紛争事件は海事法院の管轄

に専属する事件である。ただ，学者の間では専門管轄も実際専属管轄に属するという意見がある。 
*12 柴発邦編集：「民事訴訟法学」，法律出版社，1987年，ページ65-100。常怡編集：「民事訴訟法学」，

1994年，ページ31-45。 
*13 江偉：「民事訴訟法略論」，「法学家」，2004年第3号。 
*14 陈桂明： 
*15 張衛平：「我が国民事訴訟弁論原則の再論」，「法学研究」（北京），1996年第6号。 
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  (1) 法律効力の発生あるいは消滅を直接に決めるような事実は，当事者が弁論に持ち出

さなければならず，そうしないと裁判の証拠にはならない。 

  (2) 当事者の片側が提出した事実について，相手側から異議がなければ，法院はそれを

も裁判の証拠にするべきである。 

  (3) 法院による事件証拠の取調べは，弁論中当事者双方から出された証拠に限るべきで

ある。 

     しかし，現行の「民事訴訟法」は法院に幅広い職権関与の権利を与えている。これ

と同じく，処分原則を徹底させることも重要である。発動プロセスや主張の提出，そ

の他のプロセスや事項処理において，当事者の意思をより大切にするべきである。例

えば，当事者が訴訟を取り消す場合，法院に審査し承認してもらう必要はないことは

その例といえる。弁論原則の構築と処分原則の徹底は中国民事訴訟システムの変容を

象徴し，民事訴訟を職権主導型訴訟システムから当事者主導型訴訟システムへ転換す

る基本作業であると，指摘する学者までいる。*16 

 

 ５ 起訴制度について 

   中国大陸では，民事訴訟において“起訴難”という独特な社会現象が存在する。*17“起

訴難”の実質は法院の受理難である。これに対し，学者は，この問題の実質は，制度設

計時に実体判決要件を起訴条件や訴訟開始条件と同列に扱ったことにあると分析する。*18 

   実体判決要件の審理はもともと訴訟開始後のプロセスにおいて行われるべきであるが，

現行制度ではそれを訴訟開始の前に置いている。結局，実体判決要件の審理は“訴訟前

手続”となり，理論と制度との混乱や矛盾を招いた。それなので，改革が必要になる。

まず，起訴条件と実体判決要件を切り離して，起訴制度を改革し，起訴と訴訟開始の“低

階化”を果たし，実体判決要件の審理を訴訟手続に入れるべきである。そして，構造上，

審理の“二次元複式構造”，つまり，実体判決要件の審理と実態争議審理の並行モードを

構築する。また，民事訴訟制度を整える際，実体判決要件の制度化にも注意を払い，各

関連制度においてそれを合理的に設置するべきである。さらに，改革と同時に，法院の

審判機構も適切に調整すべきである。具体的に言うと，立案廷や告訴・上訴裁判廷を廃

止し，現行の“立審分立”原則を取り消すという提案がある。*19しかし，これに反して，

“起訴難”は中国司法体制の性格にかかわり，過渡期にはやはり立案への厳重な審査を

維持し，比較的高い訴訟条件を保つべきだという意見もある。 

                            
*16 張衛平：「体制の転換――民訴法改正の基本作業」，「法学家」2003年第5号。 
*17 中国の司法において，“三難”という言い方がある。つまり，“起訴難”，“再審難（上訴難）”それ

に“執行難”。よくマスコミに使用されるこれらの言葉は，社会に広く注目される。 
*18 現行の「民事訴訟法」第108条の規定によると，当事者の起訴は以下の条件に該当しなければならない。

（一）原告は事件と直接利害関係のある公民，法人あるいはその他の組織である；（二）明確な被告があ

る；（三）具体的な訴訟請求と事実，理由がある；（四）人民法院の民事訴訟受理範囲に属し，また受理

する人民法院の管轄にも属する。上述の各条件以外，“一事再理せず”という原則に違反してはならない

ことや，そして法院の審判を排する仲裁協議がないことなども起訴の条件と認められる。 
*19 張衛平：「起訴条件と実体判決要件」，「法学研究」2004年第6号。 
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 ６ 共同訴訟制度について 

  (1) 共同訴訟制度の種類 

     共同訴訟の基本分類について，改正提案書は現行法に従い，必要的共同訴訟と通常

共同訴訟に分ける。改正された条文には，前者について，「当事者の一方又は双方が

二人以上いる訴訟形態で，しかも訴訟目的物である権利又は義務が同一で，あるいは

同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合を共同訴訟という」と記載する。同一の

権利又は義務であるかどうかは，民事実態法の規定に即して判断すべきである。例え

ば，共有者，共同相続人，連帯債権者，連帯債務人の一同が訴え又は訴えられたとき，

同一権利又は義務を有するといえる。当事者の一方又は双方が二人以上で，その訴訟

目的物は同一の事実上及び法律上の原因に基づくとは，すなわち複数の人が同一の事

実上及び法律上の原因で，権利又は義務を共有することをいう。例えば，多数の人が

貸借契約を締結する場合や同じ事件で怪我をした二人が損害賠償を求め，共同起訴す

る場合などである。*20 

     これに対して，通常共同訴訟につき「当事者の一方又は双方が二人以上いる訴訟形

態で，しかも訴訟目的物は同種であって，事実上及び法律上同種の原因に基づき，併

合審理として人民法院及び当事者の承諾を得た場合，共同訴訟として成り立つ」と記

載する。そのほか，理論上のいわゆる類似必要的共同訴訟も学界に認められ，司法解

釈の中でもそれに関する規定がある。例えば，保証についての訴訟などである。 

  (2) 必要的共同訴訟人の相互関係について 

     必要的共同訴訟人の相互関係について，現行の「民事訴訟法」第53条2項は，共同

訴訟人の協議一致原則を採用し，共同訴訟人のうち，一人の行為がその他の共同訴訟

人に認められると，ほかの共同訴訟人にも効力を発すると定めている。ただし，一人

の共同訴訟人が一つの行為をするごとに，ほかすべての共同訴訟人から承諾を得なけ

れば，全体への効力はないので，これはややこしい手続となる。仮に，そのうちの一

人又は一部の人が認めないなら，判決はなかなか統一しかねる。必要的共同訴訟の訴

訟目的物には合一確定が要求されるから，矛盾した判決や訴訟不一致を防ぐため，必

要的共同訴訟の関係について当法では三つの面にわたり規定することになる。 

     第一，必要的共同訴訟人の間で，「ほかの共同訴訟人に有利かどうか」を基準に，

必要的共同訴訟人行為の効力を判断する。すなわち，そのうち一人の訴訟行為が全体

に有利ならば，全体の共同訴訟人に対して効力を発する。逆に不利ならば，共同訴訟

人全体の利益を保護するため，効力が生じないことになる。例えば，共同訴訟人の一

人が有利な事実主張を提出すれば，たとえほかの人が提出しなくとも，すべての共同

訴訟人からはそれを提出すると見なされる。逆に，共同訴訟人の一人が自認したり，

訴訟請求を放棄したり，訴訟欠缺請求を取り消したりするようなことをしても，ほか

の共同訴訟人はそのようなことをしなければ，全体への効力はない。もちろん，ここ

                            
*20 連帯債務，債権の場合は通常共同訴訟の方が適切だと主張する学者もいる。 



18 

では共同訴訟人の行為が一致しないときのことをいう。仮に一致した行為ならば，法

院がその行為を判決の基準にするべきことはいうまでもない。 

     第二，相手側の当事者が共同訴訟人の一人に対して訴訟行為を施す場合，有利不利

のいかんによらず，その効力は共同訴訟人の全体に及ぶ。例えば，相手側当事者は共

同訴訟人の一人に対して訴訟請求を放棄したり，上訴を求めたりする場合，すべての

共同訴訟人に対して訴訟請求を放棄し，又は上訴を求めると見なされる。そうでなけ

れば，共同訴訟人全体にとって訴訟目的物の合一確定が確保しかねる。 

     第三，共同訴訟人のうち，一人に訴訟停止の理由がある場合，訴訟停止の効力は共

同訴訟人の全体にも及ぶ。必要的共同訴訟について，訴訟手続の無駄を防ぎ，また共

同訴訟人全体にとっての合一確定の判決を確保するため，一部の共同訴訟人の裁判を

先行するわけにはいかない。つまり，一人が訴訟の中止や審理の延期など訴訟を停止

すれば，すべての訴訟は停止することになる。 

     この改正提案について，有利か不利かという判断は難しいので，協議一致原則をそ

のまま残した方がいいと主張する学者もいる。 

  (3) 必要的共同訴訟人の追加について 

     必要的共同訴訟人の追加について，現行の「民事訴訟法」第119条には，訴訟参加

の知らせは法院から追加人に送達すべきであると記載され，更に最高人民法院「民訴

意見」第57，58条にも，当事者が法院に共同原告の追加を申し込む際のやり方につい

て補充規定が書かれている。しかし，法院が職権によって共同訴訟人を追加するよう

なやり方は職権主義の色が濃厚で，目下訴訟理念が当事者主義に転換しつつある中，

それはまさに時代に逆行している。それに不合理なところも多少ある。そのようなこ

とから，必要的共同訴訟人の追加について改正があった。 

     第一，必要的共同訴訟人の追加は訴訟目的物が共同訴訟人全員にとって合一確定で，

共同訴訟を行うべき場合に限る。換言すれば，固有必要的共同訴訟の場合に限る。類

似必要的共同訴訟について，共同訴訟人全員が一緒に訴え又は訴えられることがなく

ても当事者が適格なので，追加問題が存在しない。 

     第二，必要的共同訴訟人の追加には，原告の追加と被告の追加があり，いずれも当

事者の申請を必要とする。すなわち，法院が当事者の申請に応じて追加を行うべきで

あり，職権によって自ら追加してはいけない。 

 

 ７ 第三者制度について 

   現行の民事訴訟法第56条の規定によると，当事者双方の訴訟目的物について，第三者

は自分に独立請求権があるとみる場合，提訴する権利があるということである。当事者

双方の訴訟目的物について，第三者には独立請求権がないとしても，事件審理の結果が

法律上それと利害関係がある場合，訴訟参加の申請ができる。あるいは人民法院の通知

により参加する。人民法院に民事責任を負うと判決された第三者は当事者の訴訟権利と

義務を有する。これは第三者制度の法的根拠である。 
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   第三者制度に対しては，不合理なところが多く，改正する必要があると学者たちは合

意に達した。改正案として，一つの意見は，独立請求権のある第三者と独立請求権のな

い第三者という分類方法及び概念を廃止し，現行の法律制度と司法の実践に基づいて，

大陸法系と英米法系それぞれの関連制度に学び，第三者制度を全体的に再構築し，権利

参加第三者，義務参加第三者及び補助参加者と，三つの形を含ませるということである。 

   第三者制度自体は統一の有機体であり，特に我が国においては法律上も理論上も二種

類の第三者を一緒に規定し，論述するという昔からの習慣があるので，独立請求権のあ

る第三者とそれのない第三者を対立した概念，制度範ちゅうにさせてきた。 

   それゆえ，制度の再構築に当たって，全面的に検討しなければ，二つの制度の間でず

れや不一致を招く嫌いがある。制度を全面的に構築するには，各種の訴訟第三者のタイ

プ及び呼称における統一性を考慮に入れなければならない。 

   「民事訴訟法」は，本訴争議の訴訟目的物に対する独立請求権の有無によって，第三

者を独立請求権のある第三者と独立請求権のない第三者に分ける。そのやり方と呼称は

余り科学的だとはいえない。まず，本訴争議の訴訟目的物に対する“独立請求権”の有

無を第三者分類の基本根拠とするということは，請求権本来の意味とは一致せず，正確

とはいえない。請求権とは，実際は第三者が他人間の訴訟目的物（物又は権利）に対す

る権利の主張あるいは請求の提出である。また，第三者が本訴目的物に対して実際権利

があるかどうかは，法院の審理を経て，確実な判決が下ってからでないと，判断できな

い。そのため，独立請求権の有無を第三者分類の基準にするのは，妥当ではない。そし

て，“独立請求権のある第三者”という言い方は“第三者は真の権利者”という意味も含

め，誤解を招きかねない。 

   さらに，第三者制度の改革，構築提案は，独立請求権のない第三者制度の設計上の内

在矛盾をねらうもので，既存の独立請求権のない第三者を解体し，二種類の違うタイプ

の第三者に分けるので，第三者の分類は実は三種類となる。このことから，“独立請求権

のある第三者”と“独立請求権のない第三者”という対立した概念を残し続けることは

できないことになる。というのは，独立請求権のある第三者とそれのない第三者という

分類方法に従うと，論理的にはほかのタイプの第三者を許すことはできないからである。*21 

   なお，もう一つの意見は，独立請求権のある第三者とそれのない第三者という区別を

残しておき，そして後者を他人の訴訟を補助するにとどめる，ということである。現行

制度で参加を強制された独立請求権のない第三者は，“第三方被告”と呼び替え，アメリ

カの第三者強制導入制度のようなものにする。*22 

   訴訟告知制度の設置について，ほとんどの学者は賛成するが，一部の学者は義務参加

型第三者制度が既に確立した状況で，訴訟告知制度の強制機能は義務参加型第三者制度

に含まれ，制度としての価値は大幅に減ると主張する。しかし，訴訟告知が第三者に訴

訟に参加し，自らの利益を守る機会を与えられるのは確かである。そのため，訴訟告知

                            
*21 張衛平編集：「中華人民共和国民事訴訟法改正提案書及び解釈」。 
*22 江偉編集：「中華人民共和国民事訴訟法改正提案書及び立法理由」，法律出版社，2008年版，83ページ。 
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制度を捨てるとともに（主に訴訟告知の結果を捨てる），訴訟告知という形を残し，当事

者から利害関係のある第三者へ訴訟の進み具合を告知することは認められる。だが，こ

のような訴訟告知は第三者に保障を与える手段に過ぎず，事実通知行為でこそあれ，第

三者の訴訟への強制参加ではない。告知された第三者は訴訟参加を求めない場合，本訴

の判決に束縛されない。 

 

 ８ 再審制度について 

   現行の審判監督制度を改正し，再審の訴え制を設置するのは学界での基本的な考えで

ある。現行の再審制度は審判監督権と検察監督権を基にして，このように権力に基づい

た審判監督プロセスは民事訴訟の特性や基本原則（弁論原則，処分原則及び当事者訴訟

地位平等原則），それに民事訴訟の一般的原理とは統合していないので，再審制度と民事

訴訟の基本原理原則との間で緊迫感と衝突が生じる。現行の再審制度を運営する時に起

こった若干の問題は，そのほとんどはこの緊迫感との衝突から生まれた。*23再審制度の

基礎を再審の訴え権に置き換え，訴えの原理に基づいて再審の訴えを構築するべきであ

る。このような置き換えと再構築は民事訴訟の特性にも合うし，その基本的原理原則の

要求にも応ずる。この構想によれば，一般民事事件に対する終審判決，自発的に再審す

るとの裁定における法院の職権及び検察院がそれに対する「抗訴*24」の権利を廃止する

見込みである。要するに，当事者が再審の訴えを求めなければ，再審プロセスは開始で

きない。*25 

   このたび，民事訴訟法改正の一つの重点は審判監督手続である。さらに，その改正は

主に二つの面に重点を置いた。第一，再審の申請手続を整え，それをより公に，合理的

にすることである。再審の審査法院，再審の申請及び審査手続と審査期限を明らかにし

た。第二，再審事由を修正して補充することである。既存の再審事由を大幅に増やし，

15項目に拡充した。ところが，再審制度は修正されたものの，法院が職権によって再審

を発動するような行為は依然として残っているし，本案再審の手続について具体的な定

まりがないので，更なる修正が必要だという学者の意見は少なくない。例えば，本案再

審における審問制度は取り消すべきである。*26 

   学理からすれば，再審手続は一種の非常プロセスである。裁判の安定性に影響がある

ため，再審の適用は制限すべきだが，中国ではいろいろな原因*27で再審への求めが強く，

                            
*23 周世虹：「民事再審制度改革の構想」，「中国弁護士」，2001年12号。孫華璞：「民事審判監督プロセ

スの改革」，「人民法院報」，2001年5月7日。 
*24 「抗訴」とは，人民検察院が人民法院に対して行う訴訟行為の形式であり，上訴と職権による再審の申

立ての二つを含む。 
*25 張衛平：「再審制度――基礎の置換えと構築」，2003年「中国法学」1号。李浩：「民事再審プロセス

改造論」，「法学研究」，2000年5号。 
*26 審問制度とは，本案再審における再審事件は一審で終了した事件とはいえ，再審において上級法院は事

件の直接再審ができ，手続上一審プロセスに従わず，二審プロセスに従って審理するということである。

その判決を終審判決とする。 
*27 例えば，二審終審，絶対的真実の概念，司法権威の欠如，司法の腐敗が存する，法律の安定性不足など。 
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ほかの国に比べるとその適用はずっと頻繁である。このような現実は再審制度の改正に

大きな影響を及ぼす。再審事由をいかに定めるかは，再審プロセスの適用と密接な関係

を持つ。 

   民事訴訟に対する検察機関の検査監督権について，現行の民事訴訟法は発効した判決

及び裁定に対して「抗訴」する権利を検察機関に与える。「抗訴」を提起したら，法院は

事件の再審を行わなければならない。発効した判決及び裁定に対する検察機関の「抗訴」，

そしてその結果としての再審を行うべきかどうかについて，ほとんどの学者は，状況で

区別する必要があると考える。例えば，公益訴訟，人事訴訟及び国有資産流失に関する

訴訟など，その発効した判決，裁定が再審事由に該当すると見なされる場合，検察機関

は法院へ「抗訴」できる。逆に普通の民事訴訟なら，検察機関による「抗訴」はできな

い。しかし，司法の腐敗が深刻な問題となる中，取締りや監督をより一層強化するため，

検察機関はもっと幅広く「抗訴」権を行使すべきだという意見もある。*28 

 

 ９ 人事訴訟と普通民事訴訟の分立について 

   大陸法系の慣習によると，身分関係に関する訴訟を“人事訴訟”と呼ぶ。大陸法系民

事訴訟と私法の理論では，身分関係に関する事件は契約，権利の侵害のような財産権利

義務事件と異なる。身分関係の争議は民事権利と関連するが，両者は密接に関係するの

で，身分関係における権利は自由に処分できない。例えば，養子縁組の場合，当事者の

間の自由協議によって成り立つことはできない。なぜかというと，養子は18歳未満の未

成年者でなければならない，18歳になった者はたとえ本人が認めても養親子関係にはな

れないという法律の定まりがあるからだ。人事訴訟事件は主に婚姻関係事件（離婚事件，

婚姻無効確認事件など），養子縁組事件（養親子関係解消事件，養子縁組有効又は無効の

確認事件），親子関係事件などからなる。これらの事件の当事者は，実体法における権利

処分を制限されるため，訴訟においても当事者の訴訟権利の処分は相対的に制限される

べきである。*29 

   中国大陸での民事訴訟は，実際に拘束力のある弁論原則と徹底した処分原則がないだ

けに，人事訴訟か普通の民事訴訟か，その差異もさほど重要視されていなかった。こう

して民事訴訟制度の具体的規定でも人事訴訟と普通民事訴訟との質的差異は見逃された。*30

そのほか，当時の人々は立法意識において“簡略化論”の見方が強く，民事プロセスや

権利義務の細分化を重要視していなかった。人事事件はプロセス上の特別性があるとし

ても単独立法によって規定されることはなく，しかも一部の特別規定は実体法に既に書

                            
*28 陳桂明：「民事検察監督の存廃，位置づけと方式」，「法学家」2006年第4号。 
*29 このような訴訟においては自認制度は適しない。つまり，相手側当事者が認めたからといって主張側当

事者の証明責任を免除することはできない。また養親子関係の紛争を例にする。養親側は養子が18歳未満

であることを主張し，相手にもこの主張を認めてもらったとしても，養親側は養子が18歳未満という事実

を証明できなければ，この主張は成立できない。 
*30 最高人民法院は「民事訴訟証拠の若干問題に関する規定」（2002年12月）を制定するときに，既に両者

の区別に気づいたので，当規定で身分事件における自認制度の使用を制限した。 
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いてあった。例えば，離婚事件の調停。要するに，中国大陸で民事訴訟体制の変革は必

然的なトレンドだと言える。*31まず，普通の民事訴訟において真の処分原則と弁論原則

を築き上げることは必要的で，必須なことである。そうすると，普通民事訴訟と人事訴

訟の差異もはっきりと見えてくる。そして，二種類の訴訟に適した基本原則が違い，ま

た人事訴訟プロセスにはいろいろな特殊性があるので（例えば管轄，当事者，証拠の提

出，裁判官の調べ，検察官の参与など），「人事訴訟法」の単独制定は必要である。 

 

 10 少額訴訟プロセスの制定について 

   訴訟の効率を高めることはずっと訴訟制度構築の目標の一つである。特に中国大陸の

一部の地域では既に“訴訟ブーム”の到来を迎え，“遅れた正義”をいかに守るべきかが，

社会と理論界の注目を集めている。*32訴訟効率は世界的に話題となり，大陸法系の国と

地域は前世紀70，80年代から訴訟簡易化制度の改正を始め，イギリスやオーストラリア，

アメリカのような英米法系の国と地域も訴訟効率をめぐって司法改革を行った。 

   このような背景で，中国大陸でも少額訴訟プロセスは制度の構築として提出された。

その基本的指導思想は，救済権の多少と救済プロセスの複雑さと正比例するということ

である。つまり，財産紛争の目的物が少額である事件について，より簡単なプロセスを

応用すべきである。こうして，複雑な手続よりも訴訟効率が自然に上がるわけである。

中国大陸の「民事訴訟法」は“簡易手続”を設置することでそれを実現し，すなわち紛

争の目的物の金額が少なく，比較的に簡単な事件について簡易プロセスを応用する。簡

易手続は普通プロセスの簡略化であり，起訴，立案，審理，送達など各方面において簡

略化を図る方針である。 

   しかし，我が国の簡易手続の一番大きな問題は，簡略化しても，二審終審制は依然と

して用いられるので訴訟効率が上がらないということにある。そこで，「民事訴訟法」の

改正において訴訟効率メカニズムを，特にプロセス簡略化の面を更に整えることで，人々

は合意に達した。訴訟の簡略化において，簡易プロセスを残した上で独立した少額訴訟

プロセスを作ると主張する学者もいる。そのような主張は民事紛争を解決するためのプ

ロセスを更に細分化することを目指す。 

   すなわち民事訴訟プロセスを普通プロセス，簡易プロセス及び少額訴訟プロセスとい

う三つの層に分ける。*33細分化のメリットはより明確な方向性，そして訴訟効率とプロ

セスの正義との関係をよりうまく扱うことにある。少額訴訟プロセスにおいて，プロセ

ス権利の制限によってより理想的な訴訟効率を求める。例えば，少額訴訟プロセスでは

被告人は反訴してはいけない，審理はその場に限る，当事者は上訴してはいけないなど

の規定がある。こうして，少額プロセスは簡易プロセスよりも簡略化するようになる。

そして，両者間の差異を示すために，簡易手続において上訴権をそのまま残すことにす

                            
*31 張衛平：「体制転換――民事訴訟法改正の基本作業」，「法学家」2004年第5号。 
*32 範喩：「少額訴訟研究」を参照，「中国社会科学」に掲載，2001年第3号。 
*33 章武生：「簡易プロセス研究」，人民大学出版社，2002年。166-170ページ。 
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る。*34理論上このような細分化は問題ないが，三つのプロセスが適した範囲の区分や，

金額の数量上の区分及びその他の質的問題などは主要な問題である。 

 

 11 訴訟費用制度の改正について 

   訴訟費用について，現行の「民事訴訟法」は章を立てて（第十一章）記載するが，そ

の章の規定は一箇条しかない（第107条）。しかも，それは訴訟費用についての原則的な

規定であり，最高人民法院による関連司法解釈の制定にそれなりの法的根拠を与えるた

めに存在するものである。具体的な訴訟費用の規範は，最高人民法院が制定された「訴

訟費用徴収準則」である。しかし，法院自身が訴訟費用の規範を制定することの正当性

について疑問も湧いてきた。法院が費用を取る主体なので，当然その行為も自らの利益

にかかわり，公共選択学派の理論によれば法院も必ず自己利益の最大化を図るはずであ

る。*35 

   そのほか，現行の訴訟費用制度の具体的内容にも多くの問題がある。例えば，費用徴

収の割合が比較的に高く，費用の徴収範囲が不合理などの点が挙げられる。*36目下，こ

のような疑問を解くために，2006年に国務院の関係部門は訴訟費用制度を改正し，その

規範である「訴訟費用納入準則」を制定した。本規定は2007年4月1日から効力を発する。

ところが，一部の学者は，「訴訟費用は法院と当事者にかかわるので，政府機構によって

規定するのは妥当ではない。民事訴訟法の中で特別に一編を設けて訴訟費用を規定した

方が好ましい。また，執行中の費用については，単独の民事執行法で規定すればいい。」

と主張する。 

 

 12 証拠制度について 

   実務界であれ学界であれ，証拠制度の規定において「民事訴訟法」はまだ粗末で合理

性に欠け，改正を通じて更に整えられる必要があると認識する。一時，単独の「証拠法」

を制定してほしいという声も高かった。また，アメリカ式の訴訟証拠規則を大規模に取

り入れるべきかどうかも話題に上った。例えば，優勢証拠規則を確立するかどうかなど

である。*37 

   証拠制度は主に以下の面を含める。 

  (1) 違法収集証拠の排除規則を明らかにする  

     違法収集証拠の排除について，学者は原則的に以下の規定で合意した。つまり，当

事者が他人の合法的な権益を侵害したり法律の禁止規定に違反したり，又は重大な反

社会的な方法を使ったりして得た証拠は，事件の事実認定の根拠にはなれない。 

                            
*34 陳桂明：「民事訴訟法内容の添削」，「法学家」2004年第3号。 
*35 （米）：「自由市場と国家」，北京経済出版社，1998年版，ページ38。 
*36 張衛平など：「訴訟費用制度改革レポート」（「司法改革論評」第三冊），法制出版社，2003年。方流

芳：「民事訴訟費用の考察」，「中国社会科学」に掲載，1999年第3号。 
*37 一方の当事者が提供した証拠が相手側当事者が提供したそれより証明力が著しく大きい場合，人民法院

はそれが主張する事実が存在すると認めるべきである。  
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     違法収集証拠の排除規則以外，英米法にも学び，補強証拠規則を明確に規定するべ

きだと，一部の学者は主張する。例えば，下記の証拠は単独で事件の事実認定の根拠

にはなれないと規定する。 

    ア 未成年者のその年齢と知力に合わない証言 

    イ 当事者一方と利害関係のある証人の証言 

    ウ 疑問点のある視聴覚資料 

    エ 検証，確認のできない副本で，相手側当事者に認められないもの 

  (2) 自由心証原則を明らかにする 

     学界では，裁判官自由心証原則を明らかに規定することに賛成する学者は多数であ

る。*38心証への制限は主に外在と内在という二つの面にある。法律上での記述は以下

である。「法律に別に規定がある場合以外，審判係員は法律プロセスに照らして，論

理法則と経験法則を利用し，法廷の調べと弁論状況に基づいて自由心証で事実認定を

行うべきである。なお，法律に別に規定がある場合以外，審判係員の心証形成理由を

判決において表明すべきである。」しかし，目下司法権威の立場から，社会で誤解が

生じないように“自由心証原則”との呼称を避けるべきだという意見もある。実は司

法解釈文として，最高法院は既に「民事訴訟証拠に関する若干規定」第64条に規定を

書き記している。「審判係員は法的プロセスに照らして全面的かつ客観的に証拠を査

定し，法律規定に基づき，裁判官の職業倫理を守り，論理の推理や日常生活での経験

を用いて証拠の証明力の有無や多少を独立に判断し，また判断理由及び結果を公表す

るべきである。」。本規定は“自由心証”という専門用語を明言していないが，その内

容は自由心証原則の本質を反映すると言えよう。      

  (3) 各種の証拠認定に関する規則を更に整える 

  (4) 証明責任及び分配原則を規定する 

     証明責任について，行為という意味での証明責任と結果という意味での証明責任に

分けて，民事訴訟法で明確に規定すべきだと学者は主張する。行為の意味での証明責

任を「当事者が自分の事実主張に対して証拠を提供し，それを証明する責任」と定め

るとしたら，結果の意味での証明責任は「当事者が自分の主張した法律事実を証明で

きず，また本事実の存否が確定されない場合，法律規定により当事者が不利益な負担

を受けること」になる。証明責任の分配原則は民事訴訟法で規定すべきかどうか，ま

たそれを正確に記述できるかどうかについて，論争がある。2002年に最高法院が公布

した「民事訴訟証拠に関する若干の規定」でも証明責任の一般原則には触れず，ただ

契約紛争の証明責任について幾つかの規定を出していただけだ（本規定の第5条）。証

明責任転換の典型タイプについてはっきり規定するべきだという意見もある。*39 

  (5) 挙証期限 

     最高法院は当事者が故意に証拠提出を延ばすことで訴訟の進行秩序を乱すのを防

                            
*38 自由心証について劉栄軍の「自由心証主義の現代意義」を参照。 
*39 張衛平編集「中華人民共和国民事訴訟法改正提案書及び解釈」第77条。 
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ぐために，「民事訴訟証拠に関する若干の規定」の中で挙証期限制度を定める。*40 

     しかし，実践上，この制度はきつ過ぎて余り効果がないと，ほとんどの当事者から

意見が出される。一方，一部の学者は「問題は主に理解と規定上の不足から生まれた。

制度として存在する価値がある。改正したら民事訴訟法に残していい。」と述べる。*41 

  (6) 証拠交換 

     証拠交換制度は英米訴訟プロセスの証拠開示制度に学ぼうとしている。最高法院の

「民事訴訟証拠に関する若干の規定」第36条から第40条において証拠交換制度の基本

内容を規定する。この制度は挙証期限制度に合わせて使用する制度である。その目的

は当事者双方に裁判上の和解をさせ，ひいては訴訟効率を高めることにある。しかし，

実践上の効果は挙証期限制度と同じく好ましくない。これに対して，学者はまた整っ

た関連規定がないのは原因で，改正民事訴訟法に組み込む必要があると主張する。 

  (7) 証拠の収集と調査など 

     当事者の証拠調べの申請について，その条件を更に明らかにするべきである。下記

の諸条件のうち，いずれかに該当する場合，当事者及び訴訟代理人は人民法院へ証拠

収集を申請できる。 

    ア 証拠は国の関係部門によって保管され，規則により当事者及びその訴訟代理人に

は調べる権利がない場合。 

    イ 国家秘密，商業秘密及び個人のプライバシーに関する資料。 

    ウ 証拠は中華人民共和国の領域外にあり，司法協力あるいは外交のアプローチを通

じて取得しなければならない場合。 

    エ 上述に属しないが，証拠の保管者又は所有者が当事者及び訴訟代理人に証拠を提

供しない場合。 

    オ その他の客観的な原因で自ら収集することができない場合。 

     なお，法院が職権によって証拠を収集することについて，対立した二つの意見があ

る。一つは，法院へ証拠収集を申請できるという権利を当事者に与えた以上，法院の

この権力は完全に取り消すべきだという意見である。もう一つの意見は「やはり法院

にこの権力を与えるべきだ。ただし一定の制限も要る。」というものである。 

     例えば，以下の場合は職権調査の事項に属する。 

    ア 社会公共利益に関する事実 

    イ 婚姻，養子縁組，親子関係の事件 

    ウ 公民の失踪，死亡などの非訟事件 

    エ 職権による当事者の追加，訴訟中止，訴訟の終結，回避など実体争議に関係しな

い場合 

                            
*40 本規定で挙証期限制度の中心内容は次のとおりである。当事者は挙証期限内に法院に証拠を提供すべき

であり，そうしないと，挙証権利の放棄とみなされる。 

挙証期限制度の完全化について李浩の「举证时限制度的困境与出路」を参照。民事プロセス法研究第三

冊（2007年） 
*41 陳桂明：「民事訴訟法内容の添削」，「法学家」2004年第3号。 
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  (8) 証人制度を整える 

     証人制度について，中国の実務から言えば，主要な問題は証人出廷率の低さと証言

の信ぴょう性である。学界では，証人の出廷義務を強化し，出廷義務のある証人が出

廷を拒否した場合の法的効果を明らかにするべきだという意見でほぼ一致する。具体

的な措置として，出廷するはずだった証人に対し罰金及び拘留の罰を与えることが挙

げられる。また，うその証言をした証人にもそれなりの処罰を与えるべきであう。な

お，証人制度の改正において，証人の出廷費用制度及び証人が証言を拒否した場合に

適した規定をも整えるべきである。 

  (9) 証明妨害 

     証拠を持った当事者側が，故意にその証拠を隠匿，隠滅，遺棄したり，あるいは重

大な過失によって証拠が使えなくなったりした場合，人民法院は事件の具体的な状況

によって相手側当事者の本証拠の性質及び内容に対する主張が成立すると認められ

る。 

     中国大陸民事証拠制度の欠陥や実際訴訟中の切実な要求などから，学界であれ実務

界であれ「証拠法」を一日も早く制定してほしいという声が出てきた。すなわち，証

拠制度を訴訟法から独立させ，単独で専門的な法律にするという主張である。しかし，

目下立法機構は三大訴訟法の改正を日程表に組み込んでいたので，「証拠法」の単独

制定についての議論も次第に収まってきた。*42 

 

 13 陪審制について 

   中国では現行の訴訟制度におけるいわゆる“陪審制”は実は大陸法系国の“参審制”

に相当する。すなわち，選挙権と被選挙権のある23歳以上の公民は人民陪審員に選択さ

れることができ，職業裁判官（法官）とともに事件の審理及び裁判に参与し，陪審員（法

官)同様な権力を行使できる（「中華人民共和国人民法院組織法」第38条，「民事訴訟法」

第40条。）。しかし，民事訴訟法の改正において陪審員制度を廃止すべきだと主張する学

者もいる（「法院組織法」も相対的に改正すべきだ）。その理由は，訴訟における陪審員

の役目は基本的に象徴的なもので，必ずしも大衆の意を表せるとは限らない。また公衆

は陪審制の民主性を余り承認しないからである。*43一方，陪審制は司法民主化の措置と

して存在させ，発展させる必要が依然としてあり，今の問題点は制度を整えることによ

って解決すべきだという見方もある。*44 

   以上は民事訴訟法の改正において一部の比較的に目立った問題である。実際，今回の

改正はほぼ民事訴訟法のすべての面に及び，上述したこと以外，いかに国外及び海外の

諸民事訴訟法に学び，いかに中国大陸地域に適した民事訴訟制度を取り入れるかについ

て，学界で議論は盛り上がっている。そのうち，ドイツ，日本，フランスなどの国の民

                            
*42「証拠法」の制定について「民事訴訟法必要性についての考量」張衛平，「法商研究」2001年第3号。 
*43 陳桂明：「民事訴訟法内容の添削」，「法学家」2004年第3号。 
*44 湯維建：「论陪审制的发展规律及其内容构架」，「南都学壇」，2007年第2号。 
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事訴訟法と台湾地区の民事訴訟法は重点である。例えば，台湾地区の新民事訴訟法にお

いて，第三者による判決の訴えの取消し申請制度があり，これは既に大陸学界に注目さ

れ始めた。この制度を取り入れるべきだと主張する学者もいる。 

   改正における一つの大きな問題は，中国民事訴訟法を整える過程で，大陸法民事訴訟

制度と英米法民事訴訟制度との間での衝突をどのように解決していくかということであ

る。実は，英米法系であれ大陸法系であれ，民事訴訟制度自体は一つまとまったもので

あり，具体的諸制度の間では内在的な関連性を持つし，またそれらの制度はそれなりの

社会環境もある。そのため，適切に学んで，取り入れなければ原制度と改正しようとす

る制度との間で衝突を招く可能性がある。例えば，証拠制度の改正において，英米法と

大陸法との衝突が生じるが，いったい英米法の証拠体制を取り入れるのか，大陸法の証

拠体制を取り入れるのかは問題の本質である。さらに具体的に言えば，英米の交互尋問

制度と証拠排除規則の導入問題である。中国大陸は交互尋問制度に学ぼうとして，既に

民事訴訟において“質証”（当事者により真実性などを問いただすこと）という制度が設

置されたが，それを支える別の制度がないゆえ，交互尋問の効果が果たしてあるかどう

かは疑問である。 

 

結論 

 中国民事訴訟法の形成及び発展は中国独特な政治，経済，文化，伝統といった背景とは内

在的な関係を持ち，そのような背景は時代とともに変わり，中国大陸民事訴訟法制度の構成

や形成にももろに影響を与える。中国大陸では改革開放以来，以上の諸要素が大きく変化し

て，特に経済体制改革の下で経済は目覚しく発展し，社会関係も日増しに複雑化，多様化の

傾向を示している。それと同時に，民事紛争の量も形態も大きく変化し，これまでの民事訴

訟法はもう民事紛争解決の実際要求には適応できなくなった。つまり，中国社会の発展は中

国民事訴訟法改正にとっての原動力と言えよう。 

 中国民事訴訟法の改正は改革開放以来できた社会イデオロギーを反映し，また民事紛争解

決に対する国民の法的意識をも反映する。これからの民事訴訟法において，プロセスの正義

と民事訴訟の便利性を更に強化し，民事訴訟における当事者の主体地位を強調し，そしてあ

る程度で処分原則と弁論原則の基本的な要求を体言する。もちろん，社会の発展が次第に進

んでいるので，既存の社会意識，システム及び伝統的な民事訴訟観念，方式は必ず中国民事

訴訟法改正の程度に影響する。既存の審判方式の一部の特徴は依然として残る見込みである。

このように，中国大陸民事訴訟法の改正は社会過渡期の基本的な要求に適応する。またそれ

ゆえ，中国大陸民事訴訟法には社会過渡期の基本的な特徴も備わっている。 

 



28 

日本側専門家コメント 

上原敏夫 一橋大学大学院法学研究科教授 

【司会（亀卦川）】 それでは，時間でございますので，講演会を再開させていただきたいと

存じます。 

 それでは，上原先生，よろしくお願いいたします。 

【上原】 先ほど御紹介にあずかりました一橋大学の上原と申します。 

 2007年より，中国に対する法制度整備支援事業である中国民事訴訟法及び仲裁法改善プロ

ジェクトというものでお手伝いをさせていただいております。 

 本日は，張先生から，論旨明快で種々の点に配慮された御講演を頂きまして，私が何か付

け加えることはほとんどないのでございますが，ごく簡単にコメントをさせていただきたい

と思います。 

 私は，今申しましたように，このプロジェクトにかかわっておりますが，このプロジェク

トの性格上，カウンターパートの相手方は，中国の全人代の法制工作委員会の方々でありま

す。それ以外の中国の方としては，例えば，日本での研修や中国でのセミナーにおきまして，

最高人民法院の裁判官の方が関与されることはありましたが，学者の方の関与とか弁護士の

方の関与というのはほとんどない状況でありました。私どもこのプロジェクトにかかわる日

本側といたしましては，カウンターパートとの関係だけで中国の民事訴訟の現状であるとか，

改善の条件を把握することができるのか，大変不安に思っていた次第でございます。 

 そのような中で今回，法務総合研究所が中国の学者の方に御講演いただくという企画をさ

れまして，また，それに最もふさわしい両教授をお迎えしましたことは，非常に意義のある

ことであると思います。 

 本日の御講演の中で，張先生は非常に多くのことを指摘されました。その柱は，やはり最

初に言われた，「現行の中国において民事訴訟制度が職権主義であったものが，近代の訴訟制

度の理念を導入して当事者主義に転換すべきである」，あるいは「まだその転換が十分でない

ためにいろいろと問題が起きている」という指摘であると思います。 

 特に三つの問題点で，執行難，起訴難，再審難という呼び方でもって，それぞれの中身に

ついて御報告されましたけれども，それらはいずれも先に示した職権主義と当事者主義の問

題が原因ではないかと思います。 

 同時に，張先生の講演では，これまで我々が接してきた全人代の皆様方からは余り出てこ

なかった問題，つまり訴訟制度，あるいは訴訟手続法の問題だけではなくて，その背後に司

法制度，裁判所制度全体の問題があるということも間接的に指摘されました。日本あるいは

ドイツで，大司法改革ということが今までも言われてきたわけですが，そういう問題につい

ても触れられており，広い視野から中国の現状と問題点をお話しいただきました。 

 さらに，具体的な問題といたしましては，これからの質疑で御説明があるかとも思います

が，参加の問題，独立請求権のない第三者の参加ということについて，指摘されております。

これが果たしてどういう実体法上の権利についての訴訟を前提とした問題点となるのかにつ

いて詳しく御説明頂ければと期待しております。 



 

ICD NEWS 第40号（2009.9） 29 

 また，再審の問題を指摘されました。どうも我々が理解するところ，日本でも再審という

同じ言葉を使いますが，中国での再審の問題というのは，日本でいう再審の問題もあります

が，それ以前の上訴制度一般の問題も含めて再審というふうにとらえているのではないかと

思います。 

 それから，証拠について，我が国では余り想像できないのですが，中国では証人の出廷率

が極めて低いという問題が特に指摘されまして，大変印象深く感じました。 

 本日の御講演では，職権主義，当事者主義という非常に大きな基本的問題を中心として，

具体的に手続法上の問題が論ぜられましたが，同時にその多くは，我が国にも共通の事柄で

あったと思います。 

 私が思いついたことはこの程度のことでございまして，むしろ皆様から多くの質問，御意

見を頂いた方がよいと思いますので，私のコメントはこの程度とさせていただきます。 

 

質疑応答 

【上原】 それでは，どなたからでも，あるいはどこの箇所からでも結構でございますので，

是非御意見を頂きたいと存じます。恐縮ですが，発言の方は挙手をされまして，最初にお名

前と所属を簡単に言っていただければ有り難いと思います。よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

【森川弁護士】 弁護士の森川と申します。 

 今日は貴重な御講演を頂きまして，大変ありがとうございました。大変勉強になりました。 

 上原先生もおっしゃった職権探知主義から弁論主義，また，職権主義から当事者主義とい

う流れとの関係で，ずっと疑問に思っていたことがありまして，それを教えていただけない

かと思って質問する次第でございます。 

 昔，私が中国の民事訴訟法を勉強したころには，教科書の冒頭のあたりで，「社会主義法制

としての民事訴訟法」といった項目がありました。そこでは，「資本主義の民事訴訟法と違っ

て，社会主義の民事訴訟法では，お金のある人もお金のない人も，平等に保護される制度で

なければならない。資本主義的な民事訴訟制度，例えば，弁論主義及び当事者主義の下では，

お金のある人が弁護士を使うと有利になる。そのような制度は社会主義的ではない。」という

ようなことが書いてありました。 

 一応，中国は，今でも社会主義を標榜しております。そこで，当事者主義化する場合，法

律扶助というものが重要になってくるのではないかと思います。つまり，お金のない人も弁

護士を頼めるということで，諸手続が複雑になったり，適切な主張をしないために権利を失

うということがあっても，当事者の公平が図られる，そういう制度が当然必要になると思い

ます。 

 中国では2003年に法律扶助に関する条例を国務院が出しており，その所轄は国務院，つま

り行政部門になります。 

 一方，今伺っていますと，民事訴訟法の改正は，最高人民法院が素案を作って，全人代の

法制工作委員会が草案を作るということのようです。 
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 そうしますと，民事訴訟法の当事者主義化という作業と，それに合わせた経済的弱者のた

めの法律扶助の強化という作業を，どのようにバランスをとって調整していくのかという課

題が発生すると思います。この点について，中国ではそのような問題意識がそもそも共有さ

れているのか，というのが第一の質問であります。 

 第二の質問は，そのような問題意識があるとして，どこの国家機関がそのような調整を担

当しているのかということです。 

 第三の質問は，最高人民法院の司法解釈に関するものです。例えば最近の訴訟時効に関す

る司法解釈で，当事者が訴訟時効の主張をしないときには，裁判所は時効の認定をしてはい

けない，という非常に強いレベルの規定をしています。しかし，最高人民法院が法律扶助と

のバランスを考えないで，一方的にそのように手続を当事者主義化してしまうことは適切な

のかどうか，この点についてお考えを御教示頂けないかと思います。 

【上原】 森川先生，ありがとうございました。 

 では，法律扶助に関する問題ですが，もう少し機関の問題もあったと思いますが，お願い

いたします。 

【張】 森川先生，ありがとうございます。 

 今頂いた質問は大変大きな質問で，しかもなかなか答えにくい質問です。努力して答える

ようにしたいと思います。 

 職権主義から当事者主義へ移行していくということですけれども，こういったことを考え

る主な根拠としては，中国社会の転換というのがあります。すなわち，かつては計画経済の

時代でしたけれども，それが今や市場経済の時代になっております。そのため，考え方もイ

デオロギーも伝統的・保守的なものから，より開放的なものへと変化しております。 

 よって，基本的な根拠となる司法分野における考え方というのは民法の中に表れるわけで

すけれども，個人の自主性，また，企業の自由ということで，民事紛争に関するその解決や

民事訴訟法の手続においても，当事者の関与が強く強調されるべきです。ですから，当事者

は，実体の権利を処理する権利を有しているわけですから，事実の主張，権利の主張をする

ことができるわけです。 

 私たちの認識では，司法分野におきまして，当事者の主体性と積極性が強調されるべきで

す。例えば，市場経済というのは外部的な要素があります。市場経済を推進していく上でも，

政府の関与が必要になってきます。資源の配分には，やはり市場に頼るものがほとんどだと

思います。もしも当事者主義を民事訴訟の中にも使っていいことになりますと，外部要素が

入ってくることは認めざるを得ません。当事者主義というのを強調するということは，すな

わち当事者双方の形式上の平等です。しかし，実際には当事者双方の訴訟力には差がある可

能性があります。一方は経済力があり，大変いい弁護士さんをお願いできる。しかし，もう

一方は，経済的にそれが不可能であるという場合もあります。やはり，実際に平等であるか

どうかという問題は存在しています。 

 しかし，私たちの理解では，形式上の平等を手続上で確保することが重要であると思われ

ます。実際の形の平等を求めると，訴訟の基本的な原則が実行できないということになりま
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す。当事者主導による問題を解決，あるいは補足するために，法的な援助や，その他の制度

が必要になってきます。 

 実際問題として，中国の法律援助というのは，まだまだ整備がされていない状況です。現

在の法律援助というのは，中華人民共和国の司法部が主導しております。しかし，法律援助

等と経済力には密接な関係があります。現在の問題としては，法律援助基金が大変資金不足

に陥っているということです。よって，法律援助基金をもっと蓄積していくこと，そしても

っと整備していくことによってこの問題が解決されると思われます。しかし，もしも民事訴

訟の手続が複雑であるという問題，あるいは時間が長くかかり過ぎる，コストがかかり過ぎ

るという問題の場合は，ADRという形で解決できると思います。 

 社会主義という考え方は発展の考え方であり，社会の発展によって人々の考え方が変わっ

てきます。今まで，社会主義の一部の内容に関する理解が少し偏っていたところもあります。

かつて私たちの西側諸国に対する法制の事実の理解，訴訟の理解，司法の制度に対する理解

というものも偏っていた時代がありました。 

 今までは，往々にして，批判したり否定したりする立場から，西側各国の法制度を見てい

たことが多かったと思います。しかし，実際の経験からしますと，西側各国の法制度から学

ぶことが多いと思っております。もちろん，それぞれの国の事情がありますので，そのほか

の国との発展状況は違うと思われます。 

 しかし，基本的な制度，あるいは人として生活していくための基本的な制度は同じだと思

います。例えば，法院における中立裁判，消極裁判においてのみ，当事者同士の平等が保た

れると思います。法院が万能なものではないのと同じように，訴訟制度そのものも万能では

ありません。 

 私たちも共に努力して，法律制度が発展していく中で，直面する様々な問題を解決したい

と思っております。もちろん，法院の角度から見ますと，当事者制度に同意しない見方もあ

ります。皆，権利に関心があります。しかし，余りにも職権に関与し過ぎますと，圧力が高

まり過ぎてしまいます。個人的には，中国の司法の分野に腐敗があるのは，こういった職権

主義が強過ぎることと関係があるというふうに思っております。 

 重要なのは，権利を制約することではなく，権利を少なくしたり，あるいはなくしたりす

ることではないでしょうか。 

 私の答えで御満足頂けないかもしれませんが，御質問ありがとうございました。 

【上原】 大変どうもありがとうございました。丁寧に聞かせていただきまして，ありがと

うございました。 

 それでは，どうぞ。 

【新堂弁護士（東京大学名誉教授）】 弁護士をしております新堂と申します。ただいまのお

答えに関連しまして，再審制度に関して少しお話を伺いたいと思います。 

 民事訴訟の判決とか裁定について検察官が「抗訴」をするというか，再審の申立てをする

ことができるというような解説がございますが，背景にある事情といたしまして，「司法の腐

敗が深刻な問題となる中」というような表現がございました。ただいまのお話の中にもそん



32 

な言葉が出ていましたけれども，民事訴訟制度としての再審という制度を使って，いわば裁

判官の中の内部統制的な監督を達成しようとしている，そういうような印象を受けました。 

 もし，お話のように，だんだんと，職権主義から当事者主義に変えていく，つまりは当事

者の権利保護のために再審制度をつくりかえるというような方向に行くとしますと，この反

対論がありますように，それならば逆に裁判官自身の自浄作用とか，あるいはそういう裁判

官の行為・行動を監督していくという面は，ほかの手続でやることになるのでしょうか。 

つまり，訴訟制度，民事訴訟という制度の中ではなくて，もっと別な，むしろ検察官がスト

レートに訴追をし，刑事裁判をしていくというような方向が評価されていくことになるのか，

その辺の選択がどういう方向に向かおうとされているのか，伺えたらと思います。 

【張】 新堂幸司先生，どうもありがとうございます。 

 新堂先生は私の大変尊敬する先生でして，新堂先生が出された「新民事訴訟法」第二版を

中国語に翻訳させていただきまして，出版させていただいています。それから，竹下先生が

出された本も，実は一部翻訳させていただきまして，国内で出版させていただいております。

かなり影響力があるものとなっております。 

 もしかしたら，完全には新堂先生の御質問に限っていないかもしれませんが，今，中国で

検察が「抗訴」するという制度には，大変複雑な背景がございます。現在，検察が行う「抗

訴」に関して，検察による監督という役割があるのは否めません。 

 それから，法院の裁判官も，検察による「抗訴」の影響を受けているのも事実です。もし

「抗訴」が受理され，再審されますと，もともとの判決は却下されます。もし何回か原判決，

元の判決が否定されることになりますと，この裁判官の昇進に影響します。 

 一部，検察が「抗訴」すべきだ，あるいは訴訟に参加すべきだという意見があります。実

際に民事訴訟の中で，間違った判決が出る事件があるからです。しかし，研究者の間では，

司法分野における腐敗というのは，司法制度改革によってそれを改善すべきだという意見で

す。 

 民事訴訟におきまして，検察による監督の機能がありますと，当事者同士の平等を破壊し

てしまうというふうに認識しております。よって，一般の民事訴訟におきましては，検察が

「抗訴」すべきではない，あるいは検察が訴訟に関与すべきではないという意見です。 

 例えば，中国的な特色のある事件があります。国有資産流出の問題，これは国有資産とい

う性質を持っていますので，検察が国の法律監督機関として訴訟に参加する，あるいは検察

の「抗訴」をするということには，一定の道理があるというふうに思われます。 

 学者の間では，近いうちに，あるいは今回の次の改正で検察の「抗訴」権をなくすことは

不可能であろうと思われています。民事訴訟法の改正におきましては，理論上の合理性を持

たせる以外にも，人々の気持ちも満足させなければいけないという状況があるからです。 

 一般の人は，民事訴訟における当事者の平等の理念を完全には意識していないかもしれま

せん。むしろ，裁判官に制約を与えるという意味から，民事訴訟法の中における検察による

「抗訴」を認識していると思われます。よって，民事訴訟法における検察の「抗訴」の問題

解決には，一定のプロセスが必要となります。 
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 新堂先生の御質問のお答えになったでしょうか。 

【新堂】 どうもありがとうございました。 

【上原】 ありがとうございました。 

 ほかにどなたか，いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【森脇弁護士】 どうも初めまして，弁護士の森脇と申します。 

 今日は，いいお話をたくさんありがとうございました。 

 お話を聞いておりますと，職権主義，当事者主義という問題もそうですが，非常に難しい

問題がたくさんあると思います。我々が考えていく上で重要だと思うのは，実は突き詰める

ところ，裁判官の資質の問題ではないかと思います。 

 日本では，民事訴訟法の入門段階において，自由心証主義の対する概念として法定証拠主

義があると教わります。民事訴訟法の教科書を見ますと，その昔，いわゆる裁判官の資質が

安定しない時期，あるいは資質が低い時期というのは，ある程度事実認証について強制的な

ルールがないと，かえっておかしな判決がたくさん出てしまうということが書いてあります。 

 やはり，中国の場合も，完全に自由にしてしまうとどういう弊害が出るかということを，

恐らく立法サイドは考えているのだろうと思います。 

 今の「抗訴」という制度も，そういう意味では，今の中国にはもしかすると必要な制度か

もしれないと思います。ただ，やはり，新堂先生御指摘のように，恐らく過渡的な制度であ

って，裁判官の資質がある程度上がってきた折には，なくなっていくのが正しいのかもしれ

ない，正しいとか間違っているというのは私が言うべきことではありませんが，なくなる方

向に進むのかもしれないと思っています。 

 これに加えて，最後に一つお聞きしたいのは，上級裁判所に意見を求める制度です。二審

制の話がありましたけれども，実は中国にはある一定の事由に該当する裁判については，第

一審の裁判官は判決を書く前に，第二審の裁判所や最高人民法院に意見を求めるという制度

があります。これは，日本の弁護士，あるいは日本の法律家にとっては，裁判官の独立に影

響を及ぼす制度として，理解に苦しむ制度だといわれることがあるのですが，この制度も，

やはり同じように，裁判官の資質と関係しているのではないかと思います。この制度に対す

る評価，あるいは将来の在り方に関する先生の御意見というのはどういうものでしょうか。 

【張】 森脇先生，御質問ありがとうございます。順番を逆にしてお答えしたいと思います。 

 学術界としましては，下級の法院が第一審を審議している最中に，上級法院若しくは最高

法院に対して意見を求めることを徹底的に反対しております。研究者の中，学術界の中には

こういった行為に賛同する人は一人もいないように見受けられます。 

 日本の学者の方，研究者の方若しくは弁護士の方にとって，今の中国のこういったやり方

が理解できないというのは当然のことだと思います。ただ，御説明しておきたいのは，すべ

ての事件に関してこのようなやり方が行われているわけではありません。私の知る限りでは，

少数の事件に関して行われていると思います。 

 一部の事件に関して，こういった上級の法院に対して意見を求める行為が行われている理
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由としては，この事件が政治絡みである，若しくは社会問題絡みである可能性があります。

こういった現象が起こる原因は，中国の法院の情勢にあります。これも，学術界で多くの人

が非難している点です。 

 私たちは往々にして，法院は司法機関であるのに，行政機関であるという認識がかなりあ

ります。法院が行政機関の方式で司法の手続を行っているという認識がかなりあります。す

べての法院の院長若しくは判事は，行政的なレベルも持っています。そういった法院の院長

や裁判官が持っている行政的なクラスというのは，ほかの行政機関のクラスと同じものです。

それは，学者の立場からすると，本当にこの審級制度を整備していくとなると，上訴の本来

の救済制度を整備していくならば，こういった行政的なやり方を変える必要があります。 

 しかしながら，現在の司法制度における行政化された部分，行政的な部分というのは存在

しておりますので，短期的にこの現象がなくなることはないと思われます。このような現実

があることを御理解頂ければと思います。 

 しかし，弁護士の立場から見ますと，一方の弁護士からは，このようなやり方を利用する

やり方もあります。 

 御質問ありがとうございました。 

【森脇】 どうもありがとうございました。 

【上原】 ほかに，どなたか，いかがでございますか。 

 はい，どうぞ。 

【久保内公証人】 公証人をしております久保内と申します。 

 先生のおっしゃった民事裁判で債務名義を作るということ，そのほかにADRなどで執行証

書を作るということについて先生の論文でも触れられておりまして，関心を持って拝読しま

した。 

 公証人の立場からの関心事項は，民事紛争を解決するというのではなく，民事紛争に至ら

ないように，あらかじめ公正証書を作るということについて，どのようにお考えでしょうか。

日本では，主として金銭の支払などにつきましては，公正証書で強制執行をすることができ

るという制度がございます。これは，裁判所に民事紛争が押し寄せるのを防ぐ，大きな防波

堤になって，良い機能を果たしていると信じております。 

 そういう意味で，中国において，公正証書，公証人の制度がどうなっているか，あるいは

その改革の方向性について，どのようにお考えになっているか，御紹介頂ければと思います。 

【張】 久保内さん，ありがとうございました。 

 中国において公正証書で書かれたものは，強制執行が可能です。よって，公証人は，民事

訴訟を解決する上で，大変大きな役割を果たしております。 

 今の問題は，社会において公証機関の権威の問題，そして公正の問題です。こういった問

題があるために，公証機関が民事紛争を解決しようとする際に，それが問題となってしまっ

ております。もともと公証機関は，半分官のような性質を持っております。公証人あるいは

公証機関をいかに民間に移していくかというのが，改革の中で問題になってきます。 

 しかし，公証人の育成の問題，公証人の資質の問題，それから公証人の法院的な地位の問
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題というのが，中国ではまだまだあります。私の知る限り，公証機関が債権の問題を執行し

ようとしたとしても，これを覆すような事態が起こっております。ですから，公証人あるい

は公証機関の資質や手続の問題，権利・義務の問題にかかわってきます。 

 私自身は，公証に関する問題を専門に研究しておりませんので，もしかしたら不正確な点

があるかもしれません。御了承ください。 

 現在，具体的に公証制度をあずかっている，あるいは公証人を管理しているところは，各

地にあります司法局と中国の司法部です。私の知る限りでは，北京や上海といった大都会で

は，公証制度がかなりはっきりと役割を果たして，完結に導いているものがあります。 

 以上です。ありがとうございました。 

【上原】 まだ多少時間がありますが，いかがでしょうか。 

【イズ弁護士】 中国弁護士のイズと申します。 

 今回，中国民訴法の改正の基本指導方針として職権主義から当事者主義，あるいは弁論主

義への移行を先生がおっしゃっていました。今回，このような全人代が開かれまして，主に

中級法院の裁判官からの提案でありますが，いわゆる中国の検察機関に公益訴訟の提起権を

与えようではないかという立法提案を行っておりますが，張先生はこの立法提案に対して，

今回の民訴法改正の趣旨と関連しまして，どう思っていらっしゃいますか。 

 今回の検察機関に公益訴訟の提起権を与えようとしながら，民事訴訟の当事者主義との関

連性で原告適格という問題に及びまして，ほかの例えば消費者団体とか，そういうものに原

告適格，あるいは，公益訴訟を提起する権限を与えるべきではないかという問題に対して，

先生はどう思っておられますか。お願いします。 

【張】 二つほど質問いただいたと思います。ありがとうございます。 

 まず，一つ目の質問が，検察機関による公益訴訟の問題，これはもう本当に十数年話し合

われている問題です。私個人としては，公益訴訟の概念を拡大することには反対しておりま

す。 

 公益という概念は，大変不確定要素の多い概念です。海外の状態を見てみますと，公益訴

訟のほとんどが環境問題にかかわるものに制限されているようです。もし，公益訴訟の概念

を広げてしまいますと，個人の権利への影響が否めません。もし，検察に公益訴訟の権利が

ありますと，個人の訴える権利とのあらゆる矛盾が生じます。 

 多くの人の利益にかかわる紛争というのは，やはり各個人と関係があるわけです。よって，

公益訴訟に関する問題は，学者の中ではかなり慎重な意見をとる人がいます。私個人の意見

ですけれども，検察機関に公益訴訟ができるように支持してしまうと，自分の権利の拡充に

なるのではないかと思います。そして，検察というのは，往々にして幅広く訴訟に参加した

がるものであり，検察「抗訴」をしたがるものであります。 

 ですから，民事分野におきましては，できる限り本人の訴訟であるべきだと思います。例

えば，本人の訴訟を通じて，あるいは集団的な訴訟を通じて，あるいは訴訟代表制度を通じ

て訴訟を行うことにより，多くの人がかかわっている訴訟の問題，ひいては公共の利益にか

かわる問題も，解決が可能だというふうに思います。 
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 次に，例えば，消費者団体，あるいはその他の団体にこのような権利を与える，例えば中

国では労働組合がありますけれども，そういう組織に訴訟の権利を与えるかどうかというこ

とについてです。私は，上原先生が専門に研究なさっている，特にドイツの，団体に訴訟権

利を与えるかどうかという問題に関して読ませていただきました。その中に書いてありまし

たが，ドイツでは消費者団体，あるいは環境保護団体に一部こういった訴訟の権利を与えて

いるのだそうです。よって，中国でも様々議論はありますけれども，労働者の紛争に，ある

いは消費者の紛争に関して，労働組合や消費者団体に訴訟権を与えるかどうかということは

考えなければいけないと思います。慎重に対処しなければいけないと思っております。 

 以上，よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

【上原】 ありがとうございました。 

 竹下先生。 

【竹下駿河台大学総長】 駿河台大学の竹下でございます。 

 今日は，大変興味のあるお話を聞かせていただいて，ありがとうございました。 

 私が伺いたいと思いましたことは，直接今日のお話の内容とはかかわりがないのですが，

中国の立法体制についてお聞かせいただければ有り難いと思います。 

 今回の民事訴訟法の改正を中国側で主として担当しておられるのは，全人代の法制工作委

員会民法室というところだと聞いております。その民法室がどのぐらいのスタッフを抱えて

おられるのかということは承知していませんが，いずれにしましても，国民の権利保護に直

接影響のある，民事訴訟法を改正するときには，最終的な決断をするのは民法室のスタッフ

だとしても，その前に広く一般から意見を聴取するということをされるのではないかと思う

のです。 

 日本の場合は，御承知のように，例えば法務省所管の法律であれば，法制審議会というと

ころに学識経験者や各関係方面の意見の代表者のような方に入っていただいて，その上中間

試案のようなものができますと，最終的な法案が作成される前に一般にパブリックコメント

と言っておりますけれども，インターネットで広く公開をして，一般の人から意見を述べて

もらいます。さらに，各大学とか関係団体には，また別に，紙に印刷した中間試案をお配り

して，意見を聴きます。もちろん，最終的に，その意見がすべて立法に反映されるわけでは

ありませんけれども，そういう手続を踏んで具体的な法案を作っていきます。 

 中国の場合は，そのような過程を経ずに，限られたスタッフだけで法案の作成をしてしま

うのか，それとも何らの方法で学識経験者や，さらには一般の国民の意見を聴取するのか，

いったいどのようにしておられるのか伺いたいと思います。 

 とりわけ，今日のお話との関係でいうと，関係学会に所属している研究者の意見などは，

どのような形で法案の作成に反映されるのか，また裁判官や弁護士などの法律実務家の意見

はどういう形で反映されるのか，というあたりのことについて教えていただければ有り難く

存じます。 

【張】 竹下先生は私の指導教官で，先生ですので，普通は先生から質問されたことに学生

はなかなか答えられないものです。しかし，合っているかどうかは別にしまして，生徒とし
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て先生の質問にお答えしたいと思います。 

 実際，竹下先生には中国の現行の立法制度にはかなり御提言を頂いております。竹下先生

から頂いている意見というのは，大変厚みのあるものだというふうに思っております。 

 中国のトップレベルの人間たちも，立法というのは民主的であるべき，そして科学的であ

るべきだというふうに言っております。これは，中国共産党の第17党大会の中でも指摘され

ている内容です。こういった言い方がなされているということは，すなわちまだまだなかな

か民主化されていない，科学的でないということの表れでもあります。 

 私の個人的な見方ではありますけれども，立法の過程におきましても，同じように，行政

化してしまっているという問題があります。行政化してしまっているために，中国の立法と

いうのは，立法資源を各省庁に分配していくような感じがあります。 

 民事にかかわる法律に関しては，全人代法制弁公室，民法室が一手に引き受けております。

しかし，法律が様々ですし，与える影響も様々です。また，運用も様々ありますので，それ

によって違ってきます。例えば契約法，中国で行動法といっておりますこの契約法の制定に

は，学者がかなりかかわっております。 

 また，物権法が制定された際には，かなり幅広く一般からの意見を取り入れたようです。

物権法というのは，所有権にかかわったり，あるいはほかの制度にかかわったり，政治的な

問題にかかわったりしている部分があります。これは，直接人々の利益に直結しているもの

です。よって，物権法の制定は，かなりオープンな形で行われました。 

 しかし，客観的に言いまして，手続法の整備は少し軽視されている傾向があります。私が

知る限り，全人代法制工作委員会の民法室の数十人いるスタッフの中で，民事訴訟法を勉強

した専門家は一人だそうです。 

 先ほど竹下先生の方から，どれくらい民法室に人がいるのかわかりませんがというお話が

ありましたけれども，劉さんでしたら御存じかと思ったのですが，多分70人ぐらいではない

でしょうか。 

 立法を行う中で，それを具体的に行う人たちの中でも問題に直面してしまう，矛盾に直面

してしまう人たちがいます。例えば，公開し過ぎてしまうと，なかなか採択されないという

矛盾があります。よって，2008年の民事訴訟法の改正というのは，かなり封鎖された，クロ

ーズドな状況で行われました。その草案が全人代常務委員会に出される前には，公開されま

せんでした。私は，個人的には，日本の法務省が法律の制定や改正の際に行っております方

法に大変賛同しております。是非，そうなってほしいと思っております。 

【上原】 ありがとうございました。 

 ちょうど時間になりましたので，ここで本日の予定の講演会を終了させていただきます。 

 張先生，ありがとうございました。 

【張】 先ほど申し上げるのを忘れてしまいました。申し訳ありません。 

 上原先生，大変詳しいコメントありがとうございました。 
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閉会あいさつ 

原田明夫 

【司会（亀卦川）】 張先生及び上原先生，ありがとうございました。 

 ここで，主催者側から，原田理事長から一言ごあいさつを申し上げます。 

【原田】 何も申し上げるつもりなかったのですが，私は今日のこの会議は大変すばらしか

ったと思います。張先生より率直な御意見を開陳していただきまして，私どもも大変勉強に

なりました。 

 特に，私は実体法，どこの国でも同じですけれども，実体法は権利を規定しますけれども，

実体法ができたからといって実現されるとは限らない。やはり，手続法と一体となって権利

が実現されていくという，張先生のお考えが随所に出ていたと思います。 

 しかし，その点で，今の中国の状況に倣って，理論を純粋に推進していってすばらしいと

思われることも，場合によっては慎重に取り扱わなければならないという御意見にも，実は

大変感銘を受けました。政治的，社会的に影響を持つものにつきましては，関係する人々の

賛同を得ないことには，社会として実現されないということが張先生のお話の中にあり，現

在の中国の抱えている非常に大きな問題，背景とともに御説明いただきました。 

 そのことは，実は我が国の中にもあります。実体法で書かれたことが，必ずしも実現され

るわけではございません。様々な困難があり，不自由なことがたくさんあります。そういう

意味で，これからも，このような学者の先生方を含めた，日本の法律実務家の間で議論が進

められることは，私は大変有意義なことであると思っております。 

 この会議は，法務省法務総合研究所が主催して，張先生初め劉先生，今日お集まりいただ

いた，弁護士の皆様，公証人の皆様ほか，会社の法務を担当される方々の熱意で実現したも

のです。多くの方に参加いただき，当初予定をしていた法務省の会場から日本弁護士連合会

に後援していただいて，日本弁護士連合会の会場に変更させていただき，本日の講演が実現

しました。日本弁護士連合会の皆様の御協力に，心から感謝いたします。どうもありがとう

ございました。 

【司会（亀卦川）】 ありがとうございました。 

 それでは，これで本日の講演会を終了させていただきます。 
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中国民事訴訟法専門家による講演会 ＜大阪会場＞ 

 

平成21年3月19日（木） 

午後2時 ～ 午後5時 

 

開  会 

【司会（亀卦川）】 それでは，開演に先立ちまして主催者側から法務総合研究所を代表いた

しまして国際協力部の部長の赤根よりごあいさつを申し上げます。 

 

法務総合研究所国際協力部長あいさつ 

赤根智子 

【赤根】 本日はお忙しい中お越しいただきまして，誠にありがとうございます。法務省法

務総合研究所国際協力部長の赤根と申します。本講演会開催に当たり一言ごあいさつ申し上

げます。 

 この講演会は，財団法人国際民商事法センター―英語の略称でICCLCといいますけれども

―との共催によるものです。この場をお借りして改めてICCLCの皆様方の力強い御支援に対

し御礼申し上げます。また，日本弁護士連合会の御後援を頂いていることを改めて御披露さ

せていただきます。 

 さて，当研究所はJICAによる中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクトにICCLCとともに

協力してまいりました。同プロジェクトを推進するためにも日中の民事訴訟法を比較研究す

ることは不可欠であります。そこで今回いずれも中国を代表する民事訴訟法学者の清華大学

法学院，張衛平教授及び北京師範大学法学院，劉栄軍教授のお二人をお招きし，東京と大阪

において講演会を開催し，我々の研究の一環とすることといたしました。 

 3日前の16日には，東京会場で張教授による講演会を開催し，大盛況のうちに終了いたしま

した。本日は大阪で，劉教授に「中日民事訴訟法についての比較」と題して御講演いただき

ます。 

 劉教授は一橋大学への留学経験をお持ちであり，現在は北京師範大学法学院教授をされて

おり，中国法学会民事訴訟法研究会副会長としても御活躍され，また，日中両国の民事訴訟

法に関して理論的かつ実践的な多くの論文等を書いておられます。従いまして，日中どちら

の立場からも，また，研究者のみならず実務家にとっても興味深いお話が伺えるものと楽し

みにしております。 

 本日は，さきに述べました中国民事訴訟法等に関するプロジェクトの国内支援委員会の委

員長である一橋大学大学院法学研究科，上原敏夫教授，さらには同委員会委員の大阪大学大
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学院高等司法研究科法学部の池田辰夫教授，同じく大東文化大学法学部法律学科の金春専任

講師にも会場までおいでいただいており，後にコメントを頂けると聞いております。 

 本講演会が多くの方々の協力と熱意に支えられて実現したことに対して改めて深く感謝申

し上げるとともに，この機会が私どもを含め会場の皆様，また日中両国の民事訴訟制度の発

展にとりまして有意義なものとなることを期待し，私のあいさつとさせていただきます。 

 どうもありがとうございます。 

【司会（亀卦川）】 それでは，これより講演を始めさせていただきます。 

 それでは，最後まで御静聴ください。 

 劉教授，よろしくお願いいたします。 



 

ICD NEWS 第40号（2009.9） 41 

講  演 

「日中民事訴訟法についての比較」 

北京師範大学法学院教授 劉 栄 軍 

【劉】 ただいま御紹介いただきました中国の北京師範大学法学院の劉栄軍でございます。

今回は法務省法務総合研究所にお招きいただきまして，大阪でこの演題について話をさせて

いただくことを誠にありがたく存じます。 

 本日の私の演題は「中日民事訴訟法の比較研究」という大きなテーマでございます。 

 （次頁から，劉教授の御講演に際して，演題の参考資料として配付された劉教授の「中日

民事訴訟法比較研究」についての論文を掲載します。） 
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中日民事訴訟法比較研究 

 

劉栄軍  

 

序言 

この研究の背景 

 １ 中国民事訴訟法の改正 

   2004年3月，中国全国人民代表大会（以下「全人代」という。）第十期大会第二次会議

において，全人代常務委員会は，刑事訴訟法，民事訴訟法及び行政訴訟法のいわゆる“三

大訴訟法”の改正を立法日程に取り組むことが報じられている。2005年8月，全人代常務

委員会所属の法制工作委員会（法工委と略称されている）の王勝明副主任は，記者会見

で，「当委員会は“三大訴訟法”の立法改正作業に取り組んでいるところで，関連改正手

続がいよいよ始まる。」と語っている。*45本来，全人代の立法計画においては，“三大訴

訟法”を全面的に改正するつもりであったが，幾つかの事情があって*46，刑事訴訟法と

行政訴訟法の改正が先に延ばされ，民事訴訟法の改正も，再審と執行という二つの部分

の一部改正にとどまった。しかし，もともと計画していた改正作業，つまり全体の改正

をなお続けるべきであるという考えで，全人代の法制工作委員会は，民事訴訟法の全面

改正作業を継続している。 

 

 ２ 日本の中国に対する立法支援 

   このような事情の中，日本の独立行政法人国際協力機構（JICA）は，中国に対する立

法支援を行い，このうち，民事訴訟法と仲裁法ともこの支援の対象となっている。また，

JICAの中国民事訴訟法立法支援というプロジェクトの責任者たる上原敏夫先生から，プ

ロジェクトに関連する資料収集及び研究が依頼され，当研究を始めている。 

 

 ３ 学問的見地 

   個人としては，日本で8年間の留学経験を持って，1995年中国に帰国してからも，日本

とのパイプを持ち続け，さらに日本で学んだものを中国に生かして多少でも成果を上げ

ている。学問の見地から，法務省法務総合研究所，JICAの中国民事訴訟法立法支援プロ

                            
    中国北京師範大学法学院教授。 
*45 ＜人民日報＞2005年11月9日，第13面。 
*46 かような事情は，民法物権法の制定が大きく遅れ，全人代は手が回らない状態に陥ったということのよ

うである。 
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ジェクトを助けることは当たり前のことだと考えている。 

   以下では，中日民事訴訟法比較研究について，幾つかの課題に絞って展開していく考

えである。 

 

第１ 近代から現代までの民事訴訟法の歴史沿革 

 １ 日本の場合 

   日本の近代及び現代の民事訴訟法は，日本固有の法律と無関係に，明治維新後のヨー

ロッパ諸国の法制の継受の一部として制定された。民事訴訟法の制定は，明治9年（1876

年）から始まり，ドイツ人テッヒョーに立案を委託し，1886年に訴訟法草案ができた。

何度もの審議と修正が加えられたその後，1890年に制定，公布され，1891年に日本の近

代的な民事訴訟法が施行された。 

   明治民事訴訟法が施行された後，1926年に全面的に改正され，より近代的な民事訴訟

法典が成立した。その後，1964年，1979年，1989年など数度にわたって改正が行われた。 

   現行民事訴訟法は，1996年に改正が行われ，1998年に施行された。 

   沿革から見れば，日本の民事訴訟法は幾つかの特色が挙げられる。 

   まず，日本民事訴訟法が歴史の中で，主に1891年，1926年，1996年にわたってそれぞ

れの時期において民事訴訟法が制定，又は改正された。なお，民事訴訟法の制定あるい

は改正に当たって，それぞれの制度内容を取り入れ，訴訟手続の処理に当たっていた。

1891年の民事訴訟法は，ドイツ法を模範にして作られ，当事者主義等の理念及び制度を

導入し，日本社会になじまないため，訴訟遅延の一因とされていた。1926年の民事訴訟

法は，職権証拠調べ，当事者の交互尋問制度を取り入れた。また，1996年の民事訴訟法

では，争点整理，証拠の集中取調べなどの制度を設置した。ということは，当時の日本

の社会事情に照応して作られたと思われる。 

   次に，外国法の継受が見られる。最初にドイツ法を継受し，第二次大戦後アメリカ法

をも継受した。 

   また，民事訴訟法を中心とする紛争解決に関する手続法ができている。つまり，民事

訴訟法を中心に，破産法，仲裁法，強制執行法，民事保全法などの法律が制定されてい

る。 

 

 ２ 中国の場合 

   中国における近代的な民事訴訟法の制定は，清王朝末期の1910年にさかのぼることが

できる。それ以前の時代においては民事訴訟法という法律は制定されなかった。清王朝

末期において，政府は外国列強の圧力で，変法を進め，政権の延命を図った。そのうち，

法律を新しく作る作業が急速に行われた。日本の松岡正義を立法顧問にして，1910年12

月に，日本とドイツ民事訴訟法に倣って民事訴訟法草案を完成した。しかし，審議をま

だ行っていないうちに，清王朝は覆され，民事訴訟法は，公布されなかった。 

   時代が中華民国に入ってから，1935年2月，政府は民事訴訟法を制定，公布した。その
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他の法律の制定のように，民事訴訟法はドイツ，日本などの国の民事訴訟法を参考にし

ながら，中国の伝統をも考慮して作られた。1949年中華人民共和国が成立後，新政府は

この法典を破棄した。 

   1949年から1982年の間に，法制無視の影響で，中国全体は法律制度の制定がほとんど

行われていなかった。1978年から，中国は改革開放の方針を採り，同時に法制度の立て

直しを急いでいる。1978年から，刑法，刑事訴訟法等の法律が制定され，1982年3月，第

五期全人代常務委員会は中華人民共和国民事訴訟法（試行）（以下「民事訴訟法（試行）」

という。）を審議の上採択し，1982年10月から施行するようになった。1991年，全人代は

民事訴訟法（試行）に基づいて，正式な中華人民共和国民事訴訟法（以下「民事訴訟法」

という。）を公布した。2007年に民事訴訟法は部分改正されて，2008年4月1日に施行され

た。 

   沿革から見れば，中国民事訴訟法の立法の特色は，以下のようにあると思われる。 

   第一に，100年余りにわたって，中国の民事訴訟法の立法は，中国の政治，社会の変化

に応じて制定されなかった。 

   第二に，中国の各時代の民事訴訟法の制定は，それぞれ外国の民事訴訟法の一部を継

受した。1910年の民事訴訟法草案は日本とドイツ，1936年の中華民国政府の民事訴訟法

はやはり日本とドイツ，1982年の新中国の民事訴訟法（試行）は主に旧ソ連，1991年の

民事訴訟法は，旧ソ連の影響を引き続き受けながら，同時に日本，ドイツ及び中国台湾

の民事訴訟法をそれぞれ継受したと考えられる。 

   第三に，中国の現行民事訴訟法は，執行，保全などの機能をも同時に果たしている。 

 

 ３ 中日民事訴訟法の歴史的遭遇 

   中日民事訴訟法の歴史沿革を考えれば，両国の法文化の交流によって出会うことにな

ったと思われる。 

   近代以降，中国社会はだんだん下り坂の段階に陥り，社会の変化も緩やかに進められ，

法律制度に対する姿勢は極めて冷たいと思われる。しかし，立法，特に民事訴訟法の制

定に当たり，日本等の外国から制度の内容を継受した。つまり，中国の法制度，特に民

事訴訟法制度は日本に恵まれた一面があった。これは，法文化の交流のその原因が探ら

れる。 

   日中両国の法文化における交流は，近代以降になって非常に盛んであった。総じて見

ると，この交流過程は，実質的に中国が日本に近代及び現代の法文化を学ぶ過程とも言

える。  

   中国が組織的に国費留学生を日本へ送り込むことは，当時の清政府によって1896年か

ら始められた。10年という割と短い期間内で，8000人を超える留学生を日本に派遣した。

そのうち，法学，政治，軍事を専攻した学生の数は半分以上を占めていた。その後も留

学生を派遣し続け，その中から中国近代に多大な影響を与えた人物が輩出した。例えば，

梁啓超，孫文，周恩来，蒋介石はその代表と言える。なお，法学を専攻した留学生のう
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ち，沈鈞儒，呉玉章，董必武，張友漁，顧明等は，新中国の立法，司法に関与し，貢献

した。*47日中両国法文化に関する交流をまとめてみると，以下のような幾つかの特徴が

挙げられる。 

  (1) 近代における法文化交流は，主に中国が日本から文化を吸収することになった。特

に，19世紀の末，清政府の末期において，清政府は日本人の松岡正義，岡田朝太郎等

を立法顧問として北京に招へいし，立法を指導させていた。そのときから，中国は法

律システムを封建的な法から，形式的に近代法へ転換を図るようになった。それまで

の法律は刑事法と民事法が混在する構造であったが，そのときから刑事，民事法を含

む諸法の区分及び法典化が進められた。*48 

  (2) 中国は，日本の法文化を掛け橋として西洋の法文化に接触し，受け入れられた。近

代以降の日本法は，明らかに西洋法文化の影響を強く受けてきた。中国が，初めて西

洋法文化に接触できたのは，直接的に西洋からではなく，間接的に日本を経由する経

緯があった。現在の中国法システムの中で，西洋の法律用語から日本語に訳された法

律用語が，そのまま中国語に移されているものがある。例えば，民法，憲法，刑法等

の法律用語がこれに当たる。 

  (3) 中国が日本から法文化を摂取する過程は，最初の法典の制定などから次第に法学，

法思想までだんだんと内容が広がる過程であった。近代の日中法律交流は，当初の応

急措置として日本から法律を“輸入”するように思われたが，現代になってから，法

律と法学及びこれらのものの中に潜んでいる文化まで法の精粋を吸収する結果とな

っている。*49  

    近代（中間一時期中断），現代の法律文化交流を通じて，中国は，漸次に自己として

の法システムを築き上げたが，にもかかわらず，日本法を代表とする大陸法系の特色が

中国法制度に強く付いている。もちろん，文化が交流と融合の中で中国自身の特徴を表

現するのもいうまでもない。 

    前述通りに，100年以来，中国の法律，特に民事訴訟法の生成，発展は，日本との法

文化交流の中で恵まれたものであって，100年後の現在，中国民事訴訟法の改正に当た

って，また日本からの法律改正の援助を受けながら，進められていく見通しとなり，こ

のような歴史的な出会いは，偶然とは言えず，両国の文化の繋がりの強さを証明してい

ると思われる。 

   

                            
*47 中華人民共和国成立された後，董必武氏は国家主席，張友漁，顧明氏は全人代常務委員会主任を担当さ

れた経験があってそれぞれ中国の立法に役立っていた。 
*48 李貴連：《近代中国法律の変革と日本からの影響》，187－193頁（劉俊文，池田温編：《中日文化交流

史大系（2）》，折江人民出版社1996）。 
*49 拙作：《法観念の変化から見た中日法文化交流の未来》，《文化による日中共同発展の道路を切り開く》

43－45頁（世界知識出版社，1999年）。 
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第２ 民事訴訟法の基本的枠組み 

 １ 日本の場合 

   日本の民事訴訟を規律する法律には，主に民事訴訟法が主として訴訟と裁判手続を規

定しているが，その他に，人事訴訟法（2003年），民事執行法（1979年），民事保全法（1989

年），破産法（1922年，2004年改正）などの法律は，それぞれの紛争類型に対応して機能

している。また，家事審判法（1947年），民事調停法（1948年），民事訴訟費用に関する

法律（1971年）等の法律は，訴訟関連の事件や事項を扱うことになっている。なお，最

高裁判所によって制定された民事訴訟の継続審理に関する規則（1950年），家事審判規則

（1947年），特別家事審判規則（1947年），民事調停規則（1948年），民事執行規則（1979

年），民事保全規則（1989年）などは関連手続を規律するものとして機能している。 

 

 ２ 中国の場合 

   中国の民事訴訟法の構成としては，主に三つの部分から成り立っている。 

   まず，1991年に制定され，2007年に一部改正された現行民事訴訟法は，民事訴訟法の

主要部分を占めている。 

   そして，実体民事法律の中に含まれる訴訟法規も構成部分とみなされる。このような

法律としては，民法通則，婚姻法，契約法，物権法，著作権法，特許法，国家賠償法が

挙げられる。その中で，特に訴訟要件関係，証拠能力関係の規定が多く含まれている。

したがって，中国の民事訴訟法を研究するには，実体民事法律の訴訟に関する規定を見

逃してはならない。 

   さらに，中国の特色とも言われている最高人民法院の司法解釈である。中国では，判

例法を尊重する国ではなく，また，二審終審制度を採っているため，大部分の訴訟事件

は高級人民法院で終審となり，最高人民法院によって終審させる事件の数は限られてい

る。よって，最高人民法院が事件の最終審理によって法律の統一を図るという体制は存

在していないため，この不足を補う措置として，最高人民法院はほぼ法律の制定後まも

なく，法の適用に関する事項，又は法律問題等に関する解釈を出すことになる，いわゆ

る“司法解釈”である。例えば，「中華人民共和国民事訴訟法」適用の若干問題に関する

意見（以下「民訴意見」という。），最高人民法院民事訴訟証拠に関する若干規定，人民

法院借貸事件の審理に関する若干意見及び2007年に民事訴訟法が改正された後2008年に

公布した「適用民事訴訟法」審判監督手続に関する若干問題の解釈，「適用民事訴訟法」

執行に関する若干問題の解釈などが，それである。しかも，最高人民法院は個別的事件

に対する法律手続問題の返答（行政機関は土地紛争の解決についての決定が確定した後，

当事者一方が不履行なので，相手方が民事権利の侵害によって起訴してはいけないこと

に関する返答1991年7月24日（90）法民字第2号）と普通の事件に対する特定手続問題の

解釈，例えば第一審の離婚判決が確定した後，証明書を出すべきに関する通知（1991年9

月27日法（経）復（1991）5号）など，これらの司法解釈も中国民事訴訟法規の非常に重

要な部分であって，広義の民事訴訟法の構成部分だと考えられる。 
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   最高人民法院の司法解釈に関して，留意すべきところは二点ある。第一点は，最高人

民法院の司法解釈には，大体一般的な法律又は事実問題に関するものが多いが，中には

個別事件に関する返答や回答も少なくない。第二点は，司法解釈は，場合によっては，

現行民事訴訟法を突破して，解釈規範と解釈された法律自体と矛盾するところはよく見

られる。 

 

 ３ 最近十年間の改正 

   最近の十年間で，中日両国は共に民事訴訟法に対する改正が行われた。 

   日本の主な改正は2003年に行われ，集中審理，起訴前の証拠収集手続の強化，専門訴

訟に対応する専門家委員会の設置等の制度を設立した。また，裁判組織として，知的財

産高等裁判所を設置した。 

   中国では，民事訴訟法に対する2007年11月改正の中身は，再審及び執行に関するもの

であって，再審事由の具体化，執行能力の強化等の変化が目立っている。 

   なお，法律改正ではなく，法律の解釈として，実際に法律改正の役割を果たしている

司法解釈の中には，民事訴訟証拠に関する若干規定（2002年），民事事件の簡易手続の適

用に関する司法解釈（2003年），人民法院民事調停工作に関する若干規定（2004年）等の

重要法律解釈は，民事訴訟法典として規定されていない幾つかの重要な制度を規定して

いる。例えば，民事訴訟証拠に関する規定には，証拠提出期限の設定が規定され，民事

事件の簡易手続の適用に関する司法解釈では，家事紛争，交通事故による紛争，宅地に

関する紛争等の六種類の紛争に対して，訴訟に入る段階で，調停前置を要求している。 

 

第３ 中日民事訴訟制度の基本構造における異同 

 １ 基本原則における異同 

   中日民事訴訟法の構造では，日本が総則を置いていないのに対し，中国が総則を規定

している。したがって，民事訴訟法の基本原則に関する規定は，日本の場合には各条項

に散見しているが，中国の場合には集中的に総則編に規定されている。基本原則につい

ては，両国の民事訴訟法は共に公開主義，処分権主義，弁論主義等を規定しているが，

異なるところは，以下の点である。 

  (1) 日本の場合 

    ア 信義則 

      日本民法第1条は，信義則について規定しており，民事訴訟法第2条も「当事者は，

信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」と規定している。なお，

信義則と絡んで真実義務が強調されつつある。 

    イ 当事者主義と職権主義の交錯 

      日本民事訴訟法第159，179条などは，当事者主義の基本たる弁論主義を規定して

おり，当事者主義は，審理手続を構成する訴訟行為の主体を当事者とするもので

あり，なお，第89，151－155条，148，149条などの条文は，訴訟手続の進行に関
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する訴訟指揮権限を裁判所に付与することになっている。このような当事者主義

と職権主義とが交錯して訴訟手続を進めることになる。 

  (2) 中国の場合 

     中国でも，現民事訴訟法が1991年に成立した後，学者は90年代半ばごろから信義則

及び当事者主義の導入をも唱えている。信義側はほぼ一致して認められるのに対し，

当事者主義に関して，同調する学者が多いのに，なお分岐，異論は存在している。学

者は中国民事訴訟における強すぎる職権主義を批判するとともに，当事者主義の導入

を提唱している。特に張衛平先生は当事者主義の最初の提唱者として，大きく中国の

民事訴訟法学に影響している。 

     しかし，張先生は当事者主義を民事訴訟のモデルとすると主張していて，職権主義

との関連を無視する面があり，関連制度にすれば中国の事情になじまないと言われて

いる。現在の中国では，一部の学者はドイツで提唱されたことのある協同主義を主張

し，ある学者は，政治的なスローガンをそのまま援用し，“調和のとれた訴訟モデル”

を主張している。 

     中国の特色を有する民事訴訟原則として，検察機関の民事訴訟への関与原則，及び

法院による調停原則がある。 

    ア 検察機関の民事訴訟への関与というものを中国では“検察監督原則”としている。

これは，憲法との関係がある。憲法は，検察機関は中国の法律実施を監督する機

関と位置付け，法律の施行に関することをすべて監督できると規定されている。

具体的な制度措置として，人民法院の効力の生じた裁判に対して「抗訴」という

形で再審手続を開始させることができる。また，近年，一部の地方検察院は，公

益訴訟への関与を積極的に行い，原告として法院に提訴し，国や社会に関する公

共利益を守るため訴訟を追行するケースがしばしばある。 

    イ 本来，日本の民事訴訟において，和解という制度があり，当事者は訴訟進行の中

で，お互いに許して和解する，あるいは，裁判所の調停によって和解で訴訟を終

了させることができる。 

      中国の民事訴訟制度には，人民法院の調停による和解という制度が設けられず，

当事者の和解は，当事者間でお互いに訴訟を終了させる合意をし，訴訟を取り下

げるという形を取ることになる。法院による調停，つまり“法院調解”というの

は，法院によって調停文書が作られ，判決書と同様な効力が生じ，訴訟を終了さ

せることができる。関連する内容は，両国のADR制度に関して，なお論術を行う。 

 

 ２ 管轄制度における異同 

   管轄制度においては，両国の制度には，共に事物管轄，土地管轄，指定管轄，合意管

轄などが含まれている。異なるところは，以下のとおりである。 

  (1) 管轄における裁判所権限の違い 

     これは主に指定管轄における違いを指している。 
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     日本の指定管轄では，管轄裁判所が明らかにならない場合には，当事者の申立てに

基づいて，関係裁判所の直近上級裁判所が，決定の形式で管轄裁判所を指定すること

ができる。 

     中国の場合には，裁定管轄という形で，この中には更に移送管轄，指定管轄及び管

轄権移送という種類に分けられている。移送管轄は，法院が民事事件を受理した後，

受理法院が自己が当該事件に対する管轄権を持たないことに気付いた場合には，管轄

権があると思われる法院に事件の管轄を移送することを指す。指定管轄は，事件が移

送された法院が自分も管轄権を有しないと確認することや，管轄権のある法院が，あ

る特別の原因で管轄権が行使できない（例えば全員が除斥，忌避又は回避を申し立て

られた場合），又は複数の法院が管轄権を争い，管轄権が確定できない場合，これら

の法院の共通の上級法院によって管轄権を行使する法院を指定することができると

いうことを指している。管轄権の移送は，上級法院の決定又は了承によって，事件を

管轄権のある法院から管轄権のない法院に移送することを指す，中国民事訴訟法では

“管轄権の転移”と規定している。この移送は，上級と下級法院の間に行われる。 

  (2) 審級管轄における違い 

     日本の審級管轄は，いずれの種類の裁判所が第一審の受訴裁判所となり，その裁判

所の判決に対する上訴についていずれの種類の裁判所が管轄を持つかということを

指している。 

     中国の場合は，上級法院の権限が過大のため，審級管轄において，理論的には，上

級法院が管轄地域内の事件に対して管轄することができるので，自ら第一審受訴法院

とすることができる。特に，最高法院は，理論的に第一審受訴法院となり得るため，

当事者の上訴する権利がはく奪されるのではないかと疑問視されている。 

  (3) 事物管轄に関する違い 

     日本の場合には，事物管轄について，主として，簡易裁判所と地方裁判所が第一審

裁判所として分担する。高等裁判所は，専属管轄について第一審裁判所としての事物

管轄を与えられる場合がある（公職選挙法第203，204条，私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律第85，86条）。また，裁判所法第33条の規定により，訴訟の目

的物の価額が140万円を超えない請求について，簡易裁判所の管轄とされている。そ

れ以外の請求については，地方裁判所の管轄と規定されている。 

     中国の場合，法院の体制は基礎，中級，高級，最高法院という制度が設けられ，事

件の性質や事情によって，各級別の法院はいずれも第一審法院となることがあり得る。 

     また，訴訟の目的物の価額に基づく第一審法院の管轄は，各地方の法院が当該管轄

地域の社会経済事情に応じて一定の価額を最高法院に提出し，最高法院によって確定

されている。というのは，中国国土の地域が広く，各地域の経済事情も異なり，それ

ぞれの地域の経済事情に応じて価額を確定することは適当だと判断されるためであ

る。 
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 ３ 審理制度における異同 

   訴訟事件に関する審理制度について，中日両国の制度もかなりの差異が見られる。 

  (1) 準備手続の設置について 

     1996年の日本民事訴訟法は，訴訟手続がスムーズに進行できるため，争点整理手続

を導入し，なお，2003年の法改正では，証拠収集手段の充実制度を取り入れている。

争点整理手続においては，準備の口頭弁論，弁論準備手続，及び書面による準備手続

という三つの方式が認められている。裁判所の主宰のもと，これらの手続は，当事者

間で争う争点を整理，圧縮して，裁判所が効率的な証拠調べを実施することが可能に

なる。 

     中国では，現行民事訴訟法では，かような準備手続を規定しておらず，2002年，最

高人民法院は，民事訴訟証拠に関する若干規定の中で，初めて法院の主宰の下で当事

者による証拠交換，争点明確という手続を設置したが，この規定に様々な問題があっ

たため，現在は余り適用されていない。 

     したがって，実務において，当事者との間，法院自体は，審理前の準備として，実

際には各自が行うことになり，つまり，審理の準備と開廷審理とは明白に区別されて

いない。もし，区別があるとすれば，合議体で事件を担当する場合には，準備の段階

での証拠交換などは，一人の裁判官により手続の進行を指揮することになり，第一回

の開廷の時，合議体の裁判官全員が出席しなければならないという区別があろう。し

かし，実際には，当事者の請求に関する争点や証拠の絞りが行われないのが実情であ

る。 

  (2) 審理の方式について 

     日本の民事訴訟審理方式に関して，口頭主義，直接主義，集中審理主義と平行審理

主義，当事者主義と職権進行主義，適時提出主義と法定序列主義などの原則が規定さ

れ，これに対して，中国では口頭主義，平行審理主義などの原則を規定している。訴

訟資料と証拠資料の提出について，2002年の最高人民法院の民事訴訟証拠に関する規

定では，法定序列主義を規定しているが，当該規定の適用する余地が少なくなる現在，

随時提出主義が復元する兆しが見られる。 

 

 ４ 証拠制度における異同 

   証拠制度について，中日両国の民事訴訟は，主に以下の二点に違いが見られる。 

   第一に，証拠の収集に関する違いである。 

   日本の場合には，事案の解明は当事者の責任とされ，証拠の収集も主に当事者責任と

されている。同時に，文書提出命令，弁護士照会及び当事者照会という制度が設けられ

ている。 

   中国の場合には，証拠の収集手段として，当事者の自己収集と客観的な原因によって

当事者が収集できない場合には申請によって法院が収集することになる。文書提出命令，

弁護士照会といった制度が置かれていない。また，民事訴訟法は，証拠を持つ証人や第
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三者や関連機関に証拠を提出する義務を負わせているが，実際には，協力しない場合は

よくあると伝え聞いている。なお，当事者が客観的原因で自らや弁護士によって証拠収

集できない場合には，法院に証拠調べの申請をして，認められる場合には，法院が証拠

の収集（いわゆる取調べ）に動き出すことができる。これにもかかわらず，法院の証拠

取調べに応ずる証人や機関が少ないそうである。 

   第二に，証拠及び事実判断に関する違いである。 

   日本の場合には，証拠による事実認定を行う際に，自由心証という原則を規定してお

り，裁判官は，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を自由な心証に従って評価するこ

とができる（日本民事訴訟法第247条）。 

   中国の場合には，民事訴訟法は裁判官の証拠及び事実に対する認定又は判断に関する

原則を規定しない。*50これゆえ，証拠の採否の原則は実は自由心証であると考えている

学者はいる。最高人民法院「民事訴訟証拠に関する若干規定」の第64条は「裁判人員は

法定の手続に応じて全体的，客観的に証拠の審査を行い，法律の規定を踏まえて，法官

の職業道徳に従い，論理的推理と生活経験を用い，証拠能力の有無や証拠力の強弱に独

立に判断を行い，判決に関する理由と結果を明らかにしなければならない」と規定して

おり，条文の文言から読めば，自由心証主義を採用するように見えるが，しかし，実際

の適用に当たって，本当に自由にできるか否かが疑問視されている。なぜならば，再審

制度の利用状況から見ればこのような疑問が正しく思われる。全国では，最近10年間で

再審事件の数は20数万件に上がり，再審によって元の判決が破棄された件数も毎年6万件

余りに上っている。つまり，元の判決の生成過程においての事実認定などには問題が大

きく存在したと考えられる。私は，中国裁判における証拠及び事実の認定を裁判官の御

都合主義と称している。 

 

 ５ 民事執行制度における異同 

   本来，日本は1979年に民事執行法を制定してから，審理手続と執行手続の分離が実現

されたが，執行に関する訴訟について，民事訴訟の手続をなお適用することになってい

る。また，中国では，執行手続を今でも民事訴訟の中に規定しているため，執行手続に

ついて簡単に両国の違いを申し上げる。 

  (1) 執行手続を規律する法律の違い 

     これは，既に本文の第一部分において議論をした。 

  (2) 執行機関の違い 

     日本の執行機関は，裁判機関とは独立した司法機関である。私法上の給付請求権に

ついて判断し債務名義を出す裁判機関と，債務名義に基づき執行手続を行う執行機関

とが分離されているのは，執行手続において迅速かつ効率的に権利の実現を行うため

である。また，執行機関が執行裁判所と執行官に分化している。これは，法律判断を

                            
*50 中国民事訴訟法は「人民法院は，法定の手続に従って，全面的，客観的に，事実を証拠審査しなければ

ならない」（第64条第1項）としか規定していない。 
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要する行為は裁判所に，実力行使を含む行為は執行官に担当させ，それぞれの素質や

特性に適合した責任を分担させるためである。 

     中国の場合，執行機関を法院の中に設置し，法院の支配の下で執行をしている。最

高人民法院の執行機関は執行事務室で，下級法院に対し具体的な業務指導を行う職能

を持っている。下級法院では，執行局を設けて，執行執務に当たっている。また，執

行において法律判断を要する場合には，執行担当の裁判官によって判断を行い，つま

り，法律判断と実力行使する機関は同一である。 

  (3) 執行不服救済制度の違い 

     日本民事執行法には，当事者や第三者は執行に対する不服があった場合には，幾つ

かの執行救済制度が設けられている。これは，第11条の執行異議，第35条の請求異議

の訴え，第32条の執行文付与等に対する異議の申立て，第33条の執行文付与の訴え，

第34条の執行文付与に対する異議の訴え，第38条の第三者異議の訴え，第90条の配当

異議の訴えなどである。利害関係人は，それぞれの事情に応じて各救済手段をとるこ

とができる。 

     中国では，かような救済制度として，執行異議と第三者の異議などが設けられたが，

利害関係人は，直接訴えを起こすのではなく，ただ法院の執行行為に対して，異議を

申し立て，法院は申立てに対し審査を行い，許可するか否かの判断を下す。 

     現在の中国民事執行制度の利用率については，非常に高いといわれている。受訴さ

れた事件の件数の，三分の一相当の裁判事件について，当事者は法院に強制執行を申

し立てる。これは，当事者が自動的に判決の通りの債務を履行せず，強制執行機関の

執行を余儀なくしている。 

 

第４ ADR制度利用に関する異同 

 １ 裁判外におけるADR 

  (1) 日本の場合 

     日本の訴訟外でのADRは，行政機関や独立した委員会に関連している機関と民間

機関との区別がある。行政機関や独立した行政委員会としては，公害等調整委員会，

国民生活センター，消費生活センター，労働委員会 ，紛争調整委員会，労働相談情

報センター，建設工事紛争審査会などが挙げられる。  

     民間機関については，裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行（2007

年4月1日）により，本法により紛争解決機関の認証を行うことになった。ちなみに認

証第1号は，スポーツ仲裁機構（2007年6月6日認定）であった。その他は，日本弁護

士連合会交通事故相談センター，業界団体，消費者団体など，国際商事仲裁協会，日

本海運集会所，交通事故紛争処理センター，PLセンターなどが挙げられる。  

     日本では，裁判の欠点を補い気軽に利用できる紛争解決の手段をということで「裁

判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ADR法）を定めて司法制度改革の一

貫としてADRの推進が目指されている。 推進が始まったきっかけは司法制度改革審
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議会の「司法制度改革審議会意見」でADRが裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう

拡充，活性化が必要であるとし，「関係機関等の連携強化の促進」と「総合的なADR

の制度基盤及び仲裁法制の整備」を提唱したことである。 

  (2) 中国の場合 

     中国では，裁判外におけるADRについては，主に四種類がある。第一に，人民調

停委員会による人民調停である。第二に，仲裁委員会による仲裁である。第三に，各

行政機関に設けられる行政仲裁と調停である。第四に，各企業，会社内部に設置され

る労働紛争調停組織である。 

     中国では，人民調停委員会は，全国の各市町村の住民委員会に所属調停組織を設け，

100万人を超える仲裁員を有していると伝えられている。人民調停制度によって解決

された民事紛争や，軽微な治安に関する事件の数は，毎年1,000万を超える。従来，

この制度は裁判手続とのかかわりが緊密ではなかったが，制度の機能を十分に果たす

ために，最高人民法院は，2002年に人民調停協議による民事事件に関する審理の若干

規定を制定し，人民調停委員会によって作成された調停文書に執行力を付与すること

になり，人民調停と裁判との関連を強めている。つまり，人民調停委員会による調停

の結果として，調停協議が成立したが，どちらかの当事者が協議を自動的に履行しな

い場合には，相手の当事者は直接に調停協議によって法院へ訴えを起こし，法院が調

停協議の効力に関する判決を求めることができるとされている。法院は調停協議には

効力があると判断する場合には，義務を負うべきである当事者に調停協議に課せられ

る義務を履行しなければならないという判決を下すことになる。 

     中国の仲裁制度は，更に二種類に分けられる。一種類は内国事件を扱う仲裁制度で

あり，もう一種類は渉外事件を扱う国際仲裁制度である。内国仲裁制度は各省，直轄

市の首府都市に置かれ，主に民事と商事紛争事件の仲裁の仕事を担っている。国際仲

裁は，更に中国国際貿易仲裁委員会による仲裁と中国海事仲裁委員会による仲裁に分

けられ，それぞれ国際貿易に関する事件と海上運輸等に関する事件の仲裁の仕事を担

っている。 

     また，中国では，行政機関において，労働紛争仲裁委員会を設置し，労働者と雇主

との紛争の処理に当たっている。 

     そのほか，中国国務院は，企業労働紛争処理条例を制定し，各企業内において労働

紛争調停委員会を設置するように義務付けられている。 

 

 ２ 裁判所におけるADR 

   裁判所におけるADRという言い方には問題があるかもしれないが，審理手続と区別さ

れる点でこういう言い方を使わせていただきたい。 

  (1) 日本の場合 

     日本では，裁判所において，審理手続を経ずに行う調停には，簡易裁判所における

民事調停と家庭裁判所における家事調停とがある。 
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     民事調停は，簡易裁判所で，調停委員を挟んで話合いを行うもので，原告被告とい

う対立構造ではなく，申立人と相手方というように，あくまでも話合いをベースに置

くものである。民事調停には，特別な様式はないが，場合によって，調停申立書が簡

易裁判所に用意してあるので，必要なところに書き込むだけで簡単に申立てができる。 

     家事調停において，当事者が家庭裁判所で人事訴訟事件又は民事訴訟事件として訴

えを提起するには，家庭裁判所の調停による解決の努力を経た上でなければならない

（家事審判法第18条第1項）。つまり調停前置主義を採っている。これは「まず話合い

による解決の努力をしてからではないと，判決はもらえない」ということである。 

     また，家庭裁判所に扱われる特殊調停事件・一般調停事件では調停前置主義も採用

されている。  

     特に中国に示唆となるのは，日本の裁判所における調停と裁判との連携である。調

停が成立せず，2週間以内に訴訟を起こした場合，調停申立時に貼付した印紙を訴状

貼付の印紙に流用できる制度の存在や，民事調停について民法第151条を類推適用し

て，1か月以内に訴訟を起こした場合には時効が中断されるとする最高裁判所の判例

により，訴訟手続との連帯が図られている。また，当事者双方があと一歩のところで

話をまとめられない場合に，裁判所が「調停に代わる決定」をして，双方から2週間

以内に異議が出されなければ判決と同一の効力を持つ（異議が出されれば効力を失

う），という手続もある。 

  (2) 中国の場合 

     中国では，法院におけるADRは，裁判手続中に実施される調停である（法院調解

と称する）。裁判手続中に実施される調停は，その表現が示すように，裁判手続の一

部とみなされる。多くの場合は決して強制的手続ではないが，中国裁判所の判事は通

常，民事訴訟の審理中，両当事者の自主性という原則の下に紛争を調停しようと努力

する。調停においては，裁判所は両当事者が紛争を解決することを助けるだけであり，

合意に達することを強いることはしない。双方が合意に達したら，調停合意書に裁判

官及び裁判所書記官が署名し，裁判所の印影が押捺され，いわゆる調停書が作成され

る。裁判所により交付される調停書は，その形式や内容において裁判所の判決に類似

しているが，両当事者に送付され両当事者が署名することによって受け入れるまでは

効力を持たない。いずれかの当事者が署名することによって受け入れる以前に和解へ

の同意を撤回した場合には，調停書は無効となり裁判手続が再開される。裁判所によ

って交付され，その後に法的効果を得た調停書は，裁判所による判決と同一の法的効

果を持つが，それに対する上訴は認められない。これは主として，和解は両当事者が

相互の同意によって達せられたからである。いずれかの当事者が裁判所による調停書

の実施を拒絶した場合には，相手方当事者は裁判所に強制執行を申請する権利を持つ。 

     また，法院における調停には，訴訟のどの段階でも行われる。つまり，第一審手続

においても，第二審手続においても，更に再審手続（離婚判決を除き）においても調

停を行うことができる。 
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 ３ ADRにおける中日の違い 

  (1) 裁判所外のADRの違い 

     まず，調停組織における違いである。日本の場合には，調停組織は行政機関による

調停と民間調停及び仲裁組織による仲裁であり，配置から見れば，大体行政機関や業

界において調停組織が置かれる。これに対して，中国のADRは，民間や行政機関や

業界などにわたって遍在している。 

     次に，日本の場合には，特に民間の業界による調停組織などの設置は，一般的に自

動的に組織され，これに対して，中国では国務院の条例で企業に調停組織の設置を義

務付けている。調停に対する重視の態度を示している。 

     さらに，調停と裁判手続連携において，日本では，調停と裁判はほぼ独立した体制

をとっており，これに対して，中国では，人民調停委員会による調停で作成された当

事者の合意調書を裁判所の承認で執行力を付与することになる。 

  (2) 裁判所での調停における異なり 

     第一に，調停前置主義の採り方の異なりである。日本の場合には，簡易裁判所で民

事調停，家庭裁判所で家事調停を法律で規定し，これらの事件について，調停前置主

義を採用している。中国では，離婚事件について調停前置主義を採るほか，他の民事

事件については当事者の合意による調停を申し立てることができるし，又は法院によ

る調停の主宰に応ずることもできる。言い換えれば，離婚事件以外のその他の事件に

ついては，調停前置主義を採っていない。 

     第二に，調停と裁判手続の独立性があるか否かである。日本の民事調停や家事調停

には，裁判官ではない調停員によって調停を行われるが，調停が不調に終わった場合

には，訴訟審理手続に入り，裁判官によって審理を行うことになる。調停と裁判手続

は各自に独立している。一方の中国では，法院による調停はあくまでも裁判官の主宰

によって行われ，つまり，調停は審理の一方式にすぎない。 

     いずれにせよ，中日両国のADRに対し，積極的な姿勢で臨んでおり，制度的には

よりよくなっていく勢いを見せていると思われる。 

 

結語 

 １ 中国国家立法における民事訴訟法改正の位置付け 

   中国法制度の歴史から見れば，従来“重刑軽民”（民法より刑法を重視すること）及び

“重実体軽手続”（手続より実体を重視すること）という伝統が存在している。中国全人

代常務委員会の立法計画では，まず民法典の編さんを完成させてから，訴訟法の改正に

力を入れるということになる。したがって，これから何年間にわたって民事訴訟法改正

作業の準備をして，時期がきたら改正を行うことになろう。 

 

 ２ 中国民事訴訟法理論研究の立法における対応 

   しかしながら，民事訴訟の改正とはいえ，中国の民事訴訟学会及び実務界では，民事
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訴訟制度に関する理論研究には，いまだに準備不足と言わざるを得ない。これは，改正

の目的，改正の重点，改正の枠組等に関する認識が隔てるのみならず，重要な制度の基

本理念，原理についても異なる意見がしばしば見られる。しかも，同様な状況は立法機

関にも見られる。したがって，立法機関，学会及び実務界では，民事訴訟法の改正に関

する意見を統一する必要がある。 

   現在の段階では，学者から民事訴訟法改正学者意見草案が出されている。これからも，

立法機関はどのように改正作業を行っていくのか注目されるべきである。 

 

 ３ 日本からの示唆 

   日本の民事訴訟法及び制度と比べることによって，以下のような幾つかの示唆を得て

いる。 

   第一に，日本と中国の民事訴訟は，同じ法族に属しているように見られるが，各自の

国の事情を見ると，実に千差万別である。その異なる原因について，各自の国の実際的

な事情に求めなければならない。 

   第二に，近代中国において，中国は日本に学び，民事訴訟法を含む法制度を作り上げ

た。その後，中国が法を軽視した時期があったが，法制度が再び重視されるようになる

と，また日本及び諸外国に法制度を学び始めている。このうち，民事訴訟に限って言っ

ても日本の影響は否定できない。 

   第三に，民事訴訟法及び制度に関する研究において，日中両国の学者が共同で研究を

行う必要がある。これは，中国にとってのみならず，日本にとっても重要であることは，

認識されるべきである。というのは，様々な面における交流の中では，法文化の交流は，

政治，経済の交流に対する影響が極めて重要な位置を占めているからである。          
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日本側専門家コメント 

上原敏夫 一橋大学大学院法学研究科教授 

【司会（亀卦川）】 それでは，再開をさせていただきたいと思います。 

 それでは，上原先生よろしくお願いいたします。 

【上原】 上原でございます。御指名でありますので，まずは我々三名からのごく簡単なコ

メント，それから今質問書を提出していただきましたので，その回答ということで進めさせ

ていただきます。よろしく御協力ください。 

 まず，今日の講演の意義ということにつきまして，ごく簡単に申し上げたいと思います。 

 初めにも紹介がありましたように，2007年から日本と中国との間で中国の民事訴訟法・仲

裁法改善プロジェクトという法制度整備支援事業が開始されております。これは日本のJICA

と中国の全人代法制工作委員会との間で行われているものでございます。私は，日本側で内

容について検討する委員会の委員長を務めさせていただいております。本日お見えの池田教

授，金講師，そのほか有力な日本の民事訴訟法の学者数名の方がこの研究会に参加されてお

ります。 

 本日の御講演あるいは月曜日に東京で行われた御講演は，今申し上げましたJICAのプロジ

ェクトとは直接的には結びつかないものでありますが，しかしそれを補完する重要な役割を

果たしているものでございます。我々が全人代との間でこのプロジェクトを始めたときに常

に感じていたことがあります。プロジェクトのカウンターパートである全人代の立法担当者

というのは日本の場合とかなり違うようでありまして，若いころからずっとそこの部署で立

法を担当しているという方が中心のようでございます。日本の民事の立法であれば，法務省

が担当するとしても，例えば裁判官が一定期間法務省に行って担当することになりますが，

体制的にかなり違うようであります。 

 それから，その折の議論でもだんだんと明らかになってきたこととしましては，日本です

と法制審議会を中心といたしまして，立法に当たってはその事務当局，行政庁だけではなく

て裁判所，弁護士会，更に研究者というかなりのメンバーを集めていろいろな形で多角的に

議論がされて法律ができ上がるという体制になっているのですが，その辺も中国はかなり事

情が違うということがわかりました。 

 そういう中で，法制度整備支援を進めていくに当たって，正直言って，果たしてこの全人

代との間だけで協議をして議論していくということで，十分な支援ができるのかということ

につきまして不安に思っていたわけであります。そうしたところ，法務総合研究所の亀卦川

さんの御発案なのではないかと思いますが，今回中国の有力な二人の先生方に調査をお願い

するということになりました。さらに本日のように講演もお願いして，全人代とは直接かか

わりのない形で学者の方の自由な意見を聞くという機会を設けていただいたのは大変意義が

あることであったと思います。しかも，お二人の教授は日本に留学されておりますし，また，

中国はもちろん日本の民事訴訟法についてもかなりの程度の知識をお持ちでありまして，本

日の御講演にもありましたように，両国の比較，それも立法の歴史から始まって，判決手続

だけではなくて執行手続，さらにはADRといったことにまでわたって広範な形で比較をして
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いただき，非常に意義があったと思います。さらには，中国の民事訴訟法学会の様子なども

御紹介があり，これらもお二人に今回来ていただかなければなかなか分からないことであっ

たように思います。 

 指摘されたことで重要であったと思いますのは，法規範の在り方ということです。中国の

場合には，単に民事訴訟法という法典だけを見ていたのでは不十分であって，最高人民法院

の司法解釈というものが非常に重要な役割を果たしているということです。しかも，日本と

中国の審級制度の違い等との関係で，まさにその司法解釈というものの必要度が高いという

ことも指摘されておりました。 

 また，指摘されたことで興味深かったのは，実体を重視して手続は軽視するということで

す。日本でもかつてはそういうことがあったかと思います。実体法である民法の改正に比べ

れば民事手続法の改正につきましては，そのエネルギーの注ぎ方が少なく不十分な立法しか

これまでなされてこなかったというような重要な指摘がありました。 

 いずれにしましても，繰り返し申し上げますが，本日の劉先生の御講演によりまして，我々

日本側としましては中国の法律の問題点あるいはこれから改善していくに当たって注意すべ

きポイントというものについて，多くの示唆を受けることができました。大変意義のある講

演であったと評価しております。 

 それでは，私からのコメントはこの程度といたしまして，続きまして，池田先生からお願

いいたします。 

 

日本側専門家コメント 

池田辰夫 大阪大学大学院高等司法研究科教授 

【池田】 大阪大学の池田でございます。 

 先ほど劉先生から御報告いただいたことを踏まえて，私どもが中国の民事訴訟法を理解す

る上でのポイントを三つぐらいに絞ってお話ししようと思います。ただたくさん御質問いた

だいておりますので，そちらの方に時間を割きたいというふうに思っております。三点簡単

に申し上げます。 

 第一点は，先ほど上原委員長から御指摘ありましたように，比較対象になるそのルールに

ついて，司法解釈について当然対象にしながら考えていかなければいけないですし，日本で

も例えば明治の時もそうだったのですけれども，実体法の規定についても目配りをしていか

なければいけないという点が一点あろうかと思います。 

 それから二点目は，運用に係る問題でございます。東京の張先生の講義でも出てまいりま

したが，いわゆる地方保護主義との絡みなどもございまして，そういう法文化，非常に広い

意味でとらえた場合の法文化というようなことを踏まえた上で，そのルールが現状どういう

形で運用されているのかというのを見ていく必要があります。この点では，張先生の話の受

け売りになるわけですけれども，証人の出廷率が極めて低いといったことがあるようです。

それはルール上の制裁規定が欠けているという問題のほかに，司法に対するあるいは司法制

度に対する国民の信頼感とか，あるいは権威のようなものについてのある種の健全な感覚が，
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どうも日本とは違っているのではないかというようなところを踏まえておく必要があるので

はないかというふうに思います。 

 それから，先ほどの劉先生のお話の中で言えば，基本的な政治体制の問題が一つその背景

としてあろうかと思います。基本的にはやはり司法よりも行政が優位に立っており，特に全

人代を頂点とした行政を優位にした形で仕組みが成り立っているというところを少し踏まえ

て理解をしていく必要があろうかと思います。さらには，中国共産党のその指導権限のよう

な問題もあるわけでございます。 

 それから，これも劉先生から先ほど指摘いただいたところですけれども，中国は人口もそ

うですが，面積も極めて広大でございます。西部の内陸側についてはやはり東部の沿岸地域

とは違った経済格差等の問題があります。そういう非常に広い国土，その多様な文化を抱え

た中での統一したルールということなので，当然その運用面でどうなのかというところを踏

まえて考えていく必要があろうかと思います。 

 それから三つ目は，落とし穴というふうに言えば一番わかりやすいと思うのですが，私ど

もは中国と同じ漢字という文化で共通圏の中に住んでいるわけですが，ともすれば同じ漢字

ということで，その漢字を見たとおりのままに理解をしてしまいがちであるという点です。

それほど決定的な落とし穴ではありませんけれども，一点だけ時間の関係で絞らせてお話し

させていただきますと，中国で言う調解という言葉がございます。先ほども住民調解の話と

法院調解の話がございました。日本で私どもが普通に使っている言葉でいえば，法院調解は

明らかに訴訟上の和解のことを言っているということで，これを調解イコール調停というこ

とで理解してしまいますと，日本の裁判所の民事調停，家事調停と比べてしまうという間違

ったことになってしまいます。 

 そんなことも含めまして，同じ漢字文化圏である，ある意味では理解しやすい立場にある

わけですけれども，そのことが逆に理解を妨げるという大変厄介なところもあるというとこ

ろでございます。 

 ということで，私からはとりあえず三点申し上げました。 

 ともあれ，今日は本当に学会，それから弁護士会トップクラスの先生方にお集まりいただ

いたことに，心から感謝を申し上げます。 

 それから，いつも中国民訴法に関して御指導いただいている塚本先生にもお忙しい中，お

越しいただきましたことについて，御礼を申し上げたいと思います。 

 取り急ぎ，以上です。 

【上原】 ありがとうございました。 

 それでは，金さんお願いします。 

 

日本側専門家コメント 

金 春 大東文化大学法学部法律学科講師 

【金】 初めまして，大東文化大学法学部の金春と申します。 

 先ほど，上原教授より御紹介いただきましたが，現在，法務省法務総合研究所がJICAに協



60 

力して，中国の民事訴訟法の改正に対する法整備支援活動を行っておりまして，私も光栄な

ことではございますが，この活動のメンバーの一員として現在お仕事をさせていただいてい

るところでございます。 

 私は，およそ10年前に中国から日本に留学に参りまして，京都大学の山本克己教授のもと

で民事訴訟法，倒産法の研究をしてまいりました。ですので，時代的にはちょうど張教授や

劉教授が日本で留学を終えて中国に帰った後に来日したことになります。 

 さて，この10年間，御来場の先生方も御存じと思いますが，中国の民事訴訟法をめぐる事

情はめまぐるしく変化しておりまして，日本の研究に目いっぱい漬かった私は，中国に対す

る勉強不足を痛感しているところでございました。 

 その意味で，本日の劉教授の御講演及び先日の東京での張教授の御講演は，日本との比較

を視野に入れて中国の民事訴訟法の現状と改正の動向につきまして最新の情報を紹介するも

のとして，私にとっては大変勉強になるものでございました。ですので，私があえてコメン

トをつけ加えることは大変恐縮なこととは存じますが，差し当たり劉教授の御講演の内容を

ベースとして，その上に私自身この10年間，日中民事訴訟比較，民事訴訟法比較研究を行う

過程で感じましたこと，上原教授の御指導のもとで，法整備支援活動というお仕事をさせて

いただく過程で経験させていただいたもの，そして去年より，大東文化大学法学部で日本の

民事訴訟法の授業を担当し，基礎から日本の民事訴訟法をもう一度勉強するチャンスを頂い

ておりますので，そこで感じたものを踏まえて若干コメントさせていただきます。 

 まず，日中の民事訴訟比較を行うためには，その土台となる共通の手続構造原則が必要と

なります。本日の劉教授の御講演でもお分かりいただけますように，中国の民事訴訟法では

実体的真実の発見を中心に，そういった理念のもとで，例えば調停優先原則とか検察官の民

事訴訟への関与とか職権探知主義といった原則が採用されております。また，そもそも中国

では，裁判制度，裁判官制度の面で，例えば裁判官の独立面とか裁判官の素質の面とか，そ

ういった面で日本とかなり異なっております。例えば自由心証主義に対する制限や，第一審

の裁判所が具体的な判決をする前に第二審の裁判所の意見を仰ぐといった特殊な制度があり

ます。このように裁判制度と裁判官制度において様々な形で，日本と中国との違いが表れて

おります。 

 また，本日の劉教授の御講演では詳しく触れられておりませんでしたが，先日張教授が御

講演で触れていらっしゃいましたように，再審制度が中国でかなり異質なものとなっており

ます。例えば当事者による再審の申立てのほかに，裁判所の職権や検察庁の申立てによって

再審手続が発動されたり，再審事由となるものが，日本の上訴事由に当たるものを含め，か

なり広く認められています。不服申立ての制度となっている日本の再審制度とはかなり違う

ところでございます。私自身は再審制度が，まさに中国の民事訴訟法の特徴を集中的に表し

ているものではないかと前から感じておりました。 

 以上のような諸事情を考慮すれば，日中の民事訴訟法の比較を行うことはかなり難しい作

業であり，可能であるのかというふうに思われがちかもしれません。しかし，表面的なもの

にとどまらず一歩深く探ってみますと，その背後にはあくまでも共通点があることもわかり
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ます。例えば先ほどの再審制度に関連してですが，中国の民事訴訟法では既判力という用語

がなく，広い範囲で再審事由が認められるということで，中国の民事裁判は既判力がないの

ではないかと思っておられる方がかなり多いようです。私が10年前に日本に来た時に，本当

に日本の民事訴訟の先生方からいつもそのような質問を頂いたことを今でも覚えております。 

 しかし，再審事由は確かにかなり広いわけですが，だからといって中国の民事裁判におい

て判決が幾らでも覆されたり，再審理されるかというと，そういうわけではありません。や

はり一度確定した裁判は何らかの形で安定した判定をするものであって，そうでないと民事

訴訟で筋が成り立たないというふうに考えるべきです。そこで中国を再考してみると，一事

不再理という形ではありますが，既判力がきちんと関連づけられていることが分かります。 

 次に，中国は職権探知主義を採っており，日本の場合は弁論主義を採っているということ

でかなり違うという話も出てきますが，御存じのように日本でも弁論主義は採っております

けれども，その欠陥を釈明権，釈明制度によってかなり補われているところがあります。そ

うすると釈明権，釈明制度の研究によって，中国における職権探知主義と日本における弁論

主義との差異あるいは共通点というところについても研究するポイントになるのではないか

と考えております。 

 さらに，裁判の経済性や効率性を高める要請は，中国の民事訴訟法においても当然あるわ

けです。そのような要請のもとで審理構造の面では，日本のように争点整理で証拠を整備し，

集中審理を強調するといった類似の動きが見られると，先ほど劉教授の講演でも御紹介され

ましたが，そのようなことが近年中国の裁判実務において顕著に見られることも興味深いと

ころではないかと思います。 

 このように両国の制度には大きな差異がありながらも，根本的な共通点があるわけです。

しかし近年の日本では，あくまでも私個人の意見ですが，中国法の異質性，独自性，固有性

のみが強調される偏った傾向が若干あったのではないかと感じておりました。 

 さて，共通点を見つけた上で，次のステップはどのようにここから学ぶかという点ですが，

中国法の立場から見ると，どうしても日本の制度の優れているところに注目して，中国法に

そのまま取り入れようとする傾向がありました。私自身も最初日本に来たときに，こういう

傾向がありがちでした。しかし，法律はその国できちんと使える生きたものでなければなり

ません。本日の劉教授の御講演でも再認識いたしましたが，中国の国情を踏まえた上で日本

からの示唆を得る必要があります。実際，日本法に類似する争点整理ですが，整備を図る試

みがされているにもかかわらず，中国の現在の実務では必ずしもそれがうまくいかないのが

現状です。また，中国では日本の既判力理論が広く定着しておりまして，今度の改正でその

既判力について明文化するといったことがほぼ決まっているにもかかわらず，2007年に改正

された再審事由は依然として日本と比べるとかなり広いという特徴を残さざるを得ませんで

した。これらの様々な点は，まさに中国には，自分の国の国情を踏まえた上で日本法を取り

入れる必要性があることを物語っているというふうに思っております。 

 これまで日中比較といいますと，どうしても中国が日本から何を学べるのかという点に重

点が置かれがちで，中国法の異質性を見た上で，日本が中国から何を学べるのかという問題
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の取組は余りされていない，あるいは困難な作業であったのではないかというふうに感じら

れます。しかし，比較法はあくまでも双方向によるもののはずですし，このような観点から

すれば，例えば検察庁の民事訴訟への関与は中国法の特徴と言われておりますが，程度の差

や質の差はあるものの，こういう制度はフランスにおいても見られたところであります。実

際に中国の民事訴訟制度をよく見てみますと，制度によっては必ずしも中国の独自のもので

はない，あるいは社会主義固有の特徴ではないものがあります。日中以外の第三国の制度も

含めて，より広い視野から中国法を見る必要があるのではないかと感じました。特に，証拠

制度について中国において改正が行われる見込みですが，証拠制度については中国ではアメ

リカの研究を行っている方もたくさんいらっしゃるわけで，そうすると今度の改正の中で証

拠制度がどのような方向性を持っているのか，この点は日本から見ても興味深い点ではない

かと思います。 

 最後に，この裁判外の民事紛争処理制度についても，見てみます。御存じのように中国に

おいてはADR制度，とりわけ仲裁制度がかなり活発に利用されているわけですが，日本では，

それは，そもそも中国の民事裁判制度に対する不信感があるからという見方があります。し

かし実際，中国がADR制度，仲裁制度についてかなり豊富な経験を積んでいることは，これ

は事実でありまして，これは日本でも広く認められているところであります。そうするとせ

っかく日本で仲裁法ができ上がりましても余り使われていないという問題点がありますので，

中国法から何らかの示唆を得られるのではないかという観点からも研究する必要があるので

はないかと思います。 

 このように，私自身は日中民事訴訟法の比較についてかなり楽観的な見方，あるいは希望

を持ってやっていきたいというふうにこれまで思ってきました。しかし，研究する過程でや

はり難しい問題に直面しておりまして，時々孤独な研究だなというふうに，つまらない研究

だなというふうに思っているところもあります。その意味では，今回JICAがこういうプロジ

ェクトを通じて中国に対する法整備支援を行うということはすごくいいことだと思います。

本日御来場いただきました先生方は，それぞれの立場から中国の民事訴訟制度に対して興味

を持っておられるかと思いますが，そのような先生方と意見を交換しながらグループで研究

を行うことも今後の一つの方向性ではないかというふうに感じております。 

 ちょっと時間をとって本当に申し訳ございませんが，以上で私のコメントを終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

【司会（亀卦川）】 ありがとうございました。 

 

質疑応答 

【上原】 それでは，頂いた質問につきまして御回答をお願いしたいと思います。 

 10名以上の方々からたくさんの質問が寄せられておりまして，とても全部はできないかも

しれません。またそのような時間的制約なので，大変失礼ですが書面で頂いたものを私の方

で簡単に読み上げさせていただいて，直接お答えいただくということにさせていただきたい

と思います。 



 

ICD NEWS 第40号（2009.9） 63 

 また若干，この場でですけれども，その項目ごとに少し整理して余りあちこちに話が飛ば

ないような形で進めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず，先ほどのコメントの中にもありました再審に関しまして幾つかの質問が寄せられて

おります。再審といいましても，これは日本で言えば上訴一般の問題としてとらえた方がい

いかと思います。 

 関西大学の井関正裕さんから次のような質問であります。「再審は1年間に20数万件に上り，

そのうち原判決破棄が6万件余りもあるというのは，人口が日本の10倍であることを考慮して

も日本からすると大変に多いように思う。このように多数の原判決を破棄せねばならないと

している意義はどこにあるのか。再審以外の方法で同じ目的を達することは考えられていな

いのか。」という御趣旨です。 

 関連いたしまして近い質問で，弁護士で関西大学の特任教授でいらっしゃる村上幸隆さん

から次のような質問があります。「再審事件が非常に多いこと，また2007年の民事訴訟法改正

により更に再審事由が広がった―179条だそうですが―ことから実質上，三審制に近くなって

いるのではないか。だとすると，正面から三審制をした方がよいのではないかとも考えられ

るが，民事訴訟法改正ではそうした議論はなされていないのか。」という御質問です。よろし

くお願いします。 

【劉】 どうもありがとうございました。 

 先の問題について特にこの再審については，東京での張先生の講演でもお答えしましたけ

れども，再審の事件が多いのは，いろいろな原因がありますが，中国では三審制が採られて

いないということも一つの要因であると言われております。ですから，これに対応して，今

の民事訴訟法の全面的な改正案の議論の中では三審制を採るという議論に賛成する学者や実

務家は非常に多いです。具体的には三審制を採り，第三審を日本のような条件付の法律審に

するという意見が大部分を占めております。 

 再審以外の方法は，今のところ議論されているのは基層人民法院，つまり地方裁判所，簡

易裁判所ですが，そこの裁判官の充実を図る，又はもうちょっと力を入れるという方法です。

そして裁判手続の適正，公正さを保つためには訴訟手続を更に改正すべきであるなどいろい

ろな方法が議論されております。 

【上原】 今度は再審に近い問題です。村上先生から「人民検察院による「抗訴」，187条が

増加している理由はどこにあるのか。このような傾向は法的安定性を欠くと考えるがどう

か。」という御質問です。 

【劉】 この点については，人民検察院による「抗訴」，つまり人民法院が出した判決が効力

を生ずる場合に対し，人民検察院が「抗訴」することができると規定されておりますけれど

も，なぜ「抗訴」ができるのかというと，それは憲法の規定がありますし，民事訴訟法の中

にもその規定があるためです。それが法的安定性を欠くということは，1991年に民事訴訟法

を制定するときは，先ほど金先生もおっしゃったとおり，そのときは既判力という概念を持

っていなかったことが要因と考えられます。1993年に，神戸大学で教授として働いた先生が

初めて中国に既判力の概念を持ち込んだのです。そして1994年から活発に議論されておりま
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す。特に民事訴訟の学者により，初めて議論されたのは1995年からでございます。ですから，

そのときは法的安全性があるのかどうかということは考えられておりませんでした。 

【上原】 この，やはり人民検察院による「抗訴」ということに関連しまして，法圓坂法律

事務所，稲田堅太郎先生からの質問です。「一部の地方検察院は公益訴訟への関与を積極的に

行い，原告として法院に提訴し国や社会に関する公共利益を守るため訴訟を遂行するケース

がしばしばあるということですが，具体的にどのような案件として取り上げられているので

しょうか。」という質問です。 

【劉】 公益訴訟自体はその意味が広いので，具体的に人民検察院が原告として裁判所に提

訴し，訴訟手続全体に関与するものとしては，主に国の資産喪失事件が挙げられます。例え

ばある資産が国の財産であるのに誰もそれを管理していないといった場合，つまり管理者が

所在不明の場合に人民検察院が具体的な当事者として国の利益のために提訴することになっ

ています。この事件が結構多いのです。 

 また，個別的には私の手元の判例では，弱者保護のために，例えば企業が破産し，その労

働者達に応訴する力がない場合，労働者の利益を守るために，検察院が原告として提訴する，

そういうケースはあります。ただし裁判所には認められませんでした。 

 そのほか，環境事件，環境の公害事件についての裁判での人民検察院の関与というケース

もありました。大体この3種類です。特に国有資産，つまり国の財産に関する事件への関与，

提訴及び公害事件の提訴は一部認められて人民法院に支持されたというケースがあります。 

【上原】 よろしいですか。 

 今度は準備手続等，あるいは集中証拠調べというようなテーマに入りたいと思います。九

州大学名誉教授の吉村先生からの質問でございます。二つありますが，関連していますので

一括して取り上げたいと思います。「中国民事訴訟法が最高人民法院の司法解釈，特に証拠規

則によって日本民訴法の準備手続と集中証拠調べに近い制度となる可能性が出てきたと思わ

れる。特に証拠提出期限と証拠交換により開廷審理前の争点証拠整理が目指されていると考

えられるが，報告者によるとそれが実効をおさめていないということであるが，どのような

根拠ないし背景によるのか。」という質問であります。 

【劉】 ありがとうございます。 

 この問題につきましては，以下の根拠でございます。 

 福建省のアモイ大学法学院の斉樹傑という教授が2003年に最高人民法院の民事証拠に関す

る若干規定について，その施行後の運用状況の調査を行いました。その結果，最初の3か月，

これを適用する，つまりこの規定を適用する裁判所の比率は約80％で，時間がたつたびに適

用率がだんだんと下がってきました。現在の中国人民大学の副学長である王利明先生から，

現在，最高人民法院でもこの若干規定について適用するかどうかは自分も疑問を持っていま

すという話がございました。私のところへは何人かの裁判官が博士として勉強しに来ていま

す。彼らの話では，彼らのところではこの規定は全然使っていないという話でございます。 

【上原】 続きまして，吉村先生の第二の質問ですが，「日本民訴における準備手続を経た上

での集中審理は，当事者と証人との交互尋問手続を中心にするが，中国では証人の出廷を確
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保することは困難であり，書面審理になる可能性があるとの指摘がある。中国における開廷

審理の実情，特に証拠規定の質証，証人尋問の実情はどうか。問題があるとすればその対処

方法は何か。」という御質問です。 

【劉】 これは中国の裁判制度における三難の一つでございます。一つは立案，つまりは事

件の起訴が難しい，二つ目は証人の出廷が難しい，そして三番目は執行難，執行が難しい，

この三つです。これは今の事情としては，張先生が東京での講演の中で質疑に答えた時には，

ある裁判所についての調査では，証人の出廷率は8％を満たしていないという数字があるとい

うことでした。全般的には証人の出廷難という問題は，処罰がないのが大きな原因の一つと

言われております。そしてまた，ほかに当事者と証人との利害関係があります。中国はコネ

クションの社会でございまして，もし誰かのために証人として裁判所に出頭をする場合は，

その後この社会でやっていけるのか，そういう問題が出てくるかもしれません。ですから，

証人たちは法律の義務を負いながらも出頭をしないという傾向が非常に強いのです。 

【上原】 今の証人が出廷しないという問題につきましては，井関先生からも同じような質

問がありましたが，恐らくその答えが今と同じであるかと思いますので，ここでもう済んだ

ということにさせていただきます。 

 次に，村上先生から，「自由心証主義と言われているが，民事訴訟証拠に関する若干規定69

条から73条を考えると自由心証主義は徹底されておらず，法定証拠法則がかなり採用されて

いるように思える。改正法の議論ではこの点についてどのように考えられているのか。」とい

う質問です。 

【劉】 1991年，民事訴訟法が制定されるときは，自由心証主義は資本主義のもので，我々

の社会主義の法体制にはこれは使えないと反対されていました。1991年以降に，学者たちの

間には自由心証主義を導入すべきという主張があり，現在でも民事訴訟法の改正では自由心

証主義を導入すべきであると主張する学者は結構います。また，2002年の最高人民法院の民

事訴訟証拠に関する規定などには，実際は自由心証主義を規定していると考えている学者た

ちもいます。 

 ただし，私が先ほどの報告でも申し上げたように，実際は法定証拠主義でもありませんし，

自由心証主義でもありません。2006年，「中国法学」という雑誌に，中国の民事訴訟における

新職権主義の最新動向についての分析がありまして，その中ではこのような問題について議

論されております。 

【上原】 それでは，少し話題が変わりますが，もう余り時間がなくなってきたのですが，

ADRに関連する質問を幾つか取り上げたいと思います。堀場製作所のテラウラさんから，「仲

裁員はどのような手続，基準で決められるのでしょうか。」という御質問，それから「国務院

の条例で企業に義務付けられている調停組織について，もう少し具体的に教えてください。」

という質問です。 

【劉】 最初の質問で，仲裁員はどのような手続，基準で決められるのかという問題ですけ

れども，仲裁員を希望する方々は法的な基準に従って，仲裁機関に申請し，その基準を満た

す場合は許可されます。この基準は仲裁法の中では8つからなっております。私が覚えている
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のは，例えば，法律の大学出身，また大学出身でなくとも，5年間以上法律実務，又は研究に

携わる経験が必要であることなどです。ほかの条件としては，例えば，社会主義に忠誠であ

ることが要求されます。その他，犯罪歴がないという条件もあります。 

 仲裁員を選ぶのは，当事者たちにはいろいろな方法がありますけれども，まず例えば双方

の相談で決めるという方法があります。もし相談で決まらない場合は，双方の当事者が一人

ずつ仲裁員の指名をすることができます。あとは，仲裁員の仲裁廷の長は仲裁機関で指名す

るという規定があります。 

 次に，国務院の条例による調停組織の義務付けについてですが，これは私の理解している

範囲でお答えします。 

 調停組織，その組織は必ず固まった組織ではありません。例えば紛争事件があれば，内部

の者によって調停を行うということが要求されています。内部のその調停を経て，内部の調

停に不服のある場合は外の，つまり行政機関の調停委員会に申し込むということになります。 

【上原】 それでは，ADRに関連するのですが，広島大学の田邊先生から御質問があります。

「裁判所外のADR（調停）に基づく執行についてということで，第一が，人民調停委員会で

の調停を含めてすべての調停について裁判所の承認があれば執行が与えられると理解してよ

いか。裁判所の承認なしに執行が認められる場合はないのか。」ということです。 

 それから，「その裁判所の承認ではどのような審理をするのか。手続の適正さ，合意調書，

内容の実体的な妥当性も審理されるのか。余り詳細な審理では裁判所も通常訴訟と変わらな

いことになってしまうのではないかと思われるけれども。」という質問です。 

【劉】 まず，調停委員会の調停を含めてすべての調停について裁判所の承認があれば執行

力を与えられるというような理解ではありません。我々の理解ではあくまでも2002年の最高

人民法院の司法解釈では，人民調停委員会による調停に対して執行力を付与し，ほかの調停

委員会，又はその仲裁機関のその仲裁でも直ちにその執行力を付与するということです。仲

裁機関の場合は付与をしますけれども，もし疑義ある場合はそれはまた別になりますけれど

も，つまりすべて調停委員会の調停調書に，すぐに，その執行力を付与するのではないとい

うことでございます。もし裁判所の承認がなければその執行が認められませんし，調停によ

る調停調書を出す場合は，裁判所の承認がなければすぐに執行力を認められませんというこ

とになっています。 

 それで，裁判所の承認について，その手続の適正さ，調停調書の実体の妥当性について最

高人民法院の規定では，主に手続的に審理を行うと規定しております。 

 ただし，実務では裁判官は具体的実体的な助言についても審理するということが一般的に

なっています。 

【上原】 ということは，調停調書についてもその実体的な正当性が，この承認の手続で審

理される場合があると，こういうことでしょうか。今の質問なのですが，そのADRに基づく

執行の前提として裁判所が承認を与えるということですが。 

【劉】 そうです。 

【上原】 それは，最高人民法院の規則ですか，司法解釈ですか。 
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【劉】 2002年の司法解釈です。 

【上原】 それによると，その審理はあくまで手続的な調停手続の妥当性を審理するもので

あるということになっていますけれども，実際は中身に踏み込んで審理をされる場合がある

ということでしょうか。 

【劉】 はい。最高人民法院の解釈の理由としては，人民調停委員会による調停でできた調

停調書は，当事者間の契約書と認められますから，その契約書の内容自体は特に問題なけれ

ば審査はしませんということです。建前としては審査しません。ですから，手続だけ審査し

ます。ただし，裁判官は，当事者の状況に応じてそれで審理するということもあります。 

【上原】 やはりこれと同じ質問かと思いますが，名古屋大学の宇田川幸則さんからの質問

があります。「調停に執行力が付与されるということですけれども，本当にそうなのでしょう

か。」という質問ですね。いかがですか。 

【劉】 執行力の付与，この言い方については違和感を覚えています。最高人民法院の解釈

の中にはそう規定しておりますので，人民調停委員会によって調解ができ，そこで作られた

調停調書にサインした当事者たちが調解調書に規定される義務を履行しない場合には，他方

の当事者である債権者が，調解調書に基づいて裁判所に執行を申し立てることができるとい

うことになります。もし裁判所が，この調解調書に問題がなく，効力があると判断するとす

ぐに執行力が付与されることになります。 

【上原】 もう一つ，「人民調停というのが法院の紛争解決機能の一部を担うことになってい

るのかどうか。」という質問です。それから劉先生の報告ではこれはADRと位置付けている

のですけれども，宇田川さんの理解としては「人民調停はヨーロッパで言うADRではないの

ではないか。」という御質問あるいは御意見ですが，いかがですか。 

【劉】 まず，宇田川先生の二番目の問題ですけれども，一つ目の質問との関連もあります。

実際人民調停の手続と訴訟の関係では，人民法院の裁判官たちは，人民調停委員会の委員た

ちから，法律の質問を受けるとそれに回答する必要があります。また，裁判所つまり人民法

院と調停委員会が連携する場合がありまして，調停委員会に指導に行くということもありま

す。ただし手続的には，2002年から裁判所の判決によって調停委員会の調停調書に執行力を

付与することとなっています。ですから，今では，直ちに人民調停は人民法院の紛争解決機

能の一部を担うことになっているという理解はされていません。 

 それで，人民調停は，西洋法で言うADRではないのかどうかについては，アメリカの学者

又は裁判官が中国で調査を行った上で，これはADRの一種として推奨しているところでござ

います。ですから，中国の学者とか実務家でも人民調停は中国の特色ある調解制度だと思い，

宣伝しているところでございます。 

【上原】 様々な質問やあるいは御意見があるのですが，もう時間も過ぎておりますので，

ちょっとこの場で答えていただくまでの時間がない，あるいは本日の御講演の範囲とはかな

り踏み越える問題もありますので，御紹介だけさせていただきたいと思います。 

 名古屋大学の張瑞輝さんから「医療過誤訴訟において，いわゆる不法行為法草案が最近で

きつつあるようだけれども，そこで医療過誤訴訟について証明責任の転換の規定を置く必要
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があるのではないか。あるいはそれと職権で証拠調べをするということとの関係。」というこ

とについても御質問あるいは御意見があります。 

 それから，同じく名古屋大学の劉蕤さんから「中国の法制度上の特色は何かと，それから

立法指導思想はどういうふうに考えたらいいのか。」という質問があります。 

 それから，やはり名古屋大学の陳さんから「株主代表訴訟での規定が中国の民事訴訟法に

はないけれども，例えば訴訟費用の問題とか管轄の問題とか会社法の方にもないので，今後

は中国の民事訴訟法の中でそういう問題について対応することになるのでしょうか。」という

御質問がありました。 

 もう既に時間も過ぎておりますので，このあたりでこの劉先生の講演会を終了させていた

だきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

【司会（亀卦川）】 上原先生，ありがとうございました。 

 

閉  会 

【司会（亀卦川）】 それでは，時間もちょっと過ぎておりますので，本日の講演会はこれで

閉会とさせていただきます。 

 本日はお忙しい中，講演会に御参加いただきまして誠にありがとうございました。 

 どうもありがとうございました。 
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～ 国際研修 ～ 

 

 

 

第３０回ベトナム法整備支援研修 

 

国際協力部教官 

横 山 幸 俊 

 

１ はじめに 

  国際協力部では，2009年3月9日から同月19日までの間，第30回ベトナム法整備支援研修

を実施した（研修日程は添付の資料のとおり）。 

  研修員は，ベトナム社会主義共和国の最高人民検察院勾留・留置・受刑者管理及び再教

育監督局長ブイ・ドゥク・ロン氏を団長とする，人民検察院関係者から選出された研修員

16名であり，研修員の詳細については，後記2(4)のとおりである。 

 

２ 本研修実施の背景・目的 

 (1) 本研修実施に至る経緯 

    ベトナムは，市場経済化と国際社会への統合のため，1990年代後半から，日本を含む

諸外国，国際機関等の援助を受けて，法整備を行ってきた。そして，2005年に，ベトナ

ム共産党中央委員会政治局が，2020年までの法・司法制度の全面的近代化を目標に掲げ

た，法・司法制度整備に関する二つの議決（「法制度整備戦略〔第48号決議〕」，「司法改

革決議〔第49号決議〕」）を採択した。同党の指導に基づいて，ベトナムは，上記決議に

示された方針に従って，法・司法制度整備を進めている。 

    上記方針による法・司法制度整備は，刑事訴訟分野も例外ではなく，弁論の強化を中

心とする刑事訴訟法の改正が目標に掲げられている。 

    ベトナムにおける刑事訴訟法の起草の責任官庁は，最高人民検察院である。 

    ベトナムにつき，日本の法務省は，1994年以来，法整備支援を実施してきたところ，

当部は，現在，JICAと協力して，「法・司法制度改革支援プロジェクト」（2007年4月か

ら4年間）の中で，各種の研修などを実施している。 

    そして，本研修は，ベトナム最高人民検察院の要請を受けて実施したものである。す

なわち，刑事訴訟法の起草担当機関である最高人民検察院が，その準備を進めている刑

事訴訟法改正作業について，技術的支援を行うため，本研修は実施された。 

  

 (2) ベトナム刑事訴訟法について 

    2003年に改正された刑事訴訟法は，職権主義的訴訟構造を持っている。 
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    ベトナムは，刑事訴訟について，特に弁論の強化を目指しており，弁論の質を向上さ

せるために公判手続を充実させることのほか，検察院による捜査機関に対する監督の強

化，捜査機関の再編，控訴審専門の高等裁判所及びこれに対応する高等検察院の設置等

を柱とする，2011年までの刑事訴訟法改正を計画している。 

 

 (3) 本研修の目的 

    本研修は，研修員が，日本の刑事訴訟法についての専門家による講義を受け，法廷を

傍聴することなどにより，当事者主義的訴訟構造を持つ日本の諸要素の実際の運用等を

学ぶことによって，ベトナム刑事訴訟法の改正に役立てることを目的とした。 

 

 (4) 研修員について 

    上記研修の背景・目的から，研修員には，主として，最高人民検察院において，刑事

訴訟法改正に関わる検察院職員が選定された。 

    研修員は，以下のとおり。 

    ① 最高人民検察院勾留・留置・受刑者管理及び再教育監督局長  

      ブイ・ドゥク・ロン氏 

    ② 最高人民検察院社会秩序関連刑事事件訴追・捜査監督局長 

      グェン・ユイ・ホン氏 

    ③ 最高人民検察院監察局長 

      ズォン・ヴァン・ティウ氏 

    ④ バク・ザン省人民検察院検事正 

      グェン・ヴィエト・フン氏 

    ⑤ バク・ニン省人民検察院検事正 

      グェン・ヴァン・ホアット氏 

    ⑥ ティエン・ザン省人民検察院検事正 

      フイン・ズン・ティエン氏 

    ⑦ バク・ニン省人民検察院次席検事 

      グェン・ティエン・ロン氏 

    ⑧ 最高人民検察院麻薬関連事件訴追・捜査監督部副局長 

      カオ・ヴァン・フク氏 

    ⑨ ゲ・アン省人民検察院次席検事 

      グェン・コン・ティ氏 

    ⑩ ハ・ナム省人民検察院次席検事 

      ブイ・ティ・ホン・ヴァン氏 

    ⑪ 最高人民検察院人事組織局課長 

      ディン・ヴァン・ダン氏 

    ⑫ バク・ニン省人民検察院捜査公判監督課長 
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      グェン・ヴァン・タイン氏 

    ⑬ 最高人民検察院検察理論研究所法律専門官 

      ノン・スアン・チュオン氏 

    ⑭ バク・ニン省人民検察院検事 

      フン・ドゥク・キェム氏 

    ⑮ 最高人民検察院検事 

      グェン・ゴック・タム氏 

    ⑯ 最高人民検察院汚職事件訴追・捜査監督部検事 

      ライ・カオ・ビン氏 

 

３ 本研修の概要 

 (1) 本研修日程の方針 

    本研修がベトナム刑事訴訟法改正に向けた初めての本邦研修であることから，研修日

程としては，第1に，日本における当事者主義的訴訟構造を視覚・聴覚教材等でじっく

りと示すこと，第2に，日本が現在の当事者主義的訴訟構造を有するに至った経緯を呈

示すること，第3に，ベトナムにおける，刑事訴訟法改正の準備状況の報告により，現

状を把握すること，第4に，日本の刑事訴訟を，捜査機関ないし特別の調査機関，検察

官，弁護人，裁判官のそれぞれの立場から呈示することを基本的な方針とした。 

 

 (2) 日本側からの情報提供及び質疑応答について 

   ア 講義 

    (ア) 当職による説明「日本の刑事手続の説明」において，ビデオ教材を用いて日本

の刑事手続の流れを説明したところ，研修員から，勾留請求権限は検察官以外

にはないのか，逮捕の承認権（逮捕状の発付）は裁判官以外にはないのかとい

った質問が寄せられ，当職等から，研修員に説明を行った。 

    (イ) 裁判官との質疑応答「裁判官から見た日本の刑事訴訟」において，研修員から，

弁護側提出の書証について裁判官はいつ読むことになるのかといった質問が寄

せられ，裁判官から，研修員に説明がなされた。 

    (ウ) 警察官による講義においては，研修員から，警察庁と都道府県警察との関係と

いった質問が寄せられ，警察官から説明がなされた。 

    (エ) 松尾浩也東京大学名誉教授に「日本の刑事訴訟の職権主義から当事者主義への

転換（1948年）」についての講義を行っていただいた。 

       松尾教授の講義については，研修員から，ベトナムのように三権分立がとられ

ていない国において検察官を裁判官から完全に切り離された当事者とすること

が可能かといった質問が寄せられ，松尾教授から，ベトナムにおいてもベトナ

ム式の当事者主義をとることは可能であろうといった説明がなされた。 

    (オ) 法務省刑事局付による講義「日本の司法改革の現状～刑事訴訟における主要改
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正点」においては，公判前整理手続，裁判員制度などについての説明がなされ，

研修員から，起訴状一本主義と公判前整理手続の関係といった質問が寄せられ，

同局付等から説明がなされた。 

    (カ) 当部森永教官による講義「検察官から見た日本の捜査・起訴の実務～捜査機関

と検察の関係等」においては，研修員から，ベトナムでは，検察に捜査権限，

捜査官が足りないといった意見が寄せられた。 

    (キ) 高畑満弁護士による講義「弁護士から見た日本の刑事訴訟～当事者主義におけ

る弁護人と被疑者・被告人の権利」においては，研修員から，能力のある弁護

士数が不十分である場合に当事者主義を導入できるかといった質問が寄せられ，

高畑弁護士から，その場合であっても当事者主義の導入は可能といった説明が

なされた。 

    (ク) 証券取引等監視委員会による講義においては，証券取引等監視委員会の役割な

どについて説明がなされ，研修員から，証券取引等監視委員会による調査と検

察官による捜査開始時期の関係といった質問が寄せられ，同委員会から説明が

なされた。 

    (ケ) 当職による講義「当事者主義における検察官の公判上の役割と実務」において

は，研修員から，日本における被害者の公判上の地位といった質問が寄せられ，

当職等から説明を行った。 

 

   イ 意見交換会 

     研修員と法務総合研究所との意見交換会においては，「ベトナム刑事訴訟法改正の

準備状況等」についての発表が行われた。 

     同発表によれば，2003年に改正されたベトナム刑事訴訟法の施行後の状況がまとめ

られて，各条文ごとの課題が整理されている状況にあり，次回の改正の基本的な方向

性としては，職権主義を維持しつつ，当事者主義の合理的な部分を導入することが目

指されている。 

 

４ 所感 

  今回は，ベトナム刑事訴訟法改正に向けた初めての本邦研修であり，研修員に日本の刑

事訴訟法の実際の運用をいかに分かってもらうかに腐心した。 

  研修員は，本邦研修前に日本の刑事訴訟法について一定程度の理解をした上で本邦研修

に臨んでおり，講義等に際しては，ポイントを突いた質問を行っていた。 

  また，講師の方々も，実に入念に講義の御準備をしていただいて，ベトナムの事情も意

識され，充実した御講義を行っていただいた。 

  このように，講師の方の御熱意と研修員の御熱意が相まって，大変充実した研修を行う

ことができた。  
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５ おわりに 

  本研修は，ベトナム刑事訴訟法改正に向けて，参考となり得る日本の刑事訴訟法につい

ての講義等により行われたところ，研修員は刑事訴訟法改正に向けて熱意をもって取り組

み，所期の目的を達成した。 

  改めて，本研修に御協力いただいた皆様に深く感謝したい。 
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～ 国際研修 ～ 

 

 

 

第２回中国現地セミナー 

 

国際協力部教官 

横 山 幸 俊 

 

１ はじめに 

  2009年5月5日，6日の2日間，中国現地セミナーが北京で実施された。 

  参加者の詳細については，後記2(4)のとおりである。 

  この場をお借りして関係各位に深く感謝申し上げたい。 

 

２ 本セミナー実施の背景・目的 

 (1) 本セミナー実施に至る経緯 

    中国政府からの要請にもとづき，2007年11月から3年間の予定で，中国民事訴訟法・

仲裁法改善プロジェクトが開始された。 

    これまでの本邦研修，現地セミナーは以下のとおりである。 

     2007年11月 本邦研修 

           民訴法改正の経緯，証拠，簡易手続，公益訴訟 

     2008年 3月 現地セミナー 

           証拠制度，簡易訴訟手続，上訴審・再審 

     2008年 5月 本邦研修 

           民事保全法，民事執行法の内容・立法経緯，保全・執行実務，仲裁法

改正経緯，仲裁実務 

     2008年11月 本邦研修 

           民事調停，控訴，上告，再審，挙証責任 

    本セミナーは，その一環として行われたものである。 

 

 (2) 中国民事訴訟法について 

    現行の中国民事訴訟法は，1991年に制定されて，2007年に一部（再審，執行等）が改

正されたところ，更に2013年までの改正が予定されている。 

 

 (3) 本セミナーの目的 

    本セミナーは，これまでの本邦研修，現地セミナーを踏まえ，中国側が更に関心を持
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つ事項について，日本の民事訴訟法の専門家との討論により，日本と中国の民事訴訟法

の異同を学ぶことによって，中国の民事訴訟法の改正に役立てることを目的とした。 

 

 (4) 参加者について 

    日本側参加者 

     1  三木浩一 慶應義塾大学大学院教授 

     2  山本和彦 一橋大学大学院教授 

     3  松下淳一 東京大学大学院教授 

     4  金 春  大東文化大学講師 

     5  山浦信幸 JICA中国事務所長 

     6  大久保晶光 同事務所職員 

     7  宋 雪  同事務所職員 

     8  久家健志 在中国日本大使館一等書記官（検察官出身） 

     9  長田雅之 在中国日本大使館二等書記官（裁判官出身） 

     10 住田尚之 JICA長期派遣専門家 

     11 横山幸俊 当職 

 

    中国側参加者 

     1  高志新 全人代常務委員会法制工作委員会弁公室 主任 

     2  姚 紅 全人代常務委員会法制工作委員会民法室 主任 

     3  王亜新 清華大学法学院教授 

     4  張衛平 同 上 

     5  湯維建 中国人民大学法学院教授 

     6  孫邦清 中国政法大学副教授 

     7  羅東川 最高人民法院研究室副主任 

     8  林文学 最高人民法院研究室審判員 

     9  劉小飛 同 上 

     10 賈東明 全人代常務委員会法制工作委員会民法室 副主任 

     11 扈紀華 同 上 

     12 何 山 同室副巡視員 

     13 陳佳林 同 上 

     14 杜 涛 同室処長 

     15 段京連 同室調研員 

     16 王瑞娣 同 上 

     17 李文閣 同 上 

     18 石 宏 同室副処長 

     19 郝作成 同 上 
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     20 李 倩 同室幹部 

     21 庄皢泳 同 上 

     22 孫娜娜 同 上 

     23 水 森 同 上 

     24 許 燦 同 上 

     25 李 莉 同室調研員  

     26 王 宏 同 上 

     27 李 海 同委員夏期弁公室調研員 

     28 王誉文 同室幹部 

 

３ 本セミナー日程の方針 

  中国側の関心事項を踏まえ，日中相互の発表をもとに討論形式で行うこととした。 

 

４ セミナー日程 

 (1) 5月5日午前 

    討論1 訴訟参加者に関する問題（共同訴訟，訴訟参加，選定当事者等） 

       中国側発表：王亜新清華大学法学院教授 

       日本側発表：三木教授 

 

 (2) 5月5日午後 

    討論2 上訴審の請求範囲に関する問題 

       中国側発表：湯維建中国人民大学教授 

       日本側発表：松下教授 

 

 (3) 5月6日午前 

    討論3 判決の法的効力に関する問題（遮断効，既判力等） 

       中国側発表：張衛平清華大学法学院教授 

       日本側発表：山本教授 

 

 (4) 5月6日午後 

    討論4 送達に関する問題 

       中国側発表：孫邦清副教授 

       日本側発表：山本教授 

 

 (5) 質疑応答について 

   (ア) 討論1について 

      中国側から，必要的共同訴訟において，一方当事者の1人の行為の効果が他に及
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ぶ場合といった質問がなされ，三木教授ほかから説明がなされた。 

   (イ) 討論2について 

      中国側から，判決理由中の判断を不服として控訴申立てができるかといった質問

がなされ，松下教授ほかから説明がなされた。 

   (ウ) 討論3について 

      中国側から，判決理由中の判断の拘束力といった質問がなされ，山本教授ほかか

ら説明がなされた。 

   (エ) 討論4について 

      中国側から，送達の費用といった質問がなされ，山本教授ほかから説明がなされ

た。 

 

５ 所感 

  今回は，日中相互の発表による討論形式を初めて行ったものであり，日中の民事訴訟制

度の違いが浮かび上がり，中国の現状の問題点も浮かび上がり，中国の民事訴訟法改正に

向けて，役に立ったものと思われる。 

  今回の方法は，中国の民事訴訟法の学者の先生方に中国の状況について発表をしていた

だき，問題意識を示していただいた上で，全人代常務委員会法制工作委員会民法室から日

本側への質問もなされ，議論を深めることができたものと思われる。 

 

６ おわりに 

  本セミナーは，上記のとおり，中国の民事訴訟法改正に向けて，参加者が熱意をもって

取り組み，所期の目的を達成した。 

  改めて，本セミナーに御協力いただいた皆様に深く感謝申し上げたい。 
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～ 国際研修 ～ 

 

 

 

第１１回日韓パートナーシップ研修（日本セッション） 

 

国際協力部教官 

杉 山 典 子 

 

１ はじめに 

  国際協力部では，財団法人国際民商事法センター及び大韓民国大法院法院公務員教育院

との共催により，2009年6月15日（月）から25日（木）の間，第11回日韓パートナーシップ

研修（日本セッション）を実施した（日程表は文末の資料のとおり。）。 

  本稿はその実施結果を報告するものである。 

  日本人研修員は，日本の法務省・法務局及び最高裁判所・下級裁判所に勤務する職員の

中から法務総合研究所が決定し，韓国人研修員は，韓国の大法院・各級法院*1に勤務する

職員の中から，韓国の大法院法院公務員教育院が決定する。研修員は，日韓それぞれ5名ず

つ，計10名である（以下のとおり。）。 

   東京法務局民事行政部第一法人登記部門  中出 幸一 登記相談官 

   横浜地方法務局相模原支局        山本 知恵 登記相談官 

   静岡地方法務局不動産登記部門      稲場 尚孝 登記官 

   法務省大臣官房人事課          三井  賢 企画第三係長 

   最高裁判所事務総局民事局第三課     福田 行宏 執行手続係長 

   ソウル高等法院刑事課          韓  相鎬（ハン サンホ）法院事務官 

   全州地方法院益山登記所         李  亨求（イ ヒョング）法院事務官 

   済州地方法院民事課            金  奉燮（キム ボンソプ）法院主事 

   法院行政処司法登記局不動産登記課    朴  成培（パク ソンベ）法院事務官 

   議政府地方法院事務局民事課       崔  炯來（チェ ヒョンレ）法院主事 

  このほか，韓国側実施機関である大法院法院公務員教育院から，朴珍賢（パク ジンヒ

ョン）教授及び李惠淑（イ ヘイスク）法院主事も参加している。 

 

２ 本研修実施の目的 

  本研修は，各研修員が，所掌業務に関する制度上及び実務上の諸問題についての議論を

通じて知識の向上を図り，研修の成果を両国の制度の発展及び実務の改善に寄与させると

                            
*1 日本の最高裁判所・下級裁判所に該当する。なお，日本では，登記事務，戸籍事務及び供託事務を行政

機関である法務省が所管しているが，韓国では，司法機関である大法院が所管している。 



80 

ともに，両国間のパートナーシップを醸成することを目的としており，1999年から毎年1

回開催され，本年で第11回を迎えるものである。 

  本研修の特徴としては，「日本セッション」と「韓国セッション」という二つのセッショ

ンから構成されていることであり，両国の研修員が互いに相手国に渡り，相互に研修を実

施することが挙げられる。また，共通の問題意識を持った研修員が日本と外国から参加し，

相互に啓発し合うことを意図する双方向型研修の類型といえる。 

  第二次世界大戦終戦まで，韓国では，日本の法律を依用*2していた。日本では，戦後，

不動産登記等の所管が裁判所から法務省へと移り，また，税務署から表示の登記も引き継

いで一元化した。一方，韓国では，朝鮮戦争停戦後の1960年に独自の民法及び不動産登記

法等が施行された。その後，それぞれに発展を続け，特に，ここ数年，両国において，本

研修のテーマとなっている各法律の全面改正が行われていることから，以前に比べると制

度の違いは増えてきたと思われる。しかし，基礎となっているものは同じであり，同じよ

うな問題を抱えていることも多い。 

  研修の内容は，講義，見学及び実務研究から構成されているが，中心となるのは各研修

員が自分で課題を決め，研修員全員で，その後は1対1のパートナーとなって討議する実務

研究であり，本研修は，「研修」というよりも「比較研究」の方が相応しいともいえる。研

修員は，相手国を訪れ，相手国の登記所等で行われている業務を直接見て，相手国の担当

者から業務内容や問題点を直接聞いて，相互に意見交換をすることで，自国の法制度を見

直し，改善していくためのヒントを得ることができる。また，両国の研修員が共同生活を

送ることにより，言葉や文化の違いを超えた信頼関係を育むことができる。 

 

３ 研修の概要 

  本研修のテーマについては，研修開始当初は不動産登記制度のみを対象としていたが，

第4回からは民事執行（不動産執行）制度，第5回からは商業登記制度，第7回からは戸籍制

度と供託制度の隔年実施と，順次テーマを拡大している。 

  今回は，「不動産登記制度，商業登記制度，戸籍制度及び民事執行制度をめぐる実務上の

諸問題」をテーマとして実施した。 

 (1) 講義 

    法務省民事局商事課の杉浦直紀補佐官から「『一般社団法人･一般財団法人に関する法

律』に基づく登記実務について」と題する講義を，日本司法支援センターの石山宏樹総

務課長及び外山太士民事法律扶助課長から「法テラスについて」と題する講義をそれぞ

れ行っていただいた。日本では，民商事法が相次いで改正されていること，また，日韓

両国において，司法制度改革等が進んでいることから，今回の日本セッションにおいて

は，日本における新しい制度や取組を韓国側に紹介する観点から両講義を設定したもの

である。 

                            
*2 「内地」の法律がそのまま適用されることである。 
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    「『一般社団法人･一般財団法人に関する法律』に基づく登記実務について」は，2008

年12月，一般社団法人及び一般財団法人法が施行されたことから，所管課である商事課

から，制度が導入された経緯，登記事項，経過措置等についての講義をしていただいた。

本講義については，講師には登記簿の様式も含めて，詳細な資料を作成いただいた上，

講義時の質問に対しても丁寧に説明いただき，韓国側からも高い関心が得られた。また，

「他の制度についても，このように全体の処理過程が分かるような講義をしてほしい。」

との要望をされるなど，法人登記制度そのものの講義としても，有益であったようであ

る。 

    また，本研修では，これまで，研修のテーマに沿った講義を行ってきたが，講義いた

だくテーマを担当する研修員だけでなく，すべての研修員に興味が持てるテーマを採り

上げたいと考え，司法制度改革の新しい取組を紹介していただくこととした。本講義に

ついても，講師には事前に詳細な資料を作成いただいた上，講義時にも丁寧に説明いた

だき，また，韓国側からだけでなく，日本側も含めて，多くの質問にも誠実に答えてい

ただいた。韓国にない制度もあったことで，日本の新たな取組についてもアピールでき，

両国にとって情報収集の機会となったと思われる。 

 

 (2) 見学 

   ア 最高裁判所 

     大法廷首席書記官表敬の後，図書館，大法廷及び小法廷の見学を行った。同首席書

記官の訪問の際には，昨年に引き続き，司法制度改革（裁判員制度）等について，熱

心な意見交換も行われた。韓国では，既に，国民参与制度が開始しているが，日本で

は，今年の5月にスタートしたばかりである。韓国では，まず，制度を開始し，不都

合があればその都度修正すればいいと考えられ，日本では，検討に検討を重ねた上で

制度を開始させるという，お互いの国民性が感じられた。また，図書館や大法廷に飾

られている絵やタペストリーにそれぞれ意味があり，裁判に携わる者の心得として，

韓国側にも共感を得たようである。 

   イ 東京法務局本局 

     東京法務局は民事法務行政を担当する地

方出先機関の中心的存在であり，毎回見学さ

せていただいている。 

     民事行政部長による法務局業務の全般的

説明の後，戸籍課，不動産登記部門及び法人

登記部門を見学し，質疑応答・意見交換を行

った。 

     登記申請の処理過程を実際にパソコンの画面を見ながら説明を受けるなど，自分の

目で直接見られることは，非常に有意義であったと思われる。 

     最後の質疑応答では，本研修のテーマ以外の訟務事務等にも質問が及んだが，丁寧

不動産登記部門で，オンライン申請の処理手続
を見せてもらっているところ。 
説明しているのは，第1回日韓パートナーシッ
プ研修の研修員。 
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な回答を頂いた。 

   ウ 東京地方裁判所 

     前回までは，同地裁民事執行センターの見学を行っていたが，今回は，先方の日程

の都合がつかなかったため，本庁を見学させていただくこととした。 

     まず，2班に分かれて民事裁判を傍聴した。

通訳がつかないため，内容は分からなかった

と思われるが，韓国と同様の部分もある一方，

各口頭弁論の時間が短く，代理人が次から次

へと入れ替わることに驚いたようであった。 

     続いて，空き法廷（ラウンドテーブル法廷）

を利用して，民事部についての概況説明を受

けた。韓国側研修員は，裁判業務を担当する

ことの方が多いとのことで，日本の書記官が

どのような業務を行っているのかというこ

とに，非常に関心が高かった。 

     最後に，破産部に移動し，業務説明を受けた後，債権者集会室及び事務室を見学し

た。  

 

 (3) 実務研究 

    実務研究における課題の提起は，日本セッションにおいては韓国側研修員が，韓国セ

ッションにおいては日本側研修員が，それぞれ行うこととしている。今回は，韓国側研

修員が実務研究課題の提起を行って，日本側に質問を出し，それに対してその研修員の

パートナーとなる日本側研修員が回答した。その回答を踏まえて研修員全員で意見交換

を行った後，1対1のパートナーに分かれ，残された問題点等について個別に検討を進め

た。最終的には，法務総合研究所及び法務省民事局から多数の方々に御出席いただいて，

総合発表として，韓国側研修員が比較研究結果を，日本側研修員がそれに対するコメン

トを発表した。 

    全体協議では，当該テーマを担当した研修員以外からも積極的に質問が出され，担当

した研修員以外も回答に協力するなど，研修員全員が参加して，協議をすることができ

た。 

    1対1の協議では，3人の通訳を5組に割り当てることとなるため，テーマの枠を超えて

社会情勢についての話をしたり，パソコンの翻訳ソフトを使って会話したり，様々なコ

ミュニケーションを取ったようである。また，行政機関と司法機関の違い，制度の全体

は似ているにもかかわらず，一部の条文のみが異なる場合，条文の構造は似ているにも

かかわらず，実際の取扱いが異なる場合，家族観や生活習慣の違いから，全く違う発想

をしている場合など，日韓双方の研修員が，それぞれの発見をしたものと思われる。 

    今回の各研修員のテーマは，①「協議離婚制度に対する考察」，②「執行機関二元化

空き法廷で業務説明（質疑応答）を受けている
ところ。説明しているのは，第6回日韓パート
ナーシップ研修の研修員。 
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による不動産執行上の問題点」，③「権利の更正登記の許容と限界」④「抹消回復登記

手続について－実務上問題となる事例を中心に」⑤「外国会社の大韓民国における代表

者選定及びその住所について」であった。 

    ①「協議離婚制度に対する考察」については，総合発表の際に日本人研修員もコメン

トしていたが，双方の家族観・生活習慣の違いが最も浮き彫りになった課題であるとい

える。日本では，本人確認が多少厳格にされるようになったとはいえ，離婚届を提出し

さえすれば，それで離婚は成立する。一方，韓国では，軽率な離婚を防止するため，一

定の熟慮期間*3経過後に家庭法院に夫婦で出頭して，裁判官による離婚意思の確認を受

けなければならない。また，調停の場面でも，離婚を思いとどまらせる方向で説得する

とのことであり，「日本では，離婚を思いとどまらせるためにどのような工夫をしてい

るか？」との質問には，日本側研修員全員と顔を見合わせた後，「思いとどまらせよう

としていない。」と答えるしかなかった。 

    ②「執行機関二元化による不動産執行上の問題点」については，日本には，「滞納処

分と強制執行等との手続の調整に関する法律」があるが，韓国には，そのような法律は

なく，現行では，両手続が並行して行われ，両手続の買受人が，それぞれ代金を納入し

た挙げ句に，先に登記をした方が勝つという制度になっているようである。日本の制度

の問題点も含めて，「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」が韓国側の

参考になることを願う。 

    ③「権利の更正登記の許容と限界」及び④「抹消回復登記手続について－実務上問題

となる事例を中心に」は，いずれも不動産登記の課題である。特に，韓国側の「仮差押

登記が完了した後，相手方の異議申立てによって，当該仮差押決定を取り消す仮執行宣

言付判決に基づき仮差押登記が抹消されたが，上訴審で仮執行宣言付仮差押抹消判決が

取り消された場合」という設例については，仮執行で登記の抹消をすることはないので

はないか，という設例そのものへの疑問もあった。また，日本では，登記所の職員にと

っては，裁判所の嘱託に基づき登記したにすぎないという考え方であるのに対し，韓国

では，嘱託も登記も法院で行っているという点で，国民の批判にさらされやすいという

問題があるようであった。 

    ⑤「外国会社の大韓民国における代表者選定及びその住所について」では，日本では，

会社法第817条第1項の規定により，外国会社は，外国会社が日本において取引を継続し

てしようとするときは，日本における代表者を定めなければならず，そのうち1人以上

は日本に住所を有する者でなければならないとされているが，韓国では，韓国における

代表者の住所について，制限がない。日本の法律が，韓国側の参考になることを願う。 

                            
*3 養育しなければならない者がいる場合は3か月，養育しなければならない者がいない場合には1か月であ

るが，家庭内暴力等の事情があれば短縮又は免除される。 
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 (4) その他 

    本研修では，担当教官も含めて，研修員全員

が寝食を共にし，相手国の制度だけでなく，文

化や生活習慣に触れることも重要な目的とな

っている。しかし，このような文化交流の時間，

つまり，朝ご飯を食べて，法務省や見学先まで

電車で移動する間，研修終了後，夕飯を食べ，

電車で帰寮する間，そして週末は，通訳なしで

コミュニケーションを取らなければならない。 

    本研修は，語学研修でもなく，語学力が研修

員の要件となっているわけでもないため，研修

開始当初は，日本側と韓国側がそれぞれ固まっ

て，会話もしにくかった。しかし，話す方は，

何とか気持ちを伝えたいと電子辞書や日本

語・韓国語併記の本で言葉を探し，聞く方は，

何とか気持ちを理解したいと推理し，体にいい

食べ物の話から，姦通罪（韓国では今でも犯罪）

の告訴まで，様々な話をし，一緒に笑うことが

できるようになった。日本人研修員は，日本文

化を紹介するため，食事や観光など，様々な計

画を立ててくれた。鬼教官と恨まれる覚悟で，

「夕食の席でその日の企画者が，相手に伝わる

言葉（＝韓国語）で挨拶すること」という課題

を出してしまったが，各自，翻訳ソフトを使っ

たり，通訳さんに添削してもらったり，パート

ナーに教えてもらったり，それぞれ工夫して，

この難題もこなしてくれた。また，韓国側の要

望に応じるため，コネを駆使して記載例集等を

入手して，韓国側にプレゼントしてくれた（空

港のチェックインに時間がかかったのは，本が

重くて重量オーバーになったのではないと信

じたい。） 

    このような，研修員たちの日夜を問わない協力がなければ，「日韓パートナーシップ

研修」という名前にふさわしい友情を築くことはできなかったと思われ，（前回もそう

思っていたのだが）このメンバーで研修ができたことに心から感謝している。 

 

通訳・研修監理員を通したり・・・ 

翻訳ソフトを使ったり・・・ 
（手前の二人も会話中です。） 

電子辞書を使ったり・・・ 
（麦酒が邪魔で見にくいですが） 

本（会話集）を使ったり・・・ 

でも最後は・・・言葉は要らない？
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４ 終わりに 

  本研修の見学では，いろいろな場面で，過去の研修員の協力を得ることができ，この研

修も11回目を迎えたことを実感した。韓国側研修員がなぜそのような疑問を持ったのか，

質問の意図が分かりにくいこともよくあるが，発想が違うということを知っているお陰で，

適切な対応をしていただけたと感謝している。 

  また，御多忙の中，貴重な講義をしていただいた杉浦補佐官，石山課長及び外山課長，

見学・質疑応答に積極的に応じていただいた最高裁判所，東京法務局，東京地方裁判所の

皆様方，個人的な通訳のお願いにも快く応じていただいた林賢珠（イム・ヒョンジュ）氏

及び杉山直美氏，課外の時間も含めて研修員を助けていただいた研修監理員の韓貞淑（ハ

ン・ジョンスク）氏，本研修の実施に御協力いただいた財団法人国際民商事法センターの

皆様方にも，深く御礼申し上げたい。 

  両国の研修員10名及び担当教官・担当官4名の計14名は，10月に，韓国で再会する。今度

は日本側が韓国の制度や文化を見聞させていただくことを楽しみにしている。 
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～ 国際協力の現場から ～ 

 

 

 

中国への法整備支援 

～新しい「技術協力」の意義と課題～ 

 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 

中華人民共和国事務所 

大久保 晶 光 

 

 私は北京にあるJICA中国事務所の所員として，中国政府を対象にした法整備支援案件の運

営と案件形成を担当しています。私達JICA中国事務所の職員は，中国に対し協力を行う意義

を自問自答しながら日々業務を行っていますが，法整備支援はある種の回答を示してくれる

分野ではないかと私は思っています。 

 

 1970年代末に始まった中国の改革開放は，1990年代に「社会主義市場経済」を目指すとい

う展開を見せ，その後急激な経済成長を遂げた中国はいまや世界第3位の経済規模になりまし

た。その過程で，日本では対中援助の見直しが行われ，2001年には日本政府の対中ODAの方

針として，「対中経済協力計画」が策定されました。その中で「改革・開放支援」として中国

の市場経済化加速への支援と，経済活動を律する法制度の確立等への支援がうたわれたこと

を受け，JICAは中国では当時まだなかったこの分野の案件を形成するために2002年3月に調

査を行い，その結果，中国側に経済分野の立法や法曹分野人材の育成でのサポートを求める

声が大きいことが判明しました。 

 その後，数度の調査を経て，初めての本格的な法整備支援案件として，中国商務部を窓口

にした「中国経済法・企業法整備プロジェクト」が2004年から開始され，当時制定準備中で

あった，会社法，独占禁止法を中心に，日本からの専門家派遣と日本での研修を中心とする

プロジェクトを実施しました。現在は，既に制定された独占禁止法の施行のための支援等を

行い，今年の11月に終了する予定です。また2007年から始まった「民事訴訟法・仲裁法改善

プロジェクト」では，全人代法制工作委員会を対象に，民事訴訟法の改正や権利侵害責任法

（日本の不法行為法に相当）の制定支援を行っています。 

 この二つのプロジェクトは，市場経済が発展するにつれ，制度的インフラとしての法の支

配の重要性を認識するようになった中国政府に対して，経済実体法である会社法，独禁法や，

手続法である民事訴訟法といった根幹となる法律について，日本が立法支援を行っていると

いう意味で意義が大きいと考えています。 
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 ところで，制度的インフラ整備のニーズがあるとしても，なぜ中国は日本に対し法制度整

備の支援を求めているのでしょうか？中国は人口も多く，人材が豊富です。法律分野も例外

ではなく，北京大学，中国人民大学を始めとする名門大学で法律を専攻したり，海外での留

学経験のある優秀な人材は数多くいます。また情報化の進展により，他国の法律に関する情

報を彼らは豊富に持っており，あえて海外の協力を求める必要はないようにも思えます。し

かし，これには以下の背景があると考えられます。 

 一つは，中国側は法律の知識のみを求めているのではなく，運用上の経験を知りたいとい

う現状があるということです。法律を実際に運用させるためには，当該法律のみならず，そ

れに付随して詳細な実施細則やガイドラインについても制定する必要がありますが，法律や

実施細則，ガイドラインといったものは法律の知識があるだけで制定できるものではなく，

運用上の経験に裏打ちされた知見に基づく必要があります。中国では市場経済の考え方を取

り入れてまだ歴史が浅いため，法律を作ることができてもこれを運用するに耐えるだけの詳

細な実施細則やガイドラインが整備できていない場合が多いという現状があります。例えば，

労働契約法では労働契約の更改の基準が条文上明らかでないまま公布されたり，独占禁止法

ではどのようなケースが違法な企業結合なのかを示す細かなガイドラインが未だ完備されて

いません。この背景には，従来から大枠のルールをまず制定し，その後漸進的に細かいルー

ルを定めるという中国の制定習慣もありますが，運用上の経験不足のために実際に運用した

場合に具体的に生じる状況，問題を事前に想定することが困難である，という背景もあると

思います。このような場合，既に類似の法制度が存在し，長年の運用の経験を有している日

本の場合は，実務的な観点からの紹介がしやすいというメリットがあります。 

 二つ目は，他の国での法整備支援でも指摘されますが，日本の法律の継受の経験を借りた

いという要請があることです。日本は明治維新以降，大陸法であるドイツ法，フランス法を

中心に積極的に導入し，その後100年以上の経験を経て，自らの国の実情に合ったものに変容

させてきたという経験を有しています。とりわけ，アジアの国である日本が大陸法を継受し

てこれを自国に合うように変容させてきたという経験は同じアジアの国で大陸法の系譜に属

する中国にとっては大いに参考になるものと言えます。 

 

 さて，そのようなニーズに応えるための活動として，一つ御紹介したいのは，中国では「法

整備ODAタスクフォース」が活発に活動している点です。ODAタスクフォースとは，ODA

の関係者，つまり大使館，JICA事務所，JICAが派遣する専門家等の関係者で作るグループの

ことですが，中国ではODAタスクフォースが法整備分野の協力の中核を担っています。その

理由には二つあると思います。一つは大使館に法曹出身の書記官が3名配属されていること

（検察庁から検事出身の書記官1名，最高裁から裁判官出身の書記官1名，更に弁護士の書記

官1名）です。彼らと，各省からのアタッシェとの議論を通じ，案件のアイデアが出た段階で

実施可能かどうか，内容的・実施体制的な面から的確なアドバイスを受けることができます。 

 また，「民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト」の専門家として2年間の期間で派遣されて

いる住田尚之弁護士の存在も非常に大きいです。住田弁護士は中国語に堪能であり，中国側
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とのパイプ役になり，最新の動きを生でキャッチしています。JICA事務所は，大使館の書記

官達，住田弁護士と常に連絡を取りながら，案件の運営と形成を行っており，事務所だけで

は到底できなかったはずの専門的な議論が日常的に可能となっており，非常に恵まれた環境

にあると言えます。 

 

 このような環境の下，中国ではODAタスクフォースを中心に活発に法整備支援を推進して

いますが，これまでの経験に基づき，今後の課題としていくつか指摘したい点があります。 

 

 まず，日中間の政策的な協力（特に経済分野）の展開の中で，JICAの技術協力プロジェク

トとしての法整備支援をどのように位置づけるのかについて，関係者で議論を整理・共有す

る必要がある，ということです。技術協力が制度支援を含まない，純粋にテクノロジーの協

力であった時代（中国の技術協力第1号案件は1979年に実施した「鉄道技術」案件です。）に

は，協力の内容の結果が制度的に日本企業等の利益に影響を及ぼす事態は想定されていなか

ったと思います。しかし，民事法や会社法，独禁法の制定に見られるように，中国の経済政

策や経済のあり方と密接なかかわりを持つ法分野においては，単に技術的な側面からのみの

支援にとどまらず，政府（大使館）や，日系企業・経済団体等からより幅広い意見を吸収し，

それらをプロジェクト活動の内容に取り入れるべきではないかという意見が出てきています。

他方で，そのような形でプロジェクトを推進することは，開発援助としての純粋な技術協力

の趣旨とは異なるものであり，JICAの守備範囲を超えるものであるという声もあります。 

 しかし，私は「技術協力」を限定的に解釈する必要はなく，相手国と日本との関係に応じ

て，柔軟に対応すればいいのではないかと思います。中国のような日本にとって重要国であ

り，一定の発展を遂げている国，また経済的な結びつきが強い国が相手の場合は，単に技術

を移転する相手方と見るのではなく，大使館や経済団体，JETRO等の他の政府系機関と協力

しながら，技術協力の文脈に合う範囲において，日本としての意見を伝えるプラットフォー

ム的な役割を担ってもいいのではないでしょうか。もちろん法制定という国家主権の核心部

分に関し，中国側が最終決定を持っているのは当然のことであり，その点をコントロールし

ようとする趣旨ではありません。また，私達は中国の発展にどのように寄与するのかを考え

るのが仕事の原点であり，その視座を失ってはなりません。しかし，中国から日本への協力

のニーズがある限り，法整備支援の活動の中で，日本の主張を伝えることは，仮にそれが法

制定の中で採用されなかったとしても，日本の考えへの理解が深まるという意味において，

日中関係の深化に貢献できるのではと考えています（実際，中国側から日本の問題意識をも

っと伝えてほしいというリクエストされる場面も最近は出てきました。）。 

 

 加えて実施機関としてのJICAも改善，又はマインドを切り替える必要がある部分もありま

す。JICAの技術協力プロジェクトでは，プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）と

呼ばれるいわばプロジェクトの設計図を作成し，これに基づいて実施，評価を行います。し

かし，立法という政治的な過程も含む活動においては，プロジェクト開始時には想定できな
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かった変化が起きやすいのが実態です。実際，「民訴法プロジェクト」では，当初予定してい

た仲裁法の制定作業を中国側が保留し，代わりに権利侵害責任法の制定作業を優先させるよ

うになり，JICAにも支援を求めるようになりました。JICAとしては，当初の協力の対象に含

んでいなかったため，対応することは困難と考えていましたが，関係者の了解のもと，例外

的な措置としてPDMを修正し，権利侵害責任法も今後はプロジェクト活動の中で取り込む予

定です。このような柔軟な対応が求められる場面が今後も少なくないと思われます。 

 さらに，プロジェクトの成果の測定方法も検討が可能と思います。JICAのプロジェクトで

立法支援を行ったとしても，具体的な条文として結実するかどうかは分かりません。しかし，

北京でのセミナーや日本での研修における日中の研究者，行政官，法律実務家の議論の結果，

日本側が中国の法案への理解を深めることができれば，逆にそれも一つの成果であると言え

ます。加えて強調したい点は，そのような議論により形成される，日中の立法を担う専門家

の間の人的ネットワークの価値は計り知れないものであるということです。言い換えれば，

技術（知識）が移転されるということ以外にも，反対に日本側が情報を得ることや，これま

で余り考慮されていなかった相互の交流により生じる無形的な価値も，積極的に評価する必

要があるのではないでしょうか。例えば，明確な成果物は最初から求めないこととし，交流

のプロセスの円滑さと参加者の満足度のみで案件の評価を下すことは不可能でしょうか。 

 

 今回，中国における法制度整備に対する自分の考えを整理しながら思ったのは，ODAにお

ける技術協力に対する要請が変わってきている，それが中国という国の，法整備支援という

分野において，特に鋭敏な形で現れている，ということです。 

 JICAの技術協力は70年代に始まったものですが，当初は農業や医療，工業と言ったまさに

テクノロジーとしての「技術」が各国への協力の内容だったと思います。しかし，東西冷戦

終結を経て，90年代の社会主義国における市場経済化という国際環境の激変を受け，それに

合わせてJICAは，途上国の法制度整備を，「技術協力」という枠組みを使って取り組むよう

になったわけです。その段階で「技術」には新しい意味が与えられ，その協力の方法論にも

新しい要請が生まれたのだと考えられます。当初は想定されていなかった法整備支援という

新しい技術協力をどのように実施するのか，実施機関の職員である私達は常に問われ，格闘

する日々を送っています。 

 また，相手国が中国である点も特色があります。今，対中ODAは時に批判にさらされるこ

ともありますが，それは中国が，既に経済的に一定の発展を遂げたからだけではなく，中国

が近隣の，様々な面で注目を集める存在感の大きな国だからだと思います。そのような中国

に対し，法整備支援を実施することにより，日本の考えを中国に伝え，またそれを通じて両

国間の中枢分野における人的なネットワークの拡大ができれば，中国の発展に貢献するだけ

でなく，日本の利益にもなると言えるでしょう。国民の税金により実施するODAが，そのよ

うな利益を生むのであれば，国民に対する説明責任も果たせるのではないでしょうか。冒頭，

法整備支援が対中ODAの一つの回答になり得ると書いたのはそのような意味にほかなりま

せん。 
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 中国は決して特殊な例ではなく，これから様々な国が発展し，日本との経済的，社会的関

係が深まると思います。その際，法整備支援という技術協力の枠組みを活用し，日本とのパ

イプを太く，厚くすることも期待されるのではないでしょうか。中国はその先行事例なのだ

と考えています。 

 

 さて最後に，日中間の法整備支援が更に進んだ究極の姿を想像したいと思います。最近，

法整備分野では，韓国も入れて三国間の協力・交流を行いたい，という声が聞かれるように

なりました。東アジアの地域協力はこれからますます盛んになると思いますが，JICAが二国

間協力のみならず，東アジアの地域間協力も推進することに貢献し，地域間「技術協力」に

より，東アジア共通のルール作りの土台を作れるようになれば，地域の発展・安定そして平

和により役立てるのではないか。私は密かにそのような姿を未来図として描いています。果

たして「技術協力」が更に進化する，そのような日は来るのでしょうか？そしてJICAはそれ

に貢献できるでしょうか？それは分かりませんが，変化の激しい時代において，日々の協力

の現場を預かるJICAの職員として，変化に対応できるしなやかなマインドは保ち続けたいと

考えています。 

 

（本稿の内容は筆者の個人的意見であり，JICAの公式見解ではないことをお断りします。） 
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To：icdmoj@moj.go.jp 

From：Asia 

E ~M A I L 

 

 

中国の新任裁判官の前途を祝して 

 

 6月，民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト住田長期専門家の秘書をしていた廬さんが，

北京市第二中級人民法院の裁判官（法官）に採用されたとのことで，お祝いの食事会が開

かれました。 

 私にとって中国の新任裁判官に会う初めての機会でしたが，私には聞いてみたい一つの

質問がありました。「なぜ裁判官になろうと思ったのか？」です。彼女には言いにくいこ

とでありますが，中国で裁判官の仕事を続けるには，日本と比べて，以下のような大きな

違いもあり，そのような中で裁判官になろうとした理由を聞いてみたかったところでし

た。 

 

１ 裁判官の待遇と腐敗 

  中国における裁判官の待遇は，一般の行政官とほぼ同じであり，弁護士と比べてかな

りの差があります。廬さんのように北京市第二中級人民法院のような裁判官に採用され

る人はかなり優秀ですが，そのような人が弁護士になれば，裁判官の給与の数十倍とな

ることもあります。 

  このような待遇の差も大きな一因となり，中国では，裁判官の汚職・腐敗が絶えませ

ん。昨年も，最高人民法院副院長が汚職により摘発・解任され，大きな話題となりまし

た。 

 

２ 裁判官の独立 

  中国では，裁判官の独立は憲法上保障されていません。中国では，原則として合議廷

で審理・判決されることになっていますが，合議廷において全員一致とならない場合や

重要な案件については，法院長他の法院幹部により構成される審判委員会に回されて，

その結論によることになっています。また，法院の司法行政権も強力であり，人事，待

遇等の観点から格上の裁判官に対して意見を述べることは難しいといわれています。 

 

３ 裁判の独立 

  裁判の独立は，憲法上保障されていますが，司法権の独立は保障されていません。実

際，法院は，それぞれのレベルに対応する人民代表大会の指導下にあり，人事・予算等

を人民代表大会や行政部門が握っています。また，法院は，共産党の指導下にもあり，

共産党政法委員会の判断に従う必要があります。 

  裁判官は，様々な利害関係者からの働きかけの中で難しい判断を迫られることも多い

ようです。 

 

 最初の問いに対して，廬さんは，当事者の主張に耳を傾けながらも，最終的に自分が正

しいと思った判断をすることができるからだと話してくれました（元裁判官の私が裁判官

になろうと思ったのも同じ理由です。）。 

 少しだけ先輩になる私は，廬さんには，中国の裁判官が置かれている難しい状況下でも，

初心を貫徹して良い仕事をしてほしい，と願っています。 

 

（在中国日本大使館書記官 長田雅之） 
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－ 編 集 後 記 － 

 

 私は，本年4月に当部に配属になり，本号の国際研修で掲載されている日韓パートナーシッ

プ研修を担当しました。外国の方と1週間以上寝食をともにすることは，初めてでありとても

貴重な経験でした。10月の韓国セッションの頃にはもう少し韓国語を理解して，会話ができ

ればと現在勉強中です。 

 さて，本号は，中国特集号です。中国と聞くと思い出すことがあります。私が学生のとき

アルバイトをしていた寿司屋で中国人が働いていました。その中国人から絶対に当たる手相

占いをしてあげると言われ，その結果「あなたは25歳で結婚するよぉ！！」と断言されまし

た。「中国」と「手相占い」という組み合わせが当たりそうな気がしたのですが･･･。結局占

いは当たりませんでした。 

 それはともかく，日本の面積の約25倍の広さ，日本の人口の約10倍の人口を抱える中国。 

 年間450万人以上が日中間を往来するなど，日本にとって大変重要な国であり大事な隣人で

あるといえます。それでは，その中国を特集した本号の内容を御紹介します。 

 「巻頭言」では，上原教授に「中国民事訴訟法･仲裁法改善プロジェクトの現状」について

執筆いただきました。 

 「特集」では，平成21年3月に，中国から民事訴訟法の専門家二名をお迎えして実施された

講演会について掲載しています。日本に留学されて，中国，日本両国の民事訴訟法に大変知

識をお持ちの張衛平教授，劉栄軍教授のお二人に中国の民事訴訟法について講演いただきま

した。 

 東京会場では，中国における民事訴訟法の具体的な改正措置などについて，張教授にお話

しいただきました。 

 大阪会場では，日中の民事訴訟制度を比較し，基本構造における相違，ADR制度の利用に

関する相違などについて，劉教授にお話しいただきました。 

 いずれの会場でも，多くの方が参加され，時間が足りないほど質問をいただき大盛況のう

ちに終了しました。 

 「国際研修」では，ベトナム法整備支援研修，中国現地セミナー，日韓パートナーシップ

研修（日本セッション）の実施報告を掲載しています。 

 「国際協力の現場から」では，JICA中国事務所の大久保晶光氏に中国への法整備支援につ

いて執筆していただきました。中国では，ODAタスクフォースが機能し，活発に活動してい

ることや技術協力としての法整備支援の位置づけ，支援案件の評価方法についての指摘のほ

か，法整備支援の究極の姿についても執筆いただきとても興味深い内容でした。 

 「E～MAIL」では，在中国日本大使館の長田書記官から「中国での新任裁判官の前途を祝

して」として，中国の裁判官の置かれている状況などについて執筆いただきました。 

 最後になりましたが，お忙しい中御寄稿いただきました皆様に御礼申し上げます。 

 

主任国際協力専門官 中 山 佐枝子 
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